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税務訴訟資料 第２６１号－６（順号１１５９６） 

東京地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消等請求事件 

国側当事者・国（麻布税務署長事務承継者京橋税務署長） 

平成２３年１月２１日却下・棄却・確定 

 

判 決 

原告         甲 

訴訟代理人弁護士   赤松 幸夫 

被告         国 

代表者法務大臣    江田 五月 

処分行政庁      麻布税務署長事務承継者 

           京橋税務署長 

           伊藤 憲明 

指定代理人      倉持 俊宏 

           茅野 純也 

           今井 健 

           小松 茂 

           木村 政文 

           中村 秀利 

           橋田 隆宏 

 

主 文 

１ 本件訴えのうち、麻布税務署長が原告に対して平成１１年８月４日付けでした以下の(1)から(4)

までの各処分の各取消しを求める部分をいずれも却下する。 

(1) 原告の平成６年分の所得税の更正処分、過少申告加算税賦課決定処分及び重加算税賦課決定

処分 

(2) 原告の平成７年分の所得税の更正処分 

(3) 原告の平成８年分の所得税の更正処分及び重加算税賦課決定処分 

(4) 原告の平成９年分の所得税の更正処分のうち純損失の額１９４８万８９２０円から１４５１

万０８７０円までの部分及び重加算税賦課決定処分 

２ その余の訴えに係る原告の請求をいずれも棄却する。 

３ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

事実及び理由 

第１ 請求 

１ 麻布税務署長が原告に対して平成１１年８月４日付けでした平成４年分以降の所得税の青色

申告の承認の取消処分を取り消す。 

２ 麻布税務署長が原告に対して平成１１年８月４日付けでした、原告の平成４年分の所得税の更

正処分のうち、総所得金額１３１７万８７５２円を超え、還付金の額に相当する税額２２４８万
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８８２５円を下回る部分、並びに同年分の過少申告加算税賦課決定処分及び重加算税賦課決定処

分をいずれも取り消す。 

３ 麻布税務署長が原告に対して平成１１年８月４日付けでした、原告の平成５年分の所得税の更

正処分のうち、総所得金額１０７７万７９６３円を超え、還付金の額に相当する税額１６７１万

８３９８円を下回る部分、並びに同年分の過少申告加算税賦課決定処分及び重加算税賦課決定処

分をいずれも取り消す。 

４ 麻布税務署長が原告に対して平成１１年８月４日付けでした、原告の平成６年分の所得税の更

正処分のうち、総所得金額１４２３万７９３４円を超え、還付金の額に相当する税額１６１８万

２８８３円を下回る部分、並びに同年分の過少申告加算税賦課決定処分及び重加算税賦課決定処

分をいずれも取り消す。 

５ 麻布税務署長が原告に対して平成１１年８月４日付けでした、原告の平成７年分の所得税の更

正処分のうち、純損失の額４９６３万１０５６円を下回る部分を取り消す。 

６ 麻布税務署長が原告に対して平成１１年８月４日付けでした、原告の平成８年分の所得税の更

正処分のうち、総所得金額２４７３万６４４５円を超え、還付金の額に相当する税額８８６万９

１２２円を下回る部分及び同年分の重加算税賦課決定処分をいずれも取り消す。 

７ 麻布税務署長が原告に対して平成１１年８月４日付けでした、原告の平成９年分の所得税の更

正処分のうち、純損失の額１９４８万８９２０円及び還付金の額に相当する税額１２１４万５７

６２円をいずれも下回る部分及び同年分の重加算税賦課決定処分をいずれも取り消す。 

第２ 事案の概要 

 本件は、企業財務に関するコンサルティング報酬を得るとともに、税理士及び公認会計士として

税務及び会計業務に係る収入を得ていた原告が、麻布税務署長から、平成１１年８月４日付けで、

平成４年分以降の所得税の青色申告の承認を取り消す処分、同年分から同９年分までの所得税の各

更正処分、同４年分から同６年分までの過少申告加算税の各賦課決定処分並びに同４年分から同６

年分まで、同８年分及び同９年分の重加算税の各賦課決定処分を受けたため、これらの各処分を不

服としてその取消しを求めている事案である。 

１ 前提事実 

 本件の前提となる事実は、次のとおりである。証拠により容易に認めることができる事実等は、

その旨付記した。その余の事実は、当事者間に争いがない。 

(1) 当事者等 

ア 原告は、公認会計士及び税理士の資格を有し、昭和５８年頃から、「Ａ」の屋号を用いて

公認会計士及び税理士としての業務を行うなどしていた者であり、青色申告書を提出するこ

とにつき税務署長の承認を受けていた。（甲２から４まで） 

イ 株式会社Ｂ（以下「Ｂ」という。）は、名古屋市を本店所在地として、昭和５８年８月に

設立された、企業財務に関するコンサルティング業務等を目的とする会社であり、原告は、

乙公認会計士（以下「乙会計士」という。）と共にその代表取締役であった。（甲２から４ま

で） 

ウ 株式会社Ｃ（以下「Ｃ」という。）は、東京都港区を本店として、昭和６３年に設立され

た、経営・経理に関する講習会、講演会、研修会等の開催、企業の合併、分割、提携、営業

権の譲渡並びに事業承継に関する調査、企画及びコンサルティング業務等を目的とする会社

であり、原告はその代表取締役であった。（甲２、４） 
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エ 株式会社Ｄ（以下「Ｄ」という。）は、名古屋市を本店所在地とする企業間の提携、合併

に関する仲介及びコンサルティング業務等を目的とする会社として登記されているもので

あり、原告は、平成４年７月２３日にその代表取締役に就任したが、事業の実体のない会社

であった。なお、Ｄは、同９年４月に本店所在地を東京都中央区に移転した。（甲２、４、

乙４４） 

(2) 原告の本件各係争年分の所得税に係る確定申告 

 原告は、平成４年分から同９年分まで（以下「本件各係争年分」という。）の所得税につい

て、別表１の各「確定申告」欄記載のとおり確定申告をし、同６年分の所得税について、同表

の「修正申告（自主）」欄記載のとおり修正申告をした。 

(3) 原告等に対する査察調査 

 名古屋国税局査察部は、平成１０年１月１３日、原告及び関連法人に対する国税犯則取締法

に基づく査察調査に着手し、その結果、Ｄを始めとする原告の関連法人等の収入として計上さ

れたコンサルティング報酬等の収入は、実際は原告に帰属するにもかかわらず、原告において、

関連法人の収入とするなどして申告し、所得税を不正に免れていたとして、所得税法違反等の

嫌疑で原告を名古屋地方検察庁に告発した。名古屋地方検察庁は、同年１２月２２日から同１

１年３月３１日にかけて、原告を業務上横領、所得税法違反及び法人税法違反の罪で名古屋地

方裁判所に起訴した（以下、当該起訴に係る事件を「別件刑事事件」という。）。（甲２、弁論

の全趣旨） 

(4) 原告に対する更正処分等 

 麻布税務署長は、原告に対し、平成１１年８月４日、原告の平成４年分以降の所得税の青色

申告の承認を取り消す処分（以下「本件青色取消処分」という。）をするとともに、同日、本

件各係争年分の原告の所得税について、別表１の各「更正処分等」欄記載のとおりの更正処分

（以下「本件各更正処分」という。）、同４年分から同６年分までの過少申告加算税の各賦課決

定処分並びに同４年分から同６年分まで、同８年分及び同９年分の重加算税の各賦課決定処分

（以下、これらの各賦課決定処分を併せて「本件各賦課決定処分」といい、本件青色取消処分

及び本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。）をし、その頃、これらを原告に通知し

た。（甲１） 

 なお、原告は、平成１７年７月１４日に肩書住所地に住所移転したことから、京橋税務署長

が麻布税務署長の原告に係る所得税に関する事務を承継した。（甲２） 

(5) 別件刑事事件の経緯 

 名古屋地方裁判所は、平成１４年９月４日、別件刑事事件について、原告に対し、懲役６年

及び罰金５億円の有罪判決を言い渡した。 

 これに対し、原告は控訴の申立てをしたが、名古屋高等裁判所は、平成１６年１１月１６日、

これを棄却する旨の判決をした。原告は上告の申立てをしたが、 高裁判所は、同１７年７月

１１日、これを棄却する旨の決定をした。 

（以上につき、乙１から３まで） 

(6) 本件各処分に対する不服申立手続 

 原告は、平成１１年１０月４日、本件各処分を不服として、麻布税務署長に対して異議申立

てをしたが、３か月を経過しても当該異議申立てについての決定がされなかったので、同１８

年２月１６日、国税不服審判所長に対して審査請求をしたところ、同１９年３月２９日、国税
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不服審判所長はこれを棄却した。（甲２、弁論の全趣旨） 

(7) 滞納処分の執行停止等 

ア 東京国税局長は、平成１７年１２月１６日付けで、①原告の平成６年分の所得税の更正処

分（以下、「平成６年分更正処分」といい、他の本件各係争年分の所得税の更正処分につい

ても同様に表記する。）、②平成６年分の過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分（以

下「平成６年分各賦課決定処分」という。）、③平成８年分更正処分、④平成８年分の重加算

税の賦課決定処分（以下「平成８年分賦課決定処分」という。）、⑤平成９年分更正処分、⑥

平成９年分の重加算税の賦課決定処分（以下「平成９年分賦課決定処分」といい、①から⑥

までの各処分を併せて「本件納税義務消滅対象各処分」という。）並びに⑦小石川税務署長

が平成１３年４月１０日付けでした原告の平成１０年分の所得税の更正処分（以下「平成１

０年分更正処分」という。）及び過少申告加算税の賦課決定処分に係る各滞納国税について、

滞納処分の執行を停止し（以下「本件執行停止」という。）、原告に対してその旨を通知した。

（乙６５、６６） 

 なお、本件執行停止の対象となった上記各滞納国税の額は、本件納税義務消滅対象各処分

により原告が新たに納付すべきこととなった所得税額、過少申告加算税額及び重加算税額と

それぞれ同額である。 

イ 上記アの本件執行停止の対象となった各滞納国税については、国税徴収法１５３条４項の

規定により、平成２０年１２月１７日をもっていずれもその全額の納税義務が消滅した（以

下「本件納税義務消滅」という。）ことから、東京国税局長は、原告に対し、同２１年１月

１３日付けでその旨を通知した。（乙６７、６８） 

(8) 本件訴えの提起 

 原告は、平成１９年８月２０日、本件訴えを提起した。（当裁判所に顕著な事実） 

２ 被告が主張する本件各処分の根拠及び適法性 

 被告が主張する本件各処分の根拠及び適法性は、別紙「本件各処分の根拠及び適法性」記載の

とおりである。 

３ 原告が主張する本件請求の根拠等 

 原告が主張する本件請求の根拠は、別表１の各「請求の根拠」欄記載のとおりである。なお、

本件各更正処分に係る項目のうち、原告が明示的に違法性の根拠を主張するものについては、後

記４(2)の各争点に係る主張を理由とするものにあっては、別紙の該当項目の各金額欄の下の括

弧内に当該主張に係る後記４(2)の争点の番号を掲げ、本件青色取消処分の違法を理由として更

正処分の違法を主張するものにあっては、別紙の該当項目の各金額欄の下の括弧内に「青色取消」

と記載した。 

 また、原告は、本件青色取消処分及び本件各賦課決定処分について、いずれもその処分の要件

に該当しないから違法である旨主張している。 

４ 争点 

 本件の主要な争点は、次のとおりである。 

(1) 本案前の争点 

ア 本件訴えのうち、申告額を超えない部分の取消しを求める訴えが適法か否か。 

イ 本件納税義務消滅により、本件訴えの一部について、訴えの利益が消滅したか否か。 

(2) 本案の争点 
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 本件の本案の主要な争点は、本件各更正処分の適法性であり、具体的には次のとおりである。 

ア 次の①から⑥までの各収入は、原告又は原告の関連法人（Ｄ、Ｂ又はＣをいう。以下同じ。）

のいずれに帰属するか。 

① 平成４年分から同７年分までのＥからのＬＰＳ紹介手数料 

② 平成４年分のＦの出資持分の売買に伴うコンサルティング報酬 

③ 平成６年分及び同７年分のＧからの受取利息 

④ 平成６年分から同９年分までのＨからの報酬 

⑤ 平成７年分の丙からのコンサルティング報酬 

⑥ 平成７年分のＩからのＬＰＳ第３２物件に係る管理料収入 

イ 次の⑦から⑪までの各収入は、原告又は原告の関連法人のいずれに帰属するか、また、麻

布税務署長がした収入の計上時期の認定に誤りがあるか否か。 

⑦ 平成６年分の丁に対するＪの売却による収入 

⑧ 平成８年分の戊に対するＫの売却による収入 

⑨ 平成８年分のＬらに対するＭの売却による収入 

⑩ 平成９年分のＮに対するＯ及びＰの売却による収入 

⑪ 平成９年分のＱ一族から得た相続税の物納に係る手数料収入 

ウ 次の⑫についての課税に係る麻布税務署長による認定が適法か否か。 

⑫ 平成４年分から同８年分までのＬＰＳ第５物件の建物の減価償却費及び同６年分から

同８年分までの同物件に係る支払利息 

エ 本件各更正処分に次の違法があるか否か。 

⑬ 理由付記不備の違法 

⑭ 更正期間徒過の違法 

５ 争点に関する当事者の主張の要旨 

(1) 本案前の争点について 

ア 本案前の争点ア（申告額を超えない部分の取消しを求める訴えの適法性）について 

（被告の主張） 

 申告納税方式における納付すべき税額は、第１次的には納税者の納税申告書の提出により

確定するものであり（国税通則法１５条、１６条）、納税者が自らの申告によっていったん

確定した課税標準等又は税額等を自己に有利に変更しようとする場合には、更正の請求を行

う必要がある（同法２３条）。このように、納税者側から自己に有利に申告内容の是正を求

めるための方法として、国税通則法が専ら更正の請求の手続に関する規定を設けた趣旨に照

らせば、納税者が申告に係る納付すべき税額が過大であるなどとしてその誤りを是正するた

めには、原則としてその他の救済手段によることは許されず、更正の請求の手続によらなけ

ればならないのであり、更正の請求の手続を採ることなく、更正処分のうち申告額を超えな

い部分の取消しを求める訴えは、訴えの利益を欠くものとして不適法である。 

 ところが、原告は、平成６年分の所得税の修正申告並びに同７年分及び同８年分の所得税

の各確定申告を行った後、上記各年分の所得税について更正の請求を行っていないのである

から、平成６年分更正処分から平成８年分更正処分までのうち、上記修正申告又は上記各確

定申告により既に確定している納付すべき税額等を超えない部分の取消しを求める各訴え

は、訴えの利益を欠くものであり、不適法である。 
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（原告の主張） 

 争う。 

イ 本案前の争点イ（本件納税義務消滅により訴えの利益が消滅したか否か）について 

（被告の主張） 

(ア) 前記１の前提事実（以下「前提事実」という。）(7)のとおり、本件執行停止の対象と

なった各滞納国税については、平成２０年１２月１７日をもっていずれもその全額の納税

義務が消滅したことから、本件納税義務消滅対象各処分並びに平成１０年分更正処分によ

り新たに納付すべきこととなった所得税額、過少申告加算税額及び重加算税額については、

いずれもその全額の納税義務が消滅した（本件納税義務消滅）。 

(イ) ところで、国税通則法２４条に規定する更正は、新たに納税義務を課す行為ではなく、

課税要件の充足によって既に成立している納税義務の内容を確定する行為であり、同法３

２条に規定する賦課決定も、上記更正と同様、納税義務の内容を確定する行為である。 

 そして、納税義務の消滅に関しては、国税徴収法１５３条４項が、同条１項の規定によ

り滞納処分の執行を停止した国税を納付する義務はその執行の停止が３年間継続した時

に消滅する旨規定していることから、滞納処分の執行の停止をした場合において、その停

止処分が取り消されないで３年を経過したときは、その停止に係る国税及び滞納処分費の

納税義務は法律上当然に消滅することとなる。これらのことからすると、更正処分及び賦

課決定処分をした後、これらの処分により新たに納付すべきこととなった国税について、

同条４項の規定に基づきその納税義務が消滅した場合には、当該国税の納税義務は法律上

当然消滅することになるのであるから、納税義務の内容を確定する行為である上記各処分

の法的効果は消滅することとなる。 

 そうすると、訴えの対象となっている更正処分及び賦課決定処分により新たに納付すべ

きこととなった国税について、国税徴収法１５３条４項の規定に基づき納税義務が消滅し

た場合には、これらの処分自体は存在するものの、納税義務の内容を確定する行為である

上記各処分の法的効果は消滅するのであるから、上記各処分の取消しを求める訴えについ

ては、訴えの利益が消滅するというべきである。 

(ウ) これを本件についてみると、本件納税義務消滅により、本件納税義務消滅対象各処分

により原告が新たに納付すべきこととなった所得税額、過少申告加算税額及び重加算税額

の納税義務はいずれも消滅したことから、本件納税義務消滅対象各処分の取消しを求める

原告の訴えについては、いずれもその訴えの利益が消滅した。 

 また、平成７年分更正処分については、同更正処分が本件納税義務消滅の対象とはなっ

ていないものの、同年分の確定申告が損失申告であり、かつ、平成８年分更正処分により

原告が新たに納付すべきこととなった所得税額の納税義務が消滅したことから、これが取

り消されても、平成８年分の所得税の納税義務に影響を与えることはないため、平成７年

分更正処分の取消しを求める訴えについても、訴えの利益が消滅したというべきである。 

 しかし、平成９年分更正処分の取消しを求める原告の訴えについては、これが取り消さ

れても同１０年分の所得税の納税義務に影響を与えることはないものの、原告が同１１年

分の所得税の確定申告（以下「平成１１年分確定申告」といい、以下、他の暦年分の確定

申告についても同様とする。）において、平成９年分確定申告における翌年へ繰り越す純

損失の額のうち、平成１０年分確定申告においても翌年へ繰り越すこととされた純損失の
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額を控除していないから、平成９年分更正処分の取消しを求める原告の訴えの一部（総所

得金額０円及び分離短期譲渡所得金額マイナス１４５１万０８７０円を超える部分の取

消しを求める部分）につき訴えの利益が認められることになる。 

(エ) したがって、本件訴えのうち、平成６年分更正処分、平成６年分各賦課決定処分、平

成７年分更正処分、平成８年分更正処分、平成８年分賦課決定処分の取消しを求める各訴

え、並びに平成９年分更正処分のうち、純損失の額１９４８万８９２０円から純損失の額

１４５１万０８７０円までの部分及び平成９年分賦課決定処分（以下「本件本案前対象各

処分」という。）の取消しを求める各訴えについては、本件納税義務消滅により、その訴

えの利益が消滅した。 

(オ) これに対し、原告は、国税徴収法１５３条４項の規定に基づき納税義務が消滅した場

合にあっても、本件本案前対象各処分後の課税標準等の増額分に係る法的効果は消滅して

いないのであるから、同各処分の法的効果は消滅しておらず、したがって、同各処分の取

消しを求める訴えについては、その訴えの利益は消滅していない旨主張する。 

 しかし、行政事件訴訟法（以下「行訴法」という。）９条１項所定の「法律上の利益を

有する者」とは当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又

は必然的に侵害されるおそれのある者をいうと解されているところ、更正処分を受けた納

税者において、国税徴収法１５３条４項の規定に基づき同処分に係る納税義務が消滅し、

外形的に、納税義務の伴わない同処分後の所得金額等のみが残存することとなった場合に

は、当該納税者は、もはや同処分により自己の権利若しくは法律上保護された権利を侵害

され、又は必然的に侵害されるおそれのある者とはいえないことは明らかであるから、処

分の取消しを求める法律上の利益は存在せず、行訴法９条１項所定の原告適格を有しない

というべきである。 

(カ) また、原告は、本件納税義務消滅対象各処分が取り消されると、消費税並びに個人の

道府県民税（又は都民税）及び市町村民税（又は特別区民税）（以下、これらを併せて「個

人住民税」という。）の納税義務は当然に減額されることになるから、本件納税義務消滅

対象各処分の取消しを求める訴えには、訴えの利益がある旨主張する。 

ａ しかし、本件本案前対象各処分は所得税の納税義務を確定させる法的効果を有するも

のであるのに対し、本件本案前対象各処分に関連してされた消費税の各更正処分（以下

「消費税各更正処分」という。）に係る消費税の納税義務は、本件本案前対象各処分に

よってではなく、消費税各更正処分の法的効果によってその納税義務が確定するのであ

るから、原告が主張する消費税各更正処分に係る納税義務が減額される利益は、本件本

案前対象各処分によって侵害された利益ではなく、それとは別個の消費税各更正処分に

よって侵害された利益である。そして、同各更正処分に対しても、本件本案前対象各処

分に対するそれとは別に、国税通則法７５条１項の規定に基づき不服申立てをし得たこ

とからも明らかなように、原告の主張する上記利益は、本件本案前対象各処分を取り消

すことによって同処分で侵害された利益を回復するという関係には立たないものであ

る。したがって、そのような利益をもって訴えの利益を有するとの原告の主張は失当で

ある。 

 なお、仮に、本件本案前対象各処分が本件訴訟において取り消されるようなことがあ

ったとしても、本件本案前対象各処分に関連してされた消費税各更正処分は、平成９年
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分に相当する課税期間以前の各課税期間につきそれぞれされたものであるから、処分行

政庁は、国税の更正の期間制限について規定した国税通則法７０条２項１号（５年）及

び同条５項１号（７年）の各規定により、消費税各更正処分につき減額の再更正処分を

することはできない。 

ｂ また、本件本案前対象各処分は所得税の納税義務を確定させる法的効果を有するもの

であるのに対し、同各処分に関連してされた個人住民税の増額の各変更賦課決定処分

（以下、単に「個人住民税各変更決定処分」という。）は個人住民税の納税義務を確定

する法的効果を有するものであるから、原告の主張する、同各変更決定処分に係る納税

義務が減額される利益は、本件本案前対象各処分によって侵害された利益ではなく、同

各変更決定処分によって侵害された利益であり、同各変更決定処分に対しても、本件本

案前対象各処分に対するそれとは別に、地方税法１９条１号及び行政不服審査法４条１

項等の各規定に基づき不服申立てをし得たことからも明らかなように、本件本案前対象

各処分を取り消すことによって、同処分で侵害された利益を回復するという関係には立

たない。したがって、そのような利益をもって訴えの利益を有するとの原告の主張は、

失当である。 

 この点を措くとしても、個人住民税の所得割の課税標準は、所得税に係る総所得金額

等に連動して算定されるものである（地方税法３２条１項、３１３条１項、３１５条、

４１条）が、所得税の更正処分が判決で取り消され、個人住民税の納付義務が減額され

るのは、地方税法の各規定に基づき、市町村長の減額の変更決定が行われて初めて実現

するものである（同法３２１条の２第１項、４１条）ことに加え、前記のとおり、個人

住民税に係る賦課決定処分についても、所得税の更正処分に対するそれと同様に不服申

立てができ、当然に処分の取消しの訴えを提起できること（同法１９条の１１、行訴法

９条１項）にも照らすと、所得税の更正処分が判決で取り消されることにより個人住民

税の納税義務が減額される場合、その利益は、同処分の取消しの法的効果として生じる

ものではなく、同処分が取り消される結果として生じる事実上の利益にすぎないもので

あり、行訴法９条所定の法律上の利益に該当しない。 

(キ) 原告は、平成４年分更正処分及び平成５年分更正処分において事業所得の金額に加算

された金額の一部が過少申告加算税の対象であるべきこと及び国税通則法７０条の更正

の期間制限に関する規定を根拠として、平成４年分更正処分及び平成５年分更正処分にお

いて重加算税の対象とされたものに係る部分が取り消されるか過少申告加算税の対象と

されれば、課税されないことになるから、平成６年分から同９年分までにおいて重加算税

の対象とされたものについて、その更正処分の取消し又は重加算税の対象となるか否かの

判断を求める必要がある旨主張する。 

 しかし、平成４年分更正処分及び平成５年分更正処分において偽りその他不正の行為に

よるものとされた部分に係る国税通則法７０条５項の適用の可否や上記各更正処分の適

否を判断するに当たっては、上記各更正処分そのものの適法性を判断すれば足りるのであ

り、平成４年分更正処分及び平成５年分更正処分の適否の判断ができないなどというもの

でないことは明らかである。 

(ク) 原告は、訴訟中における被告の行為により訴えの利益がないとして訴えが却下され、

訴訟費用が原告の負担となることは、原告にとって不利益であるから、本件本案前対象各
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処分の取消しを求める各訴えには訴えの利益があると主張するが、原告が主張する上記不

利益、すなわち訴訟費用が原告負担とならない旨の利益は、本件本案前対象各処分によっ

て侵害された利益ではなく、原告による本件訴訟の提起の存在を前提とすることによって

初めて観念し得るものであり、同各処分を取り消すことによって同各処分で侵害された利

益を回復するという関係には立たないものであるから、かかる利益をもって訴えの利益を

有するとの原告の主張は失当である。また、訴訟費用は、裁判所の職権による裁判でその

負担が決するものであるから、原告の上記主張は、却下判決によって本件訴訟に係る訴訟

費用が当然に原告負担となることを前提とする点において失当である。のみならず、本件

訴訟において却下判決がされ、その結果として訴訟費用が原告負担となったとしても、そ

のような不利益は事実上の不利益にすぎない。 

(ケ) 原告は、本件納税義務消滅対象各処分に係る納税義務が消滅したとしても、国税通則

法１２３条１項及び国税通則法施行令４１条１項５号所定の滞納処分を受けたことがな

い旨の納税証明書（以下「納税証明書（その４）」という。）の交付を受けることはできな

いが、本件訴訟において更正処分が取り消される場合には、納税証明書（その４）の交付

を受けることができるとして、本件本案前対象各処分の取消しを求める各訴えには訴えの

利益がある旨主張する。 

 しかし、納税証明書（その４）の交付を受けることができる旨の利益は、本件本案前対

象各処分によって侵害された利益ではなく、原告による同各処分に係る税金の滞納及び当

該滞納税金に係る滞納処分の存在を前提にすることによって初めて観念し得るものであ

り、本件本案前対象各処分を取り消すことによって、同各処分で侵害された利益を回復す

るという関係には立たないものであから、そのような利益をもって訴えの利益を有すると

の原告の主張は失当である。また、原告は、本件訴訟において本件本案前対象各処分が取

り消されるか否かにかかわらず、納税証明書（その４）の交付を受けることができないこ

とに変わりはない。 

（原告の主張） 

(ア) 被告は、更正処分は納税義務の内容を確定する行為であることを前提に、本件執行停

止から３年が経過して本件納税義務消滅対象各処分に係る滞納国税が消滅したことによ

り、当該処分の法的効果も消滅することになるから、本件本案前対象各処分の訴えの利益

が消滅すると主張する。 

 しかし、更正処分により確定される「納税義務の内容」とは、単に納税額のみをいうも

のではなく、課税標準等を含むものであり、このことは、本件においても、平成７年分更

正処分については、税額等は欠損であるために変更されておらず、課税標準のみが更正さ

れていることからも明らかである。しかし、被告の主張によっても、納税義務の消滅によ

って課税標準が変更されることはないというのであるから（このことは、原告が平成９年

分更正処分について一部訴えの利益を認めていることからも明らかである。）、納税義務の

消滅によって更正処分の法的効果が消滅するということはない。 

(イ) また、平成６年分から同９年分までの各更正処分については、次のとおりの理由によ

り、訴えの利益がある。 

ａ 平成６年分 

 原告が取消しを求めている増額更正及び減額更正の金額がすべて認められると総所



10 

得金額が減少するから、還付すべき税額が生じる。 

ｂ 平成７年分 

 原告が取消しを求めている増額更正の金額が認められると純損失の額が増加するか

ら、平成８年分の長期譲渡所得から控除する額が増加し、その結果、同８年分の還付金

額が増加する。 

ｃ 平成８年分 

 原告が取消しを求めている増額更正の金額がすべて認められると、総所得金額が減少

することとなり、その結果、還付すべき税額が生じるとともに、前年からの繰越金額を

控除した長期譲渡所得の金額の減少に伴い、それに対応する税額も減少して、当該減少

額が還付すべき税額となる。 

ｄ 平成９年分 

 被告は、平成９年分更正処分の取消しを求める訴えについては、その一部についての

み訴えの利益が消滅したと主張しているが、原告が取消しを求めているのは、本案の争

点⑩及び同⑪に関するものであるから、被告の上記主張は、これらの一方又は双方のう

ち、一部についてのみ訴えの利益がないとするものとなり、不可解といわざるを得ない。

そもそも訴えの利益がないためにその却下を求めるということは、実質審理を行って判

決を得たとしても原告に利益がないために実質審理を行う必要がないということのは

ずであるのに、被告の主張によれば、１つの取引の一部の金額については審理を行わず、

残りの部分については審理を行うということになるが、結果としてはあくまで１つの取

引である以上全てについて審理を行うことと何ら変わりはないのであり、一部について

訴えの利益がないとして訴えの却下を求める意味はない。 

(ウ) さらに、個人が所得税について更正処分を受けた場合、それに付随して消費税及び個

人住民税についても更正処分等を受けるところ、所得税に係る更正処分が取り消され、課

税標準等が減額されると、消費税及び個人住民税も職権によって再更正等がされることに

なる。特に、個人住民税については、その賦課決定に対して異議申立てをしなくても、所

得税についての更正処分に対して異議申立てを行い、その結果として更正処分が取り消さ

れれば、その結果を受けて市区町村による賦課決定も取り消されることとなるのであり、

逆に、市区町村に対してのみ賦課決定の取消しを求めても、その決定の根拠となった所得

税についての更正処分が取り消されない限り、賦課決定が取り消されることはない。 

 したがって、原告についても、所得税に係る更正処分が取り消されれば、消費税につい

て再更正がされて納付済みの消費税が還付されるし、個人住民税についても納税義務を負

う金額が減額されることになるから、本件本案前対象各処分のすべてについて訴えの利益

がある。 

(エ) その他、以下のような理由においても、訴えの利益はあるというべきである。 

ａ 平成４年分更正処分及び平成５年分更正処分に係る項目のうち、為替差益、ＬＰＳ減

価償却費及びＬＰＳ第１１物件に係る経費の各一部については、重加算税の対象とされ

ているが、これらは本来過少申告加算税の対象であるところ、更正項目の中に重加算税

項目があると７年間遡って課税されることになるから、平成６年分から同９年分までの

各更正処分までにおいて重加算税項目とされたものについて、その更正処分を取り消す

か、又は重加算税の対象とならないと判断されれば、同４年分及び同５年分において課
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税されないこととなるのであるから、上記判断を求める必要がある。 

ｂ 訴訟提起の時点においては訴えの利益があったのに、訴訟の係属中に被告の執行停止

という行為により訴えの利益がなくなったとして訴えが却下され、訴訟費用が原告の負

担となることは、原告にとってかえって負担である。 

ｃ 更正処分が取り消されれば、納税証明書（その４）の交付を受けることができ、借入

れ等が可能となるのに、訴えが却下された場合には、納税証明書（その４）の交付を受

けることができないことになる。 

(2) 本案の争点について 

ア 争点①から⑪までの前提となる原告と原告の関連法人の関係等と所得税法上の収入の帰

属について 

（原告の主張） 

 被告は、個別争点①から⑪までの収入の帰属主体を原告であると認定しているが、平成４

年から同９年までの間の原告、Ｂ、Ｃ及びＤの事業実体とその相互関係は以下のとおりであ

った。 

(ア) Ｂ 

 Ｂは、原告の勤務先のＲ会計事務所の所長である乙会計士らの出資により、昭和５８年

８月に相続税対策や株式対策のコンサルティングを業務とする会社として、名古屋市にお

いて設立されたものであり、乙会計士が東京都内で経営していた株式会社Ｂの子会社ある

いは乙会計士のグループ会社として設立されたものである。Ｂにおいては、乙会計士と原

告が共同代表取締役となっていたが、平成６年１０月以降の出資比率も、乙会計士関係が

６０パーセントを占め、役員構成も原告以外は乙会計士の関係者であった。 

 Ｂは、その負担において事務所を構え、また、従業者として多いときには合計１５名程

度の公認会計士、税理士及び事務員を雇用して業務を行い、売上高は１億円以上に上って

いた。 

(イ) Ｃ 

 Ｃは、Ｂの業務が拡大し、東京地区のコンサルティング業務に関連する顧客も増えたこ

とから、これに対応するべく、原告が、乙会計士の了解を得た上で、いわば乙会計士のグ

ループ会社として、昭和６３年１２月に東京都港区内で設立した会社である。 

 Ｃは、その負担において事務所を構え、４名程度の従業者を雇用し、Ｂと同様の業務を

行い、売上高は１０００万円以上に上っていた。 

(ウ) Ｄ 

 Ｄは、原告がその株式を第三者から取得したものであるが、その理由は、ＢとＣの収益

のうち、単発的なコンサルティング業務を行った案件の収入をＤの収益として計上するこ

とにより、ＢとＣのメンバーに将来分配する収益を確保するとともに、その資金を運用し

て更なる収益を獲得し、また、営業上必要となる銀行からの損失補填等の要求に応じるた

めの資金の拠出元とするためである。すなわち、原告がＤの株式を取得するに当たっては、

Ｂ及びＣのメンバーとの間で合意をし、乙会計士の了解も得ていたものである。 

 Ｄには、実質的な事務所はなく、従業者も雇用しておらず、事務経費の支払もほとんど

なかつた。 

(エ) Ｓ 
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 原告は、Ｂの設立とともにその代表取締役に就任したが、そのコンサルティング業務と

の関連で顧客から税務申告を頼まれることも予想されたことから、上記設立と時を同じく

して、乙会計士の指示に基づき、名古屋税理士会に税理士としての登録をするとともに、

Ｓの屋号を掲げた。 

 そして、Ｂ及びＣの顧客から税務申告を依頼されたときには、Ｓの扱いとするが、実際

には、ＢやＣに所属する税理士が上記依頼に係る業務を行っていた。 

 Ｓの登録上の事務所はＢの事務所所在地となっていて、固有の事務所は構えておらず、

従業者も全く雇用していなかったほか、電話も設置していなかった。したがって、Ｓに係

る家賃や電話代等の事業経費の支出はなく、税務申告業務による売上げから、Ｂ又はＣに

対し、それぞれの所属の税理士などに業務を行わせていることによる負担金を支払ってい

たにすぎない。 

 なお、東京地区のＣの税務申告の依頼については、Ｃの共同経営者であったＴ公認会計

士兼税理士がＣの事務所を所在地として設立したＴ会計事務所の名目で、Ｃ所属の税理士

が扱っていた。 

(オ) Ｂ、Ｃ、Ｄ及びＳ等の相互関係等 

 Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｓ及びＴ会計事務所は、乙会計士関連会社のグループ（以下「乙グループ」

という。）に包含される１つのグループ（以下「Ｂ・Ｃグループ」という。）を形成し、乙

グループの方針や了解の下に、Ｂ又はＣが窓口となって業務を行うとともに、売上げにつ

いては、その内容に応じて、継続的なコンサルティング業務であればＢ又はＣに、単発的

なコンサルティング業務であれば、Ｄに税務申告業務であればＳ又はＴ会計事務所に振り

分けていた。また、Ｂ・Ｃグループに属するＳを離れて原告個人で行っていた業務は一切

なかった。 

 Ｂ・Ｃグループにおける賞与額は原告が決定し、原告の年収は乙会計士が決定すること

となっていた。 

 また、原告は、Ｂ、Ｃ及びＤの役員となっていたから、Ｓとしてコンサルティング業務

を行うことは、競業避止義務に違反することになるためできなかった。 

 なお、原告が名古屋国税局から査察を受けた後には、原告は、乙グループから事実上解

雇された上、Ｂ、Ｃ及びＤの引取りを求められたが、Ｂ、Ｃ、Ｄ及びＳの顧客と資産につ

いては、Ｂ所属の税理士が乙会計士の指示で開設したＵ会計事務所及びＴ公認会計士側に

譲渡された。 

(カ) 収入の帰属等について 

ａ 以上のとおりの関係から、Ｄ名義での取引に係る収入については、Ｄに帰属するもの

として確定申告を行ったのであるが、被告は、Ｄに事業実体がないとしてその帰属を否

認するとともに、Ｓには事業実体があるとして、Ｓへの帰属を認定している。しかしな

がら、仮にＤに事業実体がないというのであれば、前記(ウ)及び(エ)のとおりのＤとＳ

の実情に照らすと、Ｓは、Ｄ以上に事業実体がないことになる。 

 また、Ｓの目的は税理士業であり、本件で問題となっている各取引に係る収入は、Ｓ

の収入と考えるよりＤの収入と考える方がはるかに合理的である。 

 さらに、上記各取引の業務を行った者は、すべてＢ又はＣの社員であり、関連経費は

すべてＢ又はＣから支出されていること、前記(オ)のとおりのＢ・Ｃグループの相互関
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係などからすると、上記各取引に係る各収入が仮にＤに帰属するものでないとすれば、

それはＢ又はＣに帰属するものと認められるべきであって、その点からもＳに帰属する

ことはあり得ない。 

ｂ なお、被告が原告に収入が帰属することの主張の根拠として掲げる事項は、次のとお

り、いずれも不自然又は不合理である。 

(a) 取引の相手方が公認会計士である原告と取引をしたと認識していることについて 

 所得税法において採られている実質所得者課税の原則においては、仮に契約があっ

たとしても、その契約上の事業体を収益の帰属者とはせずに、真の法律上の帰属者に

収益を帰属させるのであるから、契約書もなく一方の取引の相手方が認めたというだ

けでは当然収益を認定することはできない。 

 また、原告は、税務調査がされた時点からＢ、Ｃ及びＤの代表取締役であり、Ｓの

代表者でもあって、名刺にも「（株）Ｃ 代表取締役・公認会計士 甲」と記載して

いたから、相手方としては、公認会計士の甲と取引したと認識したとしても、それが

直ちにＳとの取引を認識していたか疑問であるし、例えば、Ｆの代表者であるＶは、

原告との打合せのために数回Ｃの事務所を訪問し、原告が不在のときもＣの社員との

打合せのためにＣを訪問しているのであって、そのようなＶが、名古屋にあり、事務

所も電話もない上、依頼した目的とは異なる税務申告のみを行っているＳに会社売却

のコンサルティングを依頼したと考えるのは、極めて不自然かつ不合理である。 

(b) Ｄの通帳管理について 

 原告は、Ｄの代表取締役であるから、原告がＤの通帳を管理していることは当然の

ことであり、そのことが関係各収入がＳに帰属する理由にはなり得ない。なお、Ｂ、

Ｃ、Ｄ及びＳの通帳はすべて原告の管理下にあったが、Ｄ及びＳは事務所もなく社員

もいないので、Ｂにおいて管理されていた。 

ｃ なお、実質所得者課税の原則には、法律的帰属説と経済的帰属説があるが、これらの

うち、法律的帰属説によるというのが通説かつ判例であるのに、被告は経済的帰属説に

より判断を行っており、不合理である。 

 被告は、Ｂ又はＣに対して費用弁償がされているので、両社は費用を負担していない

などと主張するが、法律的帰属説の下において本質的に費用を負担し、出捐行為を行っ

たのかを判定するに際し、グループ会社間の費用弁償は出捐とは考えていないのであり、

逆に、Ｓにおいて人件費や事務所経費を支出したことはないのであるから、実質的出捐

はＢ又はＣがしているというべきである。 

ｄ さらに、被告は、本案の争点⑦から⑫までに係る収入が原告に帰属する理由として、

原告には貸付債権があり、したがって、原告には経済的利益があることを挙げているが、

このことは、本件執行停止が貸付債権の不存在を前提としていることと整合しない。 

（被告の主張） 

 争点①から⑪までに係る収入は、後記イからシまでの被告の主張のとおり、原告に帰属す

るものである。 

 ところで、原告は、上記各収入がＤに帰属しないとしても、Ｂ又はＣに帰属する旨の予備

的主張をし、当該主張は、原告陳述書（甲４）における原告自身の陳述に依拠するものであ

るところ、上記陳述書には信用性がない。また、Ｒ会計事務所とＢ及びＳとの関係を立証す
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るものとして提出されたＷの陳述書（甲３）及びＸの陳述書（甲６）も、原告の上記予備的

主張を直接的にも間接的にも立証するものではない。さらに、争点①から⑪までに係る各取

引の相手方当事者の各供述を精査しても、取引の相手方をＢ又はＣと認識している旨の供述

は全く見当たらず、他にこれを客観的に裏付ける証拠はない。したがって、原告の上記予備

的主張は、客観的な裏付けを欠くものである。 

 また、後記ウの被告の主張のとおり、原告は、Ｆ案件に係る業務委託の対価をＣに支払っ

ているほか、本件各係争年分においてＢ及びＣに対する支払手数料等を計上していることを

考慮すると、仮に争点①から⑪までに係る各取引において、その業務をＢ又はＣ所属の社員

が行い、その経費をＢ又はＣが支出し、Ｂ又はＣの事務所等が使用されていたなどの事実が

認められるようなことがあったとしても、これらのことは、上記各取引に係る各収入を得る

原告が、Ｂ又はＣに対して上記各取引に係る業務を委託したことにより生じ得るものと解さ

れるのであって、これらのことをもってＢ又はＣに上記各収入が帰属するなどとは、到底い

えない。 

イ 争点①（ＥからのＬＰＳ紹介手数料の帰属）について 

（被告の主張） 

 関係各証拠によれば、①Ｅの代表取締役であるＺは、アメリカ合衆国連邦政府及び州政府

から支給される医療費により運営されていたナーシングホーム（療養院）に対する投資方法

である、米国パートナーシップ法に基づくパートナーシップへの投資は、商品価値があり、

Ｅの事業としてその出資者を募集することにはメリットがあると考え、取引銀行であるＹ銀

行に専門家の紹介を依頼したところ、顧客の税務相談にも積極的に関与する公認会計士とし

て原告を紹介されたこと、②Ｚからの相談を受けた原告は、パートナーシップがナーシング

ホーム自体を所有する形態を採れば顧客に案内できるとして興味を示し、顧客に勧めるには、

年間１０パーセントのキャッシュフローの保証が必要であるとの要望を行ったこと、③Ｚは、

パートナーシップについて対外的な行為を行っている法人であるａの役員と相談した結果、

ａ側が、今後はパートナーシップが株式を保有する形ではなく、ナーシングホーム自体を所

有する形態で構成すること及び原告がＺに紹介した顧客については、年間１２パーセント以

上のキャッシュフローを生み出すことができるよう 大限努力することを約束したことか

ら、Ｚは、原告に対し、原告が出資者をＥに紹介してくれた場合には、Ｅがａ側から受け取

る紹介手数料３パーセント前後のうち半分を支給する契約を結び、原告から顧客の紹介を受

けるようになったこと、④紹介手数料については、取引当初は、３パーセントがＥの口座に

振り込まれ、これをＥと原告とで折半していたが、その後１．５パーセントずつを、Ｅ及び

原告の口座にそれぞれ振り込んでもらうようになったこと、⑤原告の振込口座は、原則とし

てＺを通じて連絡しており、その中には、原告名義口座以外の口座もあったが、Ｚとしては、

原告から指定された口座を連絡したまでであったこと、⑥原告がＥに紹介した物件の手数料

は、平成４年には、Ｙ銀行名古屋支店のｂ株式会社（原告が㋗に赤字会社として売却した法

人であり、原告が同社の預金口座を管理していた。以下「ｂ社」という。）名義の普通預金

口座に、同５年には、Ｙ銀行名古屋駅前支店のＤ名義の普通預金口座に、同６年及び同７年

には、Ｙ銀行名古屋駅前支店の原告名義の外貨預金口座にそれぞれ振り込まれたことが認め

られるのであるから、上記手数料が原告個人の業務に対する報酬であることは明らかである。

なお、上記⑤の事情に照らせば、ＬＰＳ紹介手数料が、原告名義以外の口座（例えばＤの口
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座）に送金されていたことをもって、当該ＬＰＳ紹介手数料がＤ等に帰属することにはなら

ない。 

（原告の主張） 

 ＺからのＬＰＳについての顧客紹介の依頼は、原告個人に対するものではなく、Ｄを含む

Ｂ・Ｃグループの代表者である原告に対するものであった。そこで、原告は、上記依頼につ

いてはＤとして引き受けることとしたが、実際の業務は、Ｂ所属の会計士及び税理士が行っ

ており、その出張費用等の関係経費や国内での販売経費はＢが支出しているし、上記会計士

及び税理士に対しては、ＬＰＳ関係業務に関する業績を加味した賞与が支給されている。 

 そして、ＬＰＳ紹介手数料を含むＬＰＳ関係業務に関する収入は、ＤからＥに対して請求

したものが、Ｄ又はその関連のｂ社名義の普通預金口座に振り込まれている。 

 なお、ＬＰＳ紹介手数料の一部が原告名義の外貨預金口座に振り込まれているが、これは、

Ｄには外貨預金口座がなかったことから、便宜上振り込ませたものであり、それについては、

原告とＤとの間の貸借として経理処理を行った。 

 以上のとおり、ＬＰＳについては、ＤとＢの関与はあるが、Ｓ、すなわち原告個人の業務

としての関与はない。 

 したがって、ＬＰＳ紹介手数料については、Ｄに帰属するものであり、そうでないとして

もＢに帰属するものである。 

 これに対し、被告は、取引の相手方が原告と取引したと認識していることを原告に帰属す

ることの根拠としているが、相手方がＢ、Ｃ及びＤの代表者としての原告と取引をしたのか、

Ｓの代表者としての原告と取引をしたのかについて、その主張内容又は根拠が不明確である

こと、並びに実質所得課税の原則においては、法律的帰属説により収益の帰属を判定するの

であるから、その意味において相手方の認識は収益の帰属の判定基準とはならないこと等か

ら、相手方の認識は、収益の帰属の根拠とはならない。 

ウ 争点②（Ｆの出資持分の売買に伴うコンサルティング報酬の帰属）について 

（被告の主張） 

(ア) 関係各証拠によれば、①Ｆの元代表者Ｖは、平成３年頃、将来の遺産分割でＦの出資

持分の分割をめぐって子供達の間でトラブルが生じないように生前贈与してしまおうと

考え、当時の取引銀行であったＹ銀行に税理士の紹介を依頼したところ、原告を紹介され、

Ｖは、原告に出資持分の生前贈与に係る贈与税の税額計算及び申告手続を依頼したこと、

②平成４年３月頃、Ｖは、Ｙ銀行矢口支店の支店長から、Ｆの出資持分全部を有償譲渡し

ないかとの提案を受け、Ｆの資産及び負債の調査をＹ銀行から派遣されてきた原告に依頼

したこと、③Ｆの社員と株式会社ⓕとの間で、原告が作成した出資持分評価計算書による

一口当たりの評価額１５万９２６０円に基づき、Ｆの出資持分全部を売買する旨の契約が

締結されたこと、④上記③の契約の手数料について、Ｖは、同契約に関与した弁護士及び

原告に対する報酬も含めてＹ銀行に支払うこととし、原告に対する報酬の金額及び支払方

法はＹ銀行に任せていたこと、⑤実際に「Ｖホカ」という振込人名義により、Ｄ名義の普

通預金口座に２億５１７２万円余りが振り込まれたこと、⑥Ｖは、Ｄという会社の口座に

金を振り込んだ事実はなく、なぜこのような名前も知らない会社に報酬が支払われたかに

ついては関知していない旨供述していることが認められ、これらの事実に照らせば、Ｆの

出資持分の売買に伴うコンサルティング報酬は、Ｄではなく原告個人に対する手数料とし
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て支払われたものと認められ、当該手数料収入は、Ｄに帰属するものではなく、原告の平

成４年分の収入であることが明らかである。 

(イ) この点に関する原告の主張は、信用できるＶの供述と食い違うもので、信用できない。 

(ウ) なお、Ｆの出資持分の売主であるＶ側の担当者としてＣの従業員であったｅ税理士が

業務に携わっているが、その供述内容によれば、原告は、Ｆ案件において、Ｄ名義を使用

してはいるものの、Ｖらから２億５１７２万５８１３円の報酬を受領した後、Ｃの従業員

であるｅ税理士が行った業務の対価、すなわちＣに対する業務委託の対価として１１００

万円の手数料を支払ったことが認められるのであるから、かかる業務をｅ税理士が行って

いることをもってしても、Ｆ案件に係る報酬がＣに帰属するといえないことは明らかであ

る。また、仮に、Ｆ案件に関して、Ｃにおいて経費が支出されているとか、Ｃの事務所で

打合せが行われたなどの事実が認められるとしても、上記のとおりＣは原告から業務委託

を受けていることからすると何ら不自然なことではなく、むしろそれらの事実は、Ｃが原

告から業務の委託を受けていたことの証左ともいえる。 

 したがって、Ｆ案件に係る報酬がＣに帰属するとは認められない。 

（原告の主張） 

 Ｆの売却については、Ｃに対し、株式会社ｆ（以下「ｆ」という。）から情報提供があり、

ＣがＹ銀行に連絡したところ、同銀行の業務部長が買手を探してくれることとなり、その結

果、同業務部長からＣに㋑株式会社の購入希望が伝えられた。そして、ｆ関係者、Ｙ銀行関

係者及びＣ代表者としての原告とで事前の打ち合わせを行った結果、当該案件の報酬は、

Ｂ・Ｃグループとして、同グループのうちのＤから請求すること、Ｄがｆに対して情報提供

手数料を支払うこと、銀行側は手数料を得られない代わりとして、関係資金について預金協

力を得ることなどを合意した。 

 その後、上記三者にＶを加えて話合いをした結果、Ｖにおいても、関係コンサルティング

業務は、Ｄにおいて引き受け、したがって、同業務についての報酬はＤから請求することを

了解したが、それ以後のＶとの打合せは、Ｃの事務所において、原告とＣ所属のｅ税理士が

加わって行われた。その際、原告は、Ｖに対し、Ｃの代表取締役で公認会計士であるとして

自己紹介しており、Ｖに対して、原告個人あるいはＳとして対応したことはない。 

 そして、上記売却に伴う報酬については、原告が、Ｖに対し、Ｄ名義の普通預金口座への

振込みを指示し、同人においても、何らの異議なく上記指示に従った振込みを行った。そこ

で、原告が、Ｙ銀行に対し、預金協力の方法について問い合わせたところ、個人預金残高を

増やしたいとの希望があったことから、原告において、Ｄ名義の上記普通預金口座の資金か

ら、原告のＤに対する貸付けの返済を受け、これを個人名義で定期預金とした。 

 以上のとおりの事実経過に照らせば、Ｆの売却に関する業務については、Ｄ、Ｃ及びｄ税

理士事務所の関与はあるが、Ｓ、すなわち原告個人の業務としての関与はなかった。したが

って、Ｆの出資持分の売却に関する報酬は、Ｄに帰属するものであり、そうでないとしても、

Ｃに帰属するものである。この点に関し、被告は、原告からＣに対する業務委託があった旨

の主張をするが、業務委託があったことはＶには明示されておらず、Ｖの認識としてもＣの

代表者としての原告と取引をし、その社員であるｅ税理士が原告の指示に基づき書類の作成

等を行っていると考えていたものである。Ｃに対する業務委託費が計上されているのは、業

務を行ったのはＣであるが、その収入がＤに帰属したので、その結果としてＤからＣに対し
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て費用弁償を行ったものを、会計処理の項目として業務委託費を用いたにすぎない。 

 被告が主張する相手方の認識が収益の帰属の根拠とならないことは、前記イの原告の主張

のとおりである。 

エ 争点③（Ｇからの受取利息収入の帰属）について 

（被告の主張） 

(ア) 関係各証拠によれば、①Ｇは、平成６年３月期の自己の納税額をなるべく低額にする

目的で、ＬＰＳに係る出資持分を購入することとしたが、当該購入資金の調達ができなか

ったことから、ｇ株式会社（以下「ｇ」という。）の取締役であるｈ（以下「ｈ」という。）

において、原告に対し購入資金の調達を依頼したこと、②平成６年６月頃、原告から、Ｌ

ＰＳ第９物件の出資持分に係るＧとｉ（以下「ｉ」という。）との間の出資金売買契約書

と、ＧとＤとの間の金銭消費貸借契約書及び金銭消費貸借契約に基づく利息の請求書がＧ

へ送付されたこと、③ｈは、当該金銭消費貸借契約書に記載された貸主であるＤについて、

全く聞いたことはなく、どのような会社であるか知らなかった上、原告の指示により、（借

方）出資金１億０５９９万５２５０円、（貸方）借入金１億０５９９万５２５０円という

経理処理をしたものの、実際には、Ｄから金銭消費貸借契約に基づく資金の移動はなく、

Ｇはｉに対して売買代金の支払はしていないこと、④Ｇは、Ｄが当該出資金を上記出資金

売買契約書の売主となっていたＬＰＳ側のｉに対し送金したかどうかは全く確認してい

ないこと、⑤Ｇが出資したとするＬＰＳ第９物件の米国における所有権移転の手続は、平

成６年３月末時点で行われておらず、同物件の所有権は、同年９月３日付けでｊから原告

に変更されているものの、Ｇに変更されていないこと、⑥Ｄに対しては、上記金銭消費貸

借契約に基づき、支払利息として、Ｇが同年６月１６日に、Ｇを吸収合併したｇが同７年

６月２６日に、それぞれ５２９万９７１２円を支払ったことが認められる。 

 そうすると、当該支払利息は、実体のない架空の出資金売買契約に係る売買代金支払に

伴い生じたＧ又はｇの借入金債務に基づくものであるが、Ｇ又はｇからＤに対し実際に支

払われており、かつ、Ｄの従業員は、実質的には原告１人であり、かつ、商業登記簿の目

的欄には、不動産の賃貸、管理及び運営を始め損害保険代理業などが記載されているもの

の全く実体のない法人で、多額の繰越欠損金があるため、原告が脱税のために利用した法

人であると認められることから、当該支払利息の金額は、原告の平成６年分及び同７年分

の雑所得に係る収入金額に該当するものである。 

(イ) この点に関する原告の主張は、客観的な裏付けを欠くものであるのみならず、合理性

がなく、本件訴訟における原告の従前の主張及び原告に対する査察調査の際の原告の供述

と食い違う場当たり的なものである上、信用性の高いｊ及びｈの供述とも一致しないから、

信用性は認められず、失当である。 

（原告の主張） 

(ア) ＬＰＳ第９物件のＧに対する売却の経緯は、次のとおりである。 

 ｊは、投資利回りがよいということでＬＰＳ第９物件を購入したが、減価償却費が大き

く、申告所得額が減少することに不満を持ち、Ｂの社員に対し、これを売却したい旨を申

し出た。そこで、原告は、かねてから節税の相談があったＧにＬＰＳ第９物件を購入して

もらうことにしたが、Ｇは購入資金を工面することが困難であったことから、原告はｊと

話し合い、すぐに売買は実行するが、その代金はそのままいったんＧに対する貸付けとし、
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ＬＰＳ第９物件の名義はそのままにしてＧから利息を支払うことでｊの了解を得た。とこ

ろが、Ｇから、知らない第三者からの借入れは困る、原告の会社からの借入れにできない

かとの申出があったため、Ｄからの貸付けとした。 

 その後、原告は、ｊから上記資金の返済を催促されたところ、全額返済は不可能であっ

たため、取りあえず７割を返済し、残額については調達でき次第ということで了解を得て、

７割の返済を行った。そこで、原告は、上記７割の返済に係るＧに対する債権を担保する

ため、ＬＰＳ第９物件の名義を原告に変更した。 

 そして、Ｄにおける関係経理処理については、ＬＰＳ第９物件の名義がＧに変更されて

いないことを理由に否認されたため、ＤからＧに対し、上記借入金の利息は返還されてい

る。 

(イ) 以上のとおり、Ｄは、ＧにＬＰＳ第９物件を売却するとともに、Ｇに対してＬＰＳ第

９物件の代金相当額を貸し付けたことから、同貸付けにつき、ＤとＧとの間で消費貸借契

約を締結し、かつ、同消費貸借の担保として当該ＬＰＳの名義はＤのままとすることとし

た。このような経緯により、Ｇは、Ｄに対し、利息を支払っていたものである。 

 また、上記のＬＰＳ売却に関する業務については、Ｂの丙会計士が担当し、関係経費も

Ｂから支出されていた。 

 したがって、Ｇからの受取利息については、Ｄとしての関与はあるが、Ｓすなわち原告

個人の業務としての関与は全くない。そして、同利息は、ＤのＧに対する貸付金によるも

のであるから、そのことからも、これがＤに帰属することは明らかである。 

 また、仮にこれがＤに帰属しないとしても、Ｂに帰属するもので、いずれにしても原告

に帰属するものではない。 

 被告が主張する相手方の認識が収益の帰属の根拠とならないことは、前記イの原告の主

張のとおりである。 

(ウ) これに対し、被告は、ＬＰＳ第９物件に係る取引を架空取引であるとし、その根拠と

して、ｉに送金がされていないこと、名義変更が行われていないことを挙げる。 

 しかし、送金に関しては、既に送金済みの出資の売買であるから、送金されないのは当

たり前であり、根拠にならない。また、名義変更は、あくまで対抗要件を備えるためであ

り、名義変更がないからといって所有権の移転がないことにはならない。原告に名義変更

したのは、あくまで、７割の資金を負担したことにより、その債権を保全するためである。 

 したがって、当事者間では売買及び貸付けは有効に行われたものであると認識しており、

そのため、原告もｊも、ＬＰＳ第９物件の差益は認識しておらず、それに基づく確定申告

を行っている。 

 仮に、被告が主張するようにＬＰＳ第９物件に係る取引が架空のものであるとすると、

逆に事業実体のないＤにＬＰＳ第９物件に係る受取利息が帰属するとしても、何ら問題は

なくなるともいえ、むしろ法律関係が存在するＤにその帰属を認めることが自然ともいえ

る。 

 また、被告が主張するように、資金の調達を根拠に収入の帰属を考えるとすると、平成

６年４月から同年８月まではｊに、それ以降は７割が原告に、３割がｊに帰属しなければ

ならいところ、被告はそのような主張をしていない。 

 なお、仮に、被告が主張するようにＧとの取引が架空のもので、ＬＰＳ第９物件が原告



19 

に帰属するとしても、その必要経費のうち、減価償却費の計算（別表３参照）には誤りが

ある。 

オ 争点④（Ｈからの報酬の帰属）について 

（被告の主張） 

 Ｈの取締役副社長であるｋ（以下「ｋ」という。）及びＨの代表者であるｍ（以下「ｍ」

という。）の各供述の信用性は極めて高いところ、これらによれば、ｍ、ｋ及び原告は、Ｈ

がＤに対して架空の支払手数料を計上することによって、Ｈが法人税等を脱税することとし、

原告は、その脱税行為に協力する報酬として、当該各支払手数料の１割相当額の報酬を受領

することに合意したことが認められる。 

 そして、①Ｈが平成６年１２月７日にＤへ支払った１２００万円は、翌日、原告が１０８

０万円をＨ側にバックしていることが認められることから、差額の１２０万円は原告の平成

６年分の雑所得となること、②平成７年６月７日にＨからＤに支払われた３０００万円は、

原告から持ち込まれた２７００万円にＨ側が用意した３００万円を併せて送金されている

ことが認められることから、Ｈ側が原告への脱税の手数料として用意した当該３００万円は、

原告の平成７年分の雑所得となること、③平成８年５月２７日にＨがＤに支払った３３４万

円、及び同年９月１９日にＨからＤに支払った３０９０万円から翌日Ｈ側が原告の弟から回

収した２７００万円と差額３９０万円の合計７２４万円は、原告の平成８年分の雑所得に該

当すること、④平成９年９月１６日にＨがＤに支払った３１２万円は、Ｈの平成８年９月期

に計上した架空手数料２４７２万円（税込み）の１割の脱税協力金及び消費税相当額７２万

円の合計額であることが認められるところ、当該３１２万円は、原告がＨの脱税行為に起因

して得た収入であるから、原告の平成９年分の雑所得に該当することは、それぞれ明らかで

ある。 

 なお、上記①から④までの各報酬金額は、いずれもＤが受取人になっているものの、原告

がＨの脱税に協力したことによる報酬であり、かつ、前記エの被告の主張のとおり、Ｄには

実体がないことから、Ｄではなく原告に帰属することが明らかである。 

（原告の主張） 

 Ｄは、Ｈからコンサルティング業務を依頼され、同業務を行っていたものであり、同業務

は、Ｓの業務として行われたものではない。 

 Ｈのｍらにあっても、原告は、Ｂ・Ｃグループの代表者であること、Ｄは同グループに属

する一方、原告個人としてのＳは税務申告業務のみを行っているにすぎないことなどを認識

し、その上で、同報酬についての振込みは、Ｄ名義の預金口座に対して行っていたものであ

る。 

 また、Ｈ側は、自社についての脱税事件として調査された後、Ｈ関連報酬の返却を求め、

その結果、Ｈ側の依頼によって、Ｄとしての債務確認を行っており、そのことは、Ｈの関係

税務申告によっても明らかである。 

 そして、原告は、Ｈに関連する業務のため、１０回以上にわたってＨの事務所を訪問して

いるところ、その関連経費は、Ｂ又はＣから支出されている。また、Ｈに対して作成する報

告書は、Ｂにおいて作成されている。 

 さらに、Ｈの子会社である㋐においては、ＤとＳは、経理上区別されている。 

 以上のとおりであるから、Ｈに関連する報酬は、Ｄに帰属し、そうでないとしてもＢ又は



20 

Ｃに帰属するのであって、いずれにしても原告に帰属するものではない。 

 被告が主張する相手方の認識が収益の帰属の根拠とならないことは、前記イの原告の主張

のとおりである。 

 なお、被告は、Ｈに関連する報酬は、原告がＨの脱税に加担した報酬であると主張するが、

Ｈにおいては、先に脱税額とされた全額について修正申告に応じるとともに、その全額をＤ

に対する貸付金として計上し、その翌期においてＤに対して債権放棄をして実質的に損金算

入しており、課税庁もこれを認めているのであって、被告の主張と上記課税庁の扱いとは矛

盾している。 

カ 争点⑤（丙からのコンサルティング報酬の帰属）について 

（被告の主張） 

 関係証拠によれば、丙は、平成元年前後に知人の紹介で原告と知り合い、原告から税務に

関する様々なアドバイスを受けるようになっていたところ、平成７年６月頃、丙が営む山林

事業に関して税務調査を受けたことを契機として、そのころから同年１２月頃までの間に、

山林事業を中心とする丙の事業に関して、原告との間で、税務対策や個人の資産運用等のア

ドバイスを受ける内容のコンサルティング契約を結び、当該コンサルティングに係る報酬額

を１０３０万円とし、原告はこれをＤの収入として、平成７年１２月３１日付けで計上した

ことが認められる。 

 しかし、①Ｄには従業員はなく、商業登記上の事業の目的も、不動産の賃貸・管理・運営

を始め損害保険代理業などとなっており、原告が多額の欠損金を利用して脱税に利用してい

た実体のない法人である上、②ＥやＨといった他の顧客がコンサルティング等の役務提供取

引に係る報酬等の債務の相手方を原告と認識していたにもかかわらず、原告がＤ名義の預金

口座等へ金銭の振込みを指示していたこと、③ＧやＩとの関係において、原告が金銭消費貸

借契約書及び請求書の作成上、Ｄ名義を使用していたこと、及び④他の取引と異なって原告

及び丙が丙に係るコンサルティング報酬を名実ともにＤに帰属させなければならないよう

な特別の事情も認められないことなどを考慮すれば、原告は、自ら行った一連の取引におい

て、Ｄの名義を使用し、あたかも、Ｄの収入であるかのような事実を作出していたのである

から、上記コンサルティング契約に係る報酬が原告の平成７年分の事業所得の収入であるこ

とは明らかである。 

（原告の主張） 

 原告は、丙から、同人が所有する熊野地方の土地の開発事業及び榊の育成事業の進め方、

法人化の可否及び各事業の将来性についての調査と助言という内容のコンサルティング業

務を依頼されたことから、これをＤにおいて報酬１０３０万円で受託することとし、Ｄの代

表として丙との間で業務委託契約を締結し、その後、原告が現地に赴いて調査を行ったが、

資料の収集や分析等はＢの社員が行い、また、原告の出張費等の一切の経費は、Ｂから支出

された。 

 なお、上記各作業の結果、Ｄから丙に対してコンサルティング報酬を請求したが、丙の資

金繰りの都合で支払が延びているうちに、原告に対する税務調査が行われたことから、上記

報酬については、結局未払のままとなっている。 

 以上のとおり、上記報酬については、ＤとＢの関与はあるが、Ｓ、すなわち原告個人の業

務としての関与は全くない。 
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 したがって、上記報酬は、Ｄに帰属するものであり、そうでないとしても、Ｂに帰属する

ものである。 

 被告が主張する相手方の認識が収益の帰属の根拠とならないことは、前記イの原告の主張

のとおりである。 

キ 争点⑥（ＩからのＬＰＳ第３２物件に係る管理料収入の帰属）について 

（被告の主張） 

 自動車運送業を営むｎ株式会社（以下「ｎ」という。）の専務であったｐ（以下「ｐ」と

いう。）の供述は、具体的で信用性が認められるところ、同供述その他の証拠によれば、①

ｐは、ｎの代表取締役であったｑ（以下「ｑ」という。）の持株会社であるＩの経理にも関

与していたが、平成７年２月頃、銀行の紹介を受けて原告と知り合い、原告がＩ側に対し、

ＬＰＳ第３２物件への投資を勧誘したところ、ｐは、同物件に対する投資を行うことを決断

し、ｑの了解を得たこと、②その後、Ｉは、原告からの指示に従い、原告から指示された口

座に１９０万ドルを送金したこと、③ｐが原告に他の投資物件がないか尋ねたところ、平成

７年１０月頃になって、原告は、別のＬＰＳをＩが購入することができることになったこと、

及びこの物件の購入代金は、融資の形でもよい旨をｐに話したこと、④その後、ＤがＩに対

し平成７年４月３日付けで９２万２５００ドルを貸し付けたという金銭消費貸借契約書及

びＩが購入したとされるＬＰＳ第９物件に係る管理料の請求書が原告から送られてきたこ

と、⑤上記金銭消費貸借契約書に基づき、ＤからＩに対し、金利相当分として３５２万７５

６３円及び管理料としてＬＰＳ第３２物件につき４９５万９０００円、ＬＰＳ第９物件につ

き８０万２０００円の合計５７６万１０００円の合計９２８万８５６３円が請求されたこ

とから、Ｉは、平成７年１１月８日、依頼人をＩとしてＤ名義の普通預金口座に同額の振込

入金を行ったこと、⑥ＬＰＳ第９物件について所有権の変更手続は行われておらず、実際の

所有者は、平成７年当時、原告であったことが認められる。 

 上記事実関係からすると、Ｉは、ＬＰＳ第３２物件への投資に関して、Ｄから管理料とし

て４９５万９０００円を請求され、平成７年１１月に、同額をＤに支払っていることが認め

られるところ、Ｄは従業員もなく実体がない法人であるから、当該管理料は、原告の同７年

分の事業所得に係る収入金額となる。 

（原告の主張） 

(ア) 前記イの原告の主張のとおり、ＬＰＳについては、Ｄとして顧客に販売し、かつ、管

理や転売を引き受けていたところ、Ｉに対しても、そのようなＤの業務として、先にＤが

他社に対して売却したＬＰＳをＩに転売した。しかし、Ｉは、当該ＬＰＳの代金を支払え

なかったことから、ＤがＩに対して代金相当額を貸し付けるとともに、利息の趣旨も含め

て当該ＬＰＳの管理料を徴収することとし、一方、当該ＬＰＳのＩへの名義変更は留保し

た。 

 しかし、その後、Ｉは、税務調査の結果、当該売買が認められなかったことから、Ｄは、

Ｉに対し、損害金を支払った。 

 なお、Ｉに係るＬＰＳ管理料の内容は、海外との物件に関する打合せ、決算内容を日本

の基準に合わせて計算し直しこれを日本語に翻訳する作業及び物件に対する保証である

ところ、これらの業務を行っていたのはＢの社員であり、その費用もＢから支出されてい

る。 
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(イ) 以上のとおり、Ｉに係るＬＰＳ管理料については、Ｄ又はＢとしての関与はあるが、

Ｓ、すなわち原告個人の業務としての関与は全くないから、同管理料は、Ｄに帰属するも

のであり、そうでないとしてもＢに帰属する。被告が主張する相手方の認識が収益の帰属

の根拠とならないことは、前記イの原告の主張のとおりである。 

 なお、上記管理料は、上記のとおり、ＤのＩに対する貸付金の利息の趣旨を含んだもの

であるところ、前記エのＧからの受取利息と同様、利息部分はＤに帰属するというべきも

のである。 

 被告は、ＬＰＳ第９物件の管理料に関しては、Ｄの収入を否認せず認めており、一貫性

に欠ける。 

ク 争点⑦（Ｊの売却による収入の帰属及びその計上時期）について 

（被告の主張） 

(ア) 関係証拠によれば、①丁は、以前から自己の資産等について公認会計士及び税理士と

しての原告に相談していたところ、自己の相続税対策のために赤字法人の購入が必要であ

る旨の原告の勧めに従い、Ｊを６０００万円で購入し、その代金全額を原告が開設した同

社名義の口座に振込送金したこと、②当該代金は、原告が自ら開設した上記口座に入金さ

れた後、原告が自己の関係会社であるｒ株式会社に運転資金として貸し付け、あるいは、

原告所有に係る自動車の購入代金として費消されるなど、すべて原告個人が費用していた

ことが認められる。 

 これらの事実を総合すると、上記６０００万円は、丁が、自己の相続税対策として、赤

字会社であるＪを原告から購入する代金として原告個人に支払ったものと認められ、原告

に帰属するものというべきである。 

(イ) なお、Ｊは、企業としての実体がなく、繰越欠損金を抱える欠損会社で、純資産価額

はゼロであり、将来収益をもたらすような技術力、営業力なども何もない。原告は、この

ような点に着目して、将来の収益力もないＪを利用した税金対策スキームを提示し、丁に

対し、そのスキームに基づいた税負担軽減効果を期待させてＪの購入を勧めていたもので

ある。 

 他方、丁も、原告が提示した税金対策スキームを前提とし、その実現のための手段とし

てＪを買い取るのであって、原告が提示した税金対策スキームがなければ、Ｊに何らかの

価値を見出すことはあり得ず、Ｊを買い取ることはなかったことは明らかである。また、

赤字会社を取得するとはいえ、出資持分権を取得する必要があり、解散や減資払戻しをす

るためには、法形式上は、出資持分に認められた権利を行使することになるところ、当該

行為は、あくまで原告が提示した税金対策スキームの実現のために、その必要な限度で当

該権利を行使するにすぎない。丁は、原告にその税金対策スキームを任せきりにしており、

原告も、税金対策スキームの実現に必要な限度において、解散、減資払戻し等の手続がさ

れたとする書面を作成していたにすぎないことなどの経済的実質にかんがみれば、本件に

おいて税金対策の実現に不可欠の赤字会社であるＪを丁に取得させたことによって原告

に帰属することとなった利益は、Ｊの株式の譲渡それ自体によって生じたものではないこ

とは明らかである。 

 換言すれば、本件において原告が取得した利益は、Ｊの出資持分権の譲渡は伴っている

ものの、原告の考案した税金対策スキームに対して報酬が支払われる場合と同様に、当該
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スキームの実現に密接不可分の関係に立つＪの出資持分権譲渡を含む支配権の移転を理

由として原告に帰属したものと認めることができる。他方、丁は、原告の考案した税金ス

キームを前提として、その実現に密接不可分の関係に立つものとしてのＪの株式の取得を

含む支配権の移転を意図し、その対価としてＪの売買代金を原告に支払っているものと認

めるのが相当である。結局、Ｊを購入するということの実質的に意味するところは、資産

の譲渡によるものではなく、原告が公認会計士及び税理士としての専門家の知識、経験等

を基にした人的役務の提供を継続して行った事業の一環として得られてものと評価する

ことができる。 

 したがって、これが原告の平成６年分の事業所得に係る収入すべき金額に該当すること

は明らかである。 

(ウ) 原告の主張は、丁の供述に反するもので信用できず、失当である。 

（原告の主張） 

 原告は、丁から同人の相続人の相続税対策について相談を受けていたことから、平成６年

１月頃、原告が出資持分を保有する赤字会社のＪをその赤字額の１割である６０００万円で

売却すること及びその手数料については上記６０００万円に含まれることとすることを提

案し、丁の承諾を得た。その結果、丁は、同年２月１６日、Ｊの出資持分の代金及び相続税

対策実行の手数料として６０００万円をＪ名義の銀行預金口座に振り込む方法で支払い、そ

の後、丁への出資持分の譲渡及びＪの取締役の同人への変更に係る登記手続がされた。また、

Ｊにおいては、上記振込みに係る６０００万円については丁からの長期借入金、同金額の支

出については支払手数料として各経理処理し、その後、その旨の確定申告をしている。 

 ところが、原告は、丁の相続税対策として、Ｊに寄付を行うことを予定していたところ、

欠損会社に寄付等を行った場合、株主等に対して課税されるケースがあることが判明したこ

とから、当初の計画を変更し、新たに類似業種比準価額方式により株価を引き下げた上で贈

与を行う方法を採ることとした。ただし、この相続税対策を完了するまでには３年程度の期

間を要するものと判断されたことから、原告は、その旨を丁に説明し、同人においても、こ

れを了解した。 

 その後、原告は、丁に対し、Ｊに事業実体を伴わせるためのアドバイス等を行い、３年が

経過した平成１０年に相続税対策を実行しようとしていたところに、原告に係る税務調査が

入り、その実行は中断することとなった。そのため、原告は、その後、丁側から、上記提案

に係る相続税対策未了により、６０００万円の返還を請求されている。 

 なお、上記相続税対策については、Ｃ所属のｅ税理士が業務を担当し、打合せ等の際には

Ｃの事務所や電話が使われたほか、関係経費もＣから支出されている。 

 したがって、上記相続税対策に係る収入は、Ｄに帰属すべきものであり、仮にＤに帰属す

るものでないとしても、Ｃに帰属するものと認められるべきであって、Ｓ又は原告に帰属す

ることはあり得ない。なお、被告は経済的帰属説によっているが、法律的帰属説によるべき

である。 

 そして、上記収入は、相続税対策の実行、すなわち人的役務の提供の対価たる手数料収入

であるから、その収入の時期は、「その人的役務の提供を完了した日」（所得税法基本通達３

６－８(5)）であるところ、その役務の提供は完了していないから、その計上の時期を誤っ

ている。 
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ケ 争点⑧（Ｋの売却による収入の帰属及びその計上時期）について 

（被告の主張） 

(ア) 関係証拠によれば、①Ｋは、有価証券の投資及び運用等を目的とする会社であるが、

ｔ有限会社と共に不動産業を営むｘ株式会社（以下「ｘ」という。）のオーナーであった

ｔの相続税対策のために平成２年３月に設立された会社であるが、いわゆるバブル崩壊に

よる景気の悪化や地価の下落等の影響を受け、多額の損失を被ったこと、②上記相続税対

策の失敗による事後処理に苦慮していたｔらは、平成５年４月頃、Ｙ銀行新宿支店長から、

相続税対策に詳しい公認会計士兼税理士として原告を紹介され、同年６月頃から、事後処

理について助言を受けるなどしていたところ、原告は、同８年３月頃、ｘの代表取締役副

社長兼Ｋの代表取締役であったｙ（以下「ｙ」という。）に対し、Ｋの売却を持ちかけ、

多額の欠損金を持つＫが黒字会社を吸収合併すれば、黒字会社の利益を圧縮できるため、

法人税の節税に使える旨説明してＫを売却する承諾を得、同年５月頃、ｙにＫを１０００

万円で売却することを承諾させたこと、③他方で、原告は、平成８年５月頃、知人であり

貸金業を営む株式会社Ⓐ（以下「Ⓐ」という。）の代表取締役戊（以下「戊」という。）に

対し、Ｋを購入することを勧めて承諾させ、同社の売買契約を成立させたこと、④原告は、

平成８年６月２８日、戊に、Ｋの売買代金である２億３０００万円を原告が直前に開設し

たＫ名義の口座に振り込ませた上、そのうち１０００万円を約定どおりｘに支払うととも

に、残りの全額を原告個人の用に費消したことが認められる。 

 これらの事実を総合すると、原告個人が赤字会社であるＫを１０００万円で購入した上、

戊に対し、平成８年中に売却したというべきであるから、Ｋの売却収入は、原告に帰属す

るものである。 

 そして、前記クの被告の主張(イ)と同様の理由により、これが原告の平成８年分の事業

所得に係る収入すべき金額に該当することは明らかである。 

(イ) 原告の主張は、戊及びｙの供述に反するもので、信用できず失当である。 

（原告の主張） 

 原告は、平成５年頃から、ｔ及び同人の相続人ら（以下「Ⓑ一族」という。）から、他の

会計士が行った相続税対策の失敗による負債の整理等について相談を受け、所要の提案を行

うなどした結果、相続税対策として設立し、保有していたＫが不要の存在となった一方、原

告は、その頃、戊を紹介され、同人が節税対策及びⒶの店頭公開を望んでいることを知った

ことから、平成８年春頃、Ⓑ一族から、Ｋを１０００万円で売却することについての了解を

得た上、戊に対し、節税対策及びⒶの店頭公開に向けた増資策に利用できる会社として、Ｋ

の購入を勧めた。そして、戊は、これを承諾し、原告の提案した対策の実行の手数料を支払

う旨の意思を示したが、原告は、Ｋの売買価格を２億３０００万円とする一方、上記手数料

については、この２億３０００万円の中に含むものとすること、ただし、合併等に伴う諸費

用については、戊側の負担とすることを申し入れ、戊はこれを承諾した。その結果、原告は、

Ｋに１０００万円を貸し付け、これにより同会社のⒷ一族に対する未払金の支払としてⒷ一

族に１０００万円を支払うのと引き換えに、Ⓑ一族からＫの出資持分の贈与を受け、その後、

戊にＫ名義の口座に２億３０００万円を振り込ませる方法により支払を得て、Ｋの出資持分

を戊に売却した。その後、原告は、節税対策等として、営業譲渡に伴う貸金業許可の取得等

の手続を行っていたが、平成１０年に原告に対する税務調査が入り、上記手続は中断となっ
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た。そのため、原告は、戊から、上記対策未了により、２億３０００万円の返還を請求され

ている。 

 なお、上記のとおりのＫの出資持分の移動等については、Ｃ所属のｅ税理士が業務を担当

し、関係経費もＣから支出されている。 

 したがって、上記相続税対策に係る収入は、Ｄに帰属すべきものであり、仮にＤに帰属す

るものでないとしても、Ｃに帰属するものと認められるべきであって、Ｓ又は原告に帰属す

ることはあり得ない。なお、被告は経済的帰属説によっているが、法律的帰属説によるべき

である。 

 そして、上記収入は、相続税対策の実行、すなわち人的役務の提供の対価たる手数料収入

であるから、その収入の時期は、「その人的役務の提供を完了した日」（所得税法基本通達３

６－８(5)）であるところ、その役務の提供は完了していないから、その計上の時期を誤っ

ている。 

コ 争点⑨（Ｍの売却による収入の帰属及びその計上時期）について 

（被告の主張） 

 関係証拠によれば、①原告は、昭和６２年頃から、株式会社Ⓒ（以下「Ⓒ」という。）ほ

か関連する各会社（以下「Ⓒグループ」という。）並びにⒸグループのオーナー一族（以下

「Ⓓ一族」という。）の顧問として、Ⓒグループ及びⒹ一族の会計又は税務処理、資産管理

及び相続税対策等に関する相談を受けていたところ、平成７年１０月頃、Ⓓ一族のうち、Ｌ

ら（Ｌ（Ⓒグループ各社の代表取締役であったⒺ（以下「Ⓔ社長」という。）の叔父）、Ⓕ（Ⓔ

社長の叔父）、Ⓖ（Ⓔ社長の叔父であるⒽの妻）及びⒾ（ⒽとⒼの長男））からⒸ株式の売却

を前提とした将来の相続税対策について相談を受けたことから、同対策の一環として赤字会

社の購入を勧め、同人らに承諾させたこと、②原告が、平成８年３月、Ｌらに対し、購入す

る会社がＰであるかのように説明し、同月中旬、赤字会社の赤字額の１割に相当する購入代

金を指定した口座に振り込むよう連絡したところ、Ⓕ及びＬがそれぞれ２億０５００万円、

Ⓖが２億９６００万円（合計７億０６００万円）を、原告の指定したＭ名義の口座に振込入

金したこと、③上記口座に振り込まれた７億０６００万円については、原告が、３億円余り

を知人に対する貸付金等に充てるなど、ほとんどの金員を自己の用途に充てるために出金し

て費消したこと、④Ｌらが購入した赤字会社Ｍは、商号変更前は有限会社Ⓙ（以下「Ⓙ」と

いう。）であり、休眠会社となっていた同社は、原告が以前所属していた会計事務所の㋒を

通じて３０万円で取得し、商号を「有限会社Ｍ」（Ｍのこと）と変更した上で、Ｌらが希望

した「有限会社Ⓚ」に商号変更するとともに、Ｌらが取締役に就任し、Ｌが代表取締役に就

任する旨の登記手続をしたことが認められる。 

 これらの事実を総合すると、Ｌらが支払った７億０６００万円は、Ｍを購入する代金であ

り、その収入は原告に帰属する。そして、前記クの被告の主張(イ)と同様の理由により、こ

れが原告の平成８年分の事業所得に係る収入すべき金額になることは明らかである。 

（原告の主張） 

 原告は、平成７年１１月頃、Ｌらから、同人らの相続人の相続税対策について相談を受け

たのに対し、いわゆる赤字会社を利用した相続税対策を提案し、その提案実行に係る費用に

ついては、「Ｐの購入費用を含む同提案実行の手数料が７億０６００万円、各新会社設立の

ための実費が３００万円、関係事務手続等に関するＳへの手数料が３００万円」と説明した
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結果、Ⓓ一族は、上記提案及び上記費用について承諾した。 

 しかし、原告は、その後、ＮがＰを購入する意向を示したこと及びＰには債務がないため

に他の赤字会社を使った方がよいと判断したことから、ＰをⒹ一族に売却することを取りや

めることとし、その代替として、Ⓓ一族のために、他の赤字会社を探すなどすることとした。 

 そこで、原告は、乙グループの仲介により、既存会社として、乙グループの顧問先が所有

していたⒿを購入した。なお、原告は、売主がⒿの売買後速やかに社名の変更がされること

を希望していたことなどから、便宜上、Ⓙの商号を「有限会社Ｍ」と変更した（これが「Ｍ」

に相当する。）。 

 その後、原告は、ＭをⒹ一族に売却するとともに、Ⓓ一族に対し、同会社の出資持分の代

金及び将来の赤字会社購入費用を含んだ上での相続税対策実行の手数料として７億６００

万円の支払を請求し、Ⓓ一族は、平成８年３月、同額の金員をＭ名義の口座に振り込む方法

により支払った。 

 その後も、原告は、Ⓓ一族の相続税対策の実行を図っていたが、平成１０年に原告に対す

る税務調査が入り、上記対策の実行は中断となった。 

 なお、以上のとおりのⒹ一族の相続税対策の実行に係る業務については、Ｂ所属のⓁ公認

会計士が担当し、打合せ等の際にはＢの事務所や電話が使われたほか、関係経費もＢから支

出されている。 

 したがって、上記相続税対策に係る収入は、Ｄに帰属すべきものであり、仮にＤに帰属す

るものでないとしても、Ｂに帰属するものと認められるべきであって、Ｓ又は原告に帰属す

ることはあり得ない。なお、被告は経済的帰属説によっているが、法律的帰属説によるべき

である。 

 そして、上記収入は、相続税対策の実行、すなわち人的役務の提供の対価たる手数料収入

であるから、その収入の時期は、「その人的役務の提供を完了した日」（所得税法基本通達３

６－８(5)）であるところ、その役務の提供は完了していないから、その計上の時期を誤っ

ている。 

サ 争点⑩（Ｏ及びＰの売却による収入の帰属及びその計上時期）について 

（被告の主張） 

 関係証拠によれば、①原告は、昭和６２年頃からⒸグループ及びⒹ一族の顧問として、そ

の税務相談や相続対策等について相談に乗っていたこと、②原告は、Ⓔ社長及びＮの取締役

経理部長Ⓜ（以下「Ⓜ部長」という。）から、Ⓓ一族が保有するＮ株式を買い取るに当たっ

ての会計及び税務上の問題について相談を受けるや、再三にわたって、赤字会社の多額の欠

損金を利用し、純資産価格方式による当時のⒸ株式の価格を下げるスキームを提案していた

こと、③原告は、平成９年春頃、Ⓔ社長に対し、Ｏ及びＰという赤字会社を特定した上で、

これを早期に購入するように勧めるとともに、Ⓒ株式の価格を下げるスキームを提案したと

ころ、Ⓔ社長は、Ⓓ一族からもⒸ株式を買い取ってほしい旨の要望を受けていたこともあり、

同年５月頃、原告の提案どおり、赤字会社を買い取ることを決意し、その旨原告に伝えたこ

と、④Ⓜ部長は、Ⓔ社長の了解を得て、赤字会社の購入代金をＮが貸付金あるいは仮払金と

して出金することとし、Ｎは、同年７月１日、Ｎ名義の口座から、原告が指定したＯ名義の

預金口座に、２０億８３４５万１２００円を振込送金したこと、⑤原告は、平成９年７月１

日付けで、Ｏの商号を有限会社ⓟに、Ｐの商号を有限会社ⓠに変更するとともに、両会社の
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取締役にⒺ社長が就任した旨の登記手続をしたこと、⑥原告は、Ｏ名義の預金口座に振込入

金された２０億８３４５万１２００円を、原告個人がハワイのⓃホテルを購入するための代

金等として全額費消したこと、⑦他方、原告は、以前から、公認会計士及び税理士として、

株式会社Ⓞ（以下「Ⓞ」という。）のオーナーであったⓅから、Ｏ及びＰを含む関係会社の

整理を依頼されていたこともあり、Ｏ及びＰを売却することについては、両社の代表取締役

であったⓆ（なお、平成７年１１月には、原告が両社の代表取締役に就任した。）らの承諾

を得たⓄのⓇ監査役（以下「Ⓡ」という。）から、同８年１月頃、承諾を得ていたことが認

められる。 

 以上の事実を総合すると、原告は、Ⓠらの承諾を得た上で、赤字会社であるＯ及びＰを無

償で取得した上、Ｎにこれらを売却したものということができるから、前記クの被告の主張

(イ)と同様の理由も併せ考えると、その売却代金である２０億８３４５万１２００円が、原

告の平成９年分の事業所得に係る収入金額に当たることは明らかである。 

（原告の主張） 

 原告は、Ｎの代表取締役のⒺ社長から、Ⓓ一族からＮ及びⒸグループの会社の各株式の買

取り対策について相談を受けたことから、平成８年２月頃、Ⓔ社長に対し、上記対策として、

赤字会社を購入した上、当該赤字会社について第三者割当増資を行うなどの方法により、上

記各株式の株価を引き下げることなどを提案し、その了解を得た。 

 そこで、原告は、購入する赤字会社として、Ⓟの相続手続の終了等により不要となったＯ

及びＰの両会社を無償で取得した上で、両会社をⒺ社長に売却し、両会社の各出資持分の代

金を含んだ上での株式買取対策実行の手数料として２０億８３４５万１２００円を請求し、

同請求にかかる金員は、平成９年７月１日頃、ＮからＯ名義の口座に振り込まれる方法で支

払われた。Ｎにあっては、上記金員について、Ｏ等の有価証券としては計上せず、仮払金に

計上している。 

 しかし、平成１０年に原告に対する税務調査が入り、上記株式買取り対策の実行は中断と

なった。そのため、原告は、Ｎから、平成１９年３月１２日付け催告書により、「株式買取

対策を実現する役務の提供を約束していたにもかかわらず、同役務が提供されなかった」旨

の債務不履行に基づく損害賠償として２０億８３４５万１２００円の支払催告を受けてい

る。 

 なお、上記株式買取対策の実行に係る業務については、Ｂ所属のⓁ会計士が担当し、打合

せ等の際には、Ｂの事務所及び電話が使われたほか、関係経費もＢから支出されている。 

 したがって、上記相続税対策に係る収入は、Ｄに帰属すべきものであり、仮にＤに帰属す

るものでないとしても、Ｂに帰属するものと認められるべきであって、Ｓ又は原告に帰属す

ることはあり得ない。なお、被告は経済的帰属説によっているが、法律的帰属説によるべき

である。 

 そして、上記収入は、相続税対策の実行、すなわち人的役務の提供の対価たる手数料収入

であるから、その収入の時期は、「その人的役務の提供を完了した日」（所得税法基本通達３

６－８(5)）であるところ、その役務の提供は完了していないから、その計上の時期を誤っ

ている。 

シ 争点⑪（平成９年分のＱ一族から得た相続税の物納に係る手数料収入の帰属及びその計上

時期）について 



28 

（被告の主張） 

 関係証拠によれば、①原告は、公認会計士及び税理士として、以前から故Ⓟの遺産相続に

関する事務を任されていたところ、Ｑ一族から相続税の物納に係る税務処理を依頼されて故

Ⓟの相続財産である東京都品川区内にある不動産（ⓈとⓉの各建物と敷地）につき物納申請

を行ったところ、平成８年１１月、Ⓢの物納は許可されたが、Ⓣについては物納の必要性が

なくなり取り下げることになって、再度相続人間で協議することになったこと、②その際、

原告は、故Ⓟの相続人であるⓊ（養子）、Ⓠ（長女）及びⓋ（長男）が合計１１億円を出資

してⓌという新会社を設立するとともに、ⓌがⓍ（二男）及びⓎ（三女）の所有するⓉを１

０億５７４８万円で取得することなどを内容とするスキームを提案し、Ｑ一族はこれを了承

したこと、③原告は、上記スキームを実行する手数料として、Ｑ一族各人に対し、合計１億

１０００万円を請求したこと、④原告は、Ⓦの設立費用に含めて手数料など諸経費を振り込

むよう、Ⓤ、Ⓠ及びⓋに説明するとともに、その手数料１億１１００万円を含む合計代金１

２億１１００万円をⓌ名義の別段預金口座に振込入金させ、その後、同名義の普通預金口座

に入金したこと、⑤上記金員からⓍ及びⓎにⓉの売買代金として支払った１０億５７４８円

を除いた残額については、原告が知人の経営する会社に対する貸付金等として費消したこと

が認められる。 

 これらの事実を総合すると、公認会計士及び税理士であった原告が、Ｑ一族の相続税に係

る物納事務を請け負い、その際にⓌを利用した相続人間の手取額を調整するスキームを提案

して実行した上で、Ｑ一族から同スキームに係る当該物納手数料を受領したものであるから、

当該物納手数料収入が原告の平成９年分の事業所得に係る収入金額になることは明らかで

ある。 

（原告の主張） 

(ア) 原告は、平成７年１月１７日、Ｓの業務として、Ｑ一族の相続税申告及びビル２物件

による物納申請手続を行ったが、その報酬については、Ｑ一族に対し、同年１１月１日付

けで５０００万円を請求してその頃これを受領し、当該報酬については、同年の収入とし

て確定申告を行った。 

 ところが、相続税額が減額となり、その結果、物納については、上記２物件のうちの１

物件で足りることとなったことから、原告は、改めてＱ一族から相続税の減額及び物納が

不要となったビルの扱いに関連して、相続財産の手取額の調整を依頼された。 

 そこで、原告は、平成９年１月、上記依頼に基づく調整案として、相続税額の減額によ

り現金の手取額が多くなった相続人が、当該現金分１１億円を出資して新会社Ⓦを設立す

ること、物納が不要となったビルを相続した相続人は、上記出資額にほぼ相当する金額で

これをⓌに売却すること、Ⓦは、当該ビルを他の財団に寄付することを内容とする調整案

を提案し、Ｑ一族はこれを了解した。そして、原告は、上記調整案の実行についての手数

料を上記出資額の１割の１億１０００万円としたところ、Ｑ一族は、これを承諾した。 

 その後、原告とＱ一族との協議において、Ⓦは、上記調整案に係る役割を終えた段階で

速やかに清算することが決められたが、上記調整案は、Ⓦの設立関係費用を含めて出資金

額を決めていたものの、Ⓦの清算費用や会社の運営上必然的に発生する諸費用等のⓌ設立

後の諸経費（以下併せて「清算費用等」という。）は出資金額に含めていなかったため、

その旨原告がＱ一族に説明したところ、Ｑ一族は、清算費用等については、上記調整案の
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手数料に含めて支払うこととすることを求めた。 

 そこで、原告は、上記手数料の前払いとして、Ⓦの出資金を当初予定の１１億円に上記

手数料相当額の１億１０００万円を加えた１２億１０００万円とすることとした。 

 また、上記手数料は、Ｂ・Ｃグループの原則に従って、Ｄから請求すべきものであり、

通常、その場合には消費税は請求していなかったが、上記手数料については、その中から

清算費用等を支出せざるを得ないことから、その支出を考慮して、上記手数料に消費税分

を加算し、１億１１００万円と算出して請求することとし、Ｑ一族の承諾を得た。 

 しかし、平成１０年に原告に対する税務調査が入ったことから、Ⓦについては清算未了

のままとなったが、それまでの間の上記手数料１億１１００万円に関係する作業について

は、Ｂ所属のⓁ会計士が担当し、打合せ等の際にはＢの事務所及び電話が使われたほか、

関係経費は全てＢから支出されている。Ｑ一族に係る物納手数料とされているものは、上

記作業に係るものであり、これは、Ｄに帰属するか、そうでないとしてもＢに帰属するも

のと認められるべきものであっで、Ｓ又は原告に帰属することはあり得ない。なお、被告

は、収益の帰属について経済的帰属説によっているが、法律的帰属説によるべきである。 

(イ) また、上記調整案に係る収入の内容は、すなわち人的役務の提供の対価たる手数料収

入であるから、その収入の時期は、「その人的役務の提供を完了した日」（所得税法基本通

達３６－８(5)）であるところ、上記調整案に係る役務の契約上の内容は、Ⓦの設立から

Ⓦの清算手続（清算確定申告まで）に至るものであり、その役務の提供は完了していない

から、その計上の時期を誤っている。 

(ウ) さらに、上記手数料１億１１００万円には、清算費用等、すなわち、公告費用、法人

地方税均等割額、登記費用、司法書士費用及び各確定申告手数料等も含むものであり、そ

の金額は清算が終了しないと確定しないのであるから、手数料収入としての金額も確定し

ていない。 

ス 争点⑫（ＬＰＳ第５物件の建物の減価償却費及び平成６年分から同８年分までの同物件に

係る支払利息の認定の適法性）について 

（被告の主張） 

(ア) 原告は、平成２年１１月頃、Ⓩ（Ⓩ）及びⓐ（ⓐ）の２か所の施設から構成されるＬ

ＰＳ第５物件の持分を取得し、その後、平成４年分から同８年分までにおいて、同物件に

係る収支を事業損失として申告していた。 

 そして、原告は、ＬＰＳ第５物件に係る減価償却費について、各年分の必要経費として

計上していたところ、このうち、建物に係る減価償却費の計算において、その耐用年数及

び定額法に基づく償却率を、Ⓩについては、耐用年数３年、償却率０．３３３とし、ⓐに

ついては、耐用年数８年、償却率０．１２５としていた。 

 ところで、Ⓩ及びⓐの建物の構造は、れんが造であるところ、両施設は、減価償却資産

の耐用年数等に関する省令（ただし、平成１０年大蔵省令第５０号による改正前のもの。

以下「耐用年数省令」という。）の別表第１の「れんが造、石造又はブロック造のもの」

欄の「旅館用、ホテル用又は病院用のもの」欄に該当し、新規取得である場合には、減価

償却費の計算上、その耐用年数は４２年が適用される。 

 しかし、Ⓩが建築されたのは１９６９年８月、ⓐが建築されたのは１９７７年５月であ

るところ、原告が両施設を取得したのは、１９９０年（平成２年）１１月であるから、原
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告は中古物件を取得したことになる。そして、耐用年数省令３条１項は、事業の用に供し

た時以後の使用可能期間を耐用年数とすることができる旨規定しているところ、耐用年数

の適用等に関する取扱通達（以下「耐用年数通達」という。）１－５－２「中古資産の耐

用年数の見積りの簡便法」（平成１０年課法２－７による改正前のもの）は、残存耐用年

数を見積ることが困難である場合には、法定耐用年数の一部を経過したものについては、

その法定耐用年数から経過年数を控除した年数に経過年数の１００分の２０に相当する

年数を加算した年数を残存耐用年数とすることができるとしている。 

 そこで、上記方法により計算すると、両施設の残存耐用年数は、Ⓩが２４年、ⓐが３１

年となる。したがって、ＬＰＳ第５物件に係る減価償却費を計算するに当たっては、上記

各残存耐用年数を適用すべきである。 

 なお、乙５８号証の「不動産登記簿の内容」と題する各書面には、ＬＰＳ第５物件の構

造はいずれもれんが造りである旨記載されており、上記各書面の内容には信用性が認めら

れるから、ＬＰＳ第５物件建物の構造は、れんが造りであるというべきであり、乙５８号

証は被告の主張を裏付けるものではない旨の原告の主張は当たらない。原告は、平成３年

頃に現地に赴き、ＬＰＳ第５物件建物の柱は木造であり、壁の中にはれんがを入れてある

旨の説明を受けていることを根拠として、同建物は木造である旨主張するが、上記主張は、

客観的証拠により裏付けられたものとは認められない。 

(イ) 原告の平成６年分から同８年分までのＬＰＳ第５物件に係る正当な支払利息（利子割

引料）の額は、①上記各年分の同物件のアメリカ合衆国における損益計算書上、原告の出

資持分に係る支払利息として計上されている金額の円換算額及び②原告が同物件の出資

に当たってＹ銀行名古屋駅前支店から借り入れた外貨借入れに係る支払利息の円換算額

の合計額であり、この点については、当事者間に争いがない。 

 ところが、原告は、ＬＰＳ第５物件に係る必要経費となる支払利息には、Ｄに対する支

払利息もある旨主張するところ、原告は、ＬＰＳ第５物件に係る出資持分の取得に当たっ

て、平成２年１１月１５日にＹ銀行名古屋駅前支店から７０万ＵＳドルを借り入れ、同日、

その全額を同物件の持分取得に充てている。よって、同物件に係る原告の所得金額の計算

上必要経費に算入される金額には、上記借入金７０万ＵＳドルに係る上記②の支払利息の

金額も含まれることとなる。ところが、原告の主張するＤに対する支払利息については、

上記のとおり、ＬＰＳ第５物件の持分取得に際し、原告はＹ銀行名古屋駅前支店からの上

記借入金を充てているのであって、Ｄから借入れを行った事実はないから、同社に対する

支払利息が発生する余地はない。 

 加えて、Ｄの平成５年１１月１日から同６年１０月３１日までの事業年度、同６年１１

月１日から同７年１０月３１日までの事業年度及び同７年１１月１日から同８年１０月

３１日までの事業年度の法人税の各確定申告書によれば、同社の原告に対する貸付金はな

く、同社が原告から受取利息を受領したとする事実もない。 

 したがって、Ｄに対する支払利息が必要経費に算入される旨の原告の主張は、その前提

である同社からの借入金という事実がないから、失当である。 

（原告の主張） 

 原告は、平成３年頃に現地に赴き、ＬＰＳ第５物件建物の説明を受け、その柱は木造であ

り、壁には火事による類焼を防ぐため中にれんがを入れてあることを確認した。したがって、
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原告の碓定申告における木造であるとして行った残存耐用年数及びそれに基づく減価償却

費の計算に誤りはなく、被告のＬＰＳ第５物件の減価償却費に関する各更正処分は違法であ

る。 

 被告が認定の根拠とした登記簿謄本の写し（乙５８）からは、柱の材質を判断できないし、

壁がれんが造であるということを確認することもできないから、被告の主張には根拠がない。 

 また、建物の耐用年数を決定するための構造は、耐用年数通達によって明らかなとおり、

何によって屋根を支えているか、つまり柱の材質によって決定されるべきものであり、「れ

んが造」とは、柱を用いることなくれんがのみを積み上げ、その上に屋根を乗せた構造をい

うのであり、単に壁にれんがを使ったにすぎないものは、これに当たらない。 

 さらに、耐用年数通達１－２－１は、「建物を構造により区分する場合において、どの構

造に属するかは、その主要柱、耐力壁又ははり等その建物の重要部分により判定する」とし

ているところ、柱が木造であり、壁がれんが造のＬＰＳ第５物件は、横揺れに弱く、耐力壁

とはいえないし、仮に耐力壁だとしても、柱が木製である以上、すべてれんが壁としての耐

用年数を使うのではなく、両方を折衷して耐用年数を決定するのが一般的であり、一律にれ

んが造とするのは間違いである。 

セ 争点⑬（更正処分の理由付記の不備の有無）について 

（原告の主張） 

 所得税法１５５条２項は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の所得金額等の更正を

する場合には、その理由を付記しなければならない旨規定しているところ、その趣旨は、処

分庁の慎重さ及び合理性を担保して恣意専断を抑制すること並びに処分理由を相手方に知

らせて不服申立ての便宜を与えることにあるとされている。そのため、更正理由が全く付記

されていない場合や間違った更正理由が記載されている場合には、当該更正処分は違法で取

り消されるものとされるし、更正理由の記載があっても、それに不備があれば当該更正処分

は取り消されるものとされている（ 高裁昭和●●年(○○)第●●号同３８年５月３１日第

二小法廷判決・裁判集民事６６号２５３頁）。 

 また、理由付記の程度については、帳簿書類の記載以上に信ぴょう力のある資料を摘示し

て処分の具体的根拠を明らかにすることを要するとされている（上記第二小法廷判決）。 

 さらに、この更正理由の記載は、更正通知書にされる必要があり、後の追加や訂正はでき

ない（ 高裁昭和●●年（○○）第●●号同４７年１２月５日第三小法廷判決・裁判集民事

１０７号２９１頁）。 

 ところが、本件各更正処分のうち別紙の金額欄下部に⑬と記載した項目に係るものは、付

記理由において、信ぴょう力のある資料の摘示及び処分の具体的根拠の明示をいずれも欠い

ており、違法である。 

 なお、被告は、本件青色取消処分により原告については白色申告となるから理由付記の必

要はないと主張するが、課税庁が更正を行うと同時に青色申告の承認の取消処分をする場合

には、更正が適法に行われたことが前提となるところ、ここにいう適法とは、青色申告を前

提としての適法ということであるべきであり、したがって、理由付記が必要であると解する

べきである。なぜなら、課税庁が更正を行うと同時に青色申告の承認の取消処分をする場合

には、理由付記の必要がないとすると、課税庁の恣意性を排除するという法の趣旨を没却す

るからである。また、本件青色取消処分は違法であり、本件青色取消処分も取り消されるべ
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きであるから、本件各更正処分のすべてについて、理由付記の不備がある、 

（被告の主張） 

 被告は、平成１１年８月４日付けで、本件青色取消処分を行っており、その結果、原告の

申告書は、本件各係争年分においては青色申告書以外の申告書（以下「白色申告書」という。）

となるから、その更正処分には理由の付記は不要となる。理由の付記を要求する所得税法１

５５条２項は、青色申告書に対する規定であり、白色申告書に適用されないことは明らかで

あるから、原告の前記主張はその前提を欠き失当である。 

 なお、原告は、所得税法１５０条１項の規定に基づき青色申告の承認を取り消す場合には、

青色申告書に係る更正処分、すなわち理由付記された更正処分が適法に行われることが前提

となるのであるから、本件各更正処分においては、その意味において理由付記が必要と解す

べきである旨主張するが、同項の規定によれば、そのように解する余地がないことは明らか

である。また、原告は、課税庁が更正を行うと同時に青色申告の承認を取り消す場合に当該

更正につき理由付記を要しないとすると、課税庁の恣意性を排除するという法の趣旨を没却

する旨主張するが、青色申告の承認の取消しがされたときは、当該取消しの対象となった年

分以後の申告書は白色申告書とみなされることになるから、青色申告書に係る更正につき定

めた所得税法１５５条２項の趣旨を持ち出して理由付記の必要があるとする主張に理由が

ないことは明らかである。 

ソ 争点⑭（更正期間徒過の違法の有無）について 

（原告の主張） 

 被告は、平成４年分及び同５年分の所得税についても更正処分をしているが、これは、通

常課税庁が遡って更正処分をすることができる期間は５年であるが、重加算税の対象となる

場合であれば７年であることによる。しかし、重加算税が課された項目に係る更正処分は、

いずれも違法であるから、同４年分及び同５年分の所得税についての更正処分のうち別紙の

金額欄下部に⑭と記載した項目に係るものは、更正期間を徒過するもので違法である。 

（被告の主張） 

 争う。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 本案前の争点ア（申告額を超えない部分の取消しを求める訴えの適法性）について 

(1) 所得税法は、所得税につき、申告納税制度を採用しているところ（同法１２０条以下）、国

税通則法は、納税すべき税額は、納税者のする申告により確定することを原則としながらも（同

法１６条１項１号）、納税申告書を提出した者において、当該申告書に記載した課税標準等若

しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤り

があったことにより当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき等、一定の場合

には一定の期間内に限り、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正の請求をすること

ができる旨を規定している（同法２３条）。このように、所得税法及び国税通則法が、所得税

につき、申告納税制度を採用する一方で、申告内容を是正する手段として更正の請求という特

別の方法を設けたのは、所得税の課税標準等の決定については、 もその間の事情に通じてい

る納税義務者自身の申告に基づくものとし、その過誤の是正は法律が特に認めた場合に限るも

のとすることによって、租税債務を可及的速やかに確定させるべきであるとの要請に応えなが

ら、納税義務者に対して過当な不利益を強いることがないよう配慮したためであると解される。
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このような所得税法及び国税通則法の趣旨からすれば、納税者が、申告内容を自己に有利に変

更するためには、更正の請求という法律が特に認めた手段によるべきであって、更正の請求の

方法以外にその是正を許さないならば納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の

事情がない限り、更正の請求の手続を経ることなく、更正処分の取消訴訟において、申告に係

る課税標準等又は税額等を超えない部分の取消しを求めることは許されないものというべき

である。 

(2) 前提事実(2)のとおり、原告の平成６年分の所得税の修正申告並びに平成７年分確定申告及

び平成８年分確定申告に係る課税総所得金額又は純損失の額及び還付金の額に相当する税額

は、次のとおりである。 

  平成６年分 総所得金額 １６７７万２０５５円 

        還付金の額に相当する税額 １５３７万２００３円 

  平成７年分 純損失の額 ４７２７万６３７４円 

        還付金の額に相当する税額 １９５１万６０００円 

  平成８年分 総所得金額 ４１９７万８４８０円 

        還付金の額に相当する税額 ５４万４６２２円 

 そして、原告は、麻布税務署長から平成６年分更正処分、平成７年分更正処分及び平成８年

分更正処分を受けたものの、上記修正申告及び各確定申告に係る課税標準等又は税額等につい

て更正の請求をしていないというのであり、証拠上、更正の請求の方法以外にその是正を許さ

ないならば原告の利益を著しく害すると認められる特段の事情もうかがわれない。そうすると、

本件各訴えのうち、平成６年分更正処分、平成７年分更正処分及び平成８年分更正処分のうち、

上記申告額を超えない部分、すなわち、平成６年分更正処分のうち総所得金額１６７７万２０

５５円を超えず、還付金の額に相当する税額１５３７万２００３円を下回らない部分、平成７

年分更正処分のうち純損失の額４７２７万６３７４円を下回らない部分、及び平成８年分更正

処分のうち総所得金額４１９７万８４８０円を超えず、還付金の額に相当する税額５４万４６

２２円を下回らない部分の取消しを求める部分については、いずれも不適法といわざるを得ず、

却下を免れない。 

２ 本案前の争点イ（本件納税義務消滅により訴えの利益が消滅したか否か）について 

(1) 前提事実(7)のとおり、東京国税局長は、国税徴収法１５３条１項に基づき、平成１７年１

２月１６日付けで本件納税義務消滅対象各処分に係る各滞納国税について、滞納処分の執行を

停止したところ、その後、その停止が３年間継続したため、同条４項に基づき、同２０年１２

月１７日をもって上記各滞納国税については、いずれも全額の納税義務が消滅し、その結果、

本件納税義務消滅対象各処分により原告が新たに納付すべきこととなった所得税、過少申告加

算税及び重加算税については、いずれもその全額の納税義務が消滅した。 

 被告は、上記納税義務の消滅により、本件訴えの一部については訴えの利益が消滅した旨を

主張するところ、原告がこれを争うので、以下この点について検討する。 

(2) 国税徴収法１５３条１項は、税務署長は、滞納者（国税を納める義務がある者であるとこ

ろの納税者で、その納付すべき国税をその納付の期限までに納付しないもの（同法２条６号、

９号））につき、滞納処分を執行することができる財産がないとき等の事実があると認めると

きは、滞納処分の執行を停止することができる旨規定し、同法１５３条４項は、滞納処分の執

行を停止した国税を納付する義務は、その執行の停止が３年間継続したときは、消滅する旨規
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定している。 

 ところで、国税通則法２４条に規定する更正は、すでに課税要件の充足によって成立してい

る納税義務の内容を確定する行為であり、同法３２条に規定する賦課決定も、既に成立してい

る納税義務の内容を確定する行為であると解される。これを本件納税義務消滅対象各処分に照

らしてみると、所得税の更正処分は、所得税の課税要件の充足により暦年の終了の時（同法１

５条２項１号）において成立した納税義務について、所得税の確定申告等によりいったんその

内容が確定したものの、申告された課税標準等又は税額等の計算が所得税法等関係法令の規定

に従っていなかったとき等に、課税標準等又は税額等を増額し、又は減額することにより、そ

の内容を再度確定するものであり、過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分は、それらの

課税要件の充足により法定申告期限の経過の時（同条１３号）において成立した納税義務につ

いて、その内容を確定するものであると解される。 

 そうすると、更正処分及び賦課決定処分がされた後、これらの処分により新たに納付すべき

こととなった国税について、国税徴収法１５３条１項及び同条４項の規定によりその納税義務

そのものが消滅したときには、当該納税義務の内容を確定する処分である更正処分及び賦課決

定処分の法的効果も当然消滅するものと解するのが相当である。 

 これを本件についてみると、本件納税義務消滅により、本件納税義務消滅対象各処分により

原告が新たに納付すべきこととなった所得税額、過少申告加算税額及び重加算税額の納税義務

はいずれも消滅したことから、本件納税義務消滅対象各処分の法的効果も消滅したということ

になる。 

(3) ところで、行政処分の取消しの訴えは、当該処分の取消しを求めるにつき法律上の利益が

ある場合にのみ訴えの利益があると認められるのであるから、当該処分の法的効果が消滅した

場合には、訴えの利益がないということになり、当該訴えは不適法となるのが原則であるが、

当該処分の効果がなくなった後においてもなお当該処分の取消しによって回復すべき法律上

の利益がある場合には、なお訴えの利益は存続するものとされている（行訴法９条１項）。 

 そうすると、本件納税義務消滅対象各処分の取消しを求める訴えについては、前記(2)のと

おりの同各処分の法的効果の消滅により、その後もなお同各処分の取消しによって回復すべき

法律上の利益がある場合を除いては、訴えの利益が消滅するというのが相当である。他方、本

件各処分のうち、本件納税義務消滅対象各処分以外の処分であっても、本件納税義務消滅によ

り、当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益が消滅しているのであれば、当該処分

の取消しを求める訴えについては、訴えの利益が消滅するというのが相当である。 

(4) そこで、原告について、本件納税義務消滅対象各処分のうちに本件納税義務の消滅後もな

お当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益があるものがあるか否か、また、本件各

処分のうち本件納税義務消滅対象各処分以外のものに、当該処分の取消しによって回復すべき

法律上の利益が消滅したというべきものがないかについて検討する。 

ア 本件納税義務消滅対象各処分のうち、平成９年分更正処分以外の各処分、すなわち、平成

６年分更正処分、平成６年分各賦課決定処分、平成８年分更正処分、平成８年分賦課決定処

分及び平成９年分賦課決定処分については、関係法令等によっても、原告について、これら

の法的効果の消滅後もなおその取消しによって回復すべき法律上の利益があるとは認めら

れないから、上記各訴えについては、訴えの利益が消滅したというべきである。 

イ(ア) 次に、平成９年分更正処分についてみると、同処分によって新たに納付すべきことと
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なった所得金額については、前提事実(7)のとおり、本件納税義務消滅によりその全額の

納税義務が消滅したものであるが、同処分においては、前提事実(4)のとおり、確定申告

における「翌年へ繰り越す純損失」の額１９４８万８９２０円をゼロ円に減額している（別

表１の平成９年分の「更正処分等」欄の順号い「翌年へ繰り越す損失額」欄）ことから、

仮に、本件訴訟において、本件青色取消処分及び平成９年分更正処分が取り消される場合

には、平成９年分における「翌年へ繰り越す純損失」の額は確定申告における１９４８万

８９２０円となり、当該純損失の額は所得税法７０条１項及び租税特別措置法３２条（平

成１２年法律第９７号による改正前のもの）４項の各規定に基づき平成１０年分及び同１

１年分の総所得金額又は譲渡所得金額から控除されることとなる。したがって、平成９年

分更正処分が取り消されると、平成１０年分及び同１１年分の所得税額の計算に影響を与

えることになるから、原告には、その取消しによって回復すべき法律上の利益があるとい

えそうである。 

(イ) ところが、乙７０によれば、原告は、平成１０年分確定申告において、上記「翌年へ

繰り越す純損失」のうち１３１７万４２００円を総所得金額から控除し、これらの差額で

ある６３１万４７２０円を「翌年へ繰り越す純損失」の額として申告していることが認め

られ、これに、乙６５によれば、平成１０年分更正処分が確定申告における上記純損失の

控除額１３１７万４２００円のみを否認した処分であると認められることを併せ考慮す

ると、仮に、本件青色取消処分及び平成９年分更正処分が取り消され、平成１０年分更正

処分につき減額の再更正処分をする必要が生じたとしても、平成１０年分の納付すべき所

得税額は、その計算上、確定申告のそれと同額にとどまることとなる。 

 そして、前提事実(7)のとおり、本件納税義務消滅により、平成１０年分更正処分によ

り原告が新たに納付すべきこととなった所得税額２４２万６１００円の納税義務が消滅

したため、原告の平成１０年分の所得税に係る納税義務は確定申告における還付金の額に

相当する税額を超えることはなくなったのであるから、結局、本件訴訟において平成９年

分更正処分が取り消されたとしても、そのことは、平成１０年分の所得税に係る納税義務

に影響を与えることはなくなったのであって、その限りにおいては、本件訴えのうち、平

成９年分更正処分の取消しを求める訴えについては、原告においてその取消しによって回

復すべき法律上の利益はなくなったということになり、その訴えの利益は消滅したという

ことになりそうである。 

(ウ) しかしながら、乙６９によれば、原告は、平成１１年分確定申告において、前記(イ)

の平成１０年分確定申告における「翌年へ繰り越す純損失」の額を控除せずに総所得金額

を１３３万６６７０円とし、納付すべき所得税額を算出していることが認められるから、

本件青色取消処分及び平成９年分更正処分が取り消され、平成１０年分更正処分につき減

額の再更正処分を行う必要が生じた場合には、平成９年分に生じた「翌年へ繰り越す純損

失」の額１９４８万８９２０円のうち１３３万６６７０円に相当する金額については、平

成１１年分の総所得金額から控除されることになる。 

 そうすると、平成９年分確定申告における「翌年へ繰り越す純損失」の額１９４８万８

９２０円のうち１４５１万０８７０円（平成１０年分確定申告における総所得金額から控

除される額１３１７万４２００円と上記１３３万６６７０円の合計額）の部分については、

平成９年分更正処分が本件訴えにおいて取り消されることにより原告が回復すべき法律
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上の利益がある部分ということができるから、原告の平成９年分更正処分の取消しを求め

る訴えのうち、いずれも損益通算後である総所得金額につきゼロ円及び分離短期譲渡所得

金額につきマイナス１４５１万０８７０円を超える部分の取り消しを求める部分につい

ては、訴えの利益があると認められる。 

 したがって、本件訴えのうち、平成９年分更正処分の取消しを求める訴えについては、

純損失の額１９４８万８９２０円から１４５１万０８７０円までの取消しを求める部分

について訴えの利益が消滅したというべきである。 

ウ(ア) 他方、本件納税義務消滅の対象とはなっていない処分のうち、平成７年分更正処分に

ついてみると、前提事実(4)のとおり、同処分によっても、別表１の平成７年分の「更正

処分等」欄記載のとおり、新たに納付すべきこととなった税額は生じておらず、同処分は、

確定申告における「翌年へ繰り越す純損失」の額４７２７万６３７４円をゼロ円に減額す

るというものであるところ、仮に、本件訴訟において、本件青色取消処分及び平成７年分

更正処分が取り消される場合には、平成７年分における「翌年へ繰り越す純損失」の額は、

確定申告のとおり、上記の４７２７万６３７４円となり、これは、所得税法７０条１項及

び租税特別措置法３２条（平成１０年法律第２３号による改正前のもの）４項の各規定に

基づき平成８年分の総所得金額又は譲渡所得金額から控除されることとなる。したがって、

平成７年分更正処分が取り消されると、平成８年分の所得税額の計算に影響を与えること

になるから、原告には、その取消しによって回復すべき法律上の利益があるといえそうで

ある。 

(イ) ところが、原告は、平成８年分の所得税の確定申告において、上記「翌年へ繰り越す

純損失」の額４７２７万６３７４円を分離長期譲渡所得金額から控除しているので、仮に、

本件青色取消処分及び平成７年分更正処分が取り消され、さらに、平成８年更正処分も取

り消されたとしても、平成８年分の納付すべき所得税額は、原告の確定申告のそれと同額

にとどまることになる。 

 そして、本件においては、本件納税義務消滅により、平成８年分更正処分により原告が

新たに納付すべきこととなった所得税額４億６５００万６９００円（別表１の平成８年分

の「更正処分等」欄の順号⑳「新たに納付すべきこととなった税額」欄）の納税義務が消

滅したため、原告の平成８年分の所得税に係る納税義務は確定申告における納付すべき所

得税額を超えることはなくなったのであるから、結局、本件訴訟において平成７年分更正

処分が取り消されても、平成８年分の所得税に係る納税義務には何ら影響を与えることは

なくなったということになる。 

(ウ) したがって、本件訴えのうち、平成７年分更正処分の取消しを求める訴えについては、

原告においてその取消しによって回復すべき法律上の利益はなくなったというべきであ

るから、その訴えの利益は消滅したというべきである。 

エ 以上のとおりであるから、本件訴えのうち、平成６年分更正処分、平成６年分各賦課決定

処分、平成７年分更正処分、平成８年分更正処分、及び平成８年分賦課決定処分の各取消し

を求める各訴え、並びに平成９年分更正処分のうち、純損失の額１９４８万８９２０円から

１４５１万０８７０円までの部分及び平成９年分賦課決定処分の各取消しを求める各訴え

は、いずれも不適法というべきであり、却下を免れない。 

(5) これに対し、原告は、本件納税義務消滅によっても、本件訴えについて訴えの利益が消滅
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することはないと主張するが、当該主張は、以下のとおり採用できない。 

ア 原告は、国税通則法２４条の更正処分により確定される納税義務の内容には課税標準等も

含まれるとし、本件納税義務消滅によっても本件各更正処分による課税標準等の確定という

法的効果が消滅することはないとして、原告には、本件各処分の取消しを求める法律上の利

益があり、訴えの利益は消滅していないと主張する。 

 しかし、所得税における課税標準は、所得税の額を計算するための基礎となる課税総所得

金額等を計算するために所得税法の規定に従って計算されるものであり（所得税法２１条参

照）、いわば納税義務の内容を確定するために算出されるものということができる。そうす

ると、納税者が所得税に係る更正処分を受けた後、当該処分に係る納税義務が消滅したとき

には、前記(2)のとおり、納税義務の内容を確定する処分である更正処分の法的効果が消滅

する以上、納税義務の内容を確定する過程で算出される課税標準による法的効果が存続する

こともないというべきである。 

 したがって、本件納税義務消滅によっても課税標準による法的効果が存続することを前提

とする原告の上記主張は採用できない。 

イ(ア) 原告は、所得税についての更正処分が取り消され、課税標準等が減額されると、消費

税及び個人住民税も職権によって再更正されることになるとして、本件本案前対象各処分

のすべてについて訴えの利益があると主張するところ、上記主張は、原告には、本件本案

前対象各処分の取消しにより、消費税及び個人住民税の納税義務の額が減額されるという

法律上の利益があり、それは、本件本案前対象各処分を取り消すことにより回復すべき利

益である旨の主張と解される。 

(イ) しかし、行政処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者（行訴法９条１項）

とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的

に侵害されるおそれのある者をいう（ 高裁昭和●●年（○○）第●●号同５３年３月１

４日第三小法廷判決・民集３２巻２号２１１頁、 高裁昭和●●年（○○）第●●号同５

７年９月９日第一小法廷判決・民集３６巻９号１６７９頁ほか参照）ところ、所得税の更

正処分に関連して消費税の更正処分がされていたとしても、消費税の納税義務の内容は当

該消費税の更正処分の効果として確定するものであり、所得税の更正処分の効果として確

定するものではないから、所得税の更正処分が取り消されることにより、併せて消費税の

更正処分によって確定された納税義務の内容である税額等が減額されることがあるとし

ても、それによって回復される利益は、所得税の更正処分によって侵害された利益ではな

く、消費税の更正処分によって侵害された利益というべきであるから、当該利益を理由と

して所得税の更正処分の取消しを求めるにつき法律上の利益があるということはできな

い。したがって、原告が主張するような消費税の納税義務の額が減額されるという利益は、

本件本案前対象各処分の取消しによって同処分により侵害された利益を回復するという

関係にあるものということはできない。このことは、消費税の更正処分に不服のある者は、

国税通則法７５条１項の規定に基づき、所得税の更正処分に対する不服申立てとは別に、

消費税の更正処分に対しても不服の申立てをすることができることからも明らかである。 

 この点について、原告は、本件本案前対象各処分が取り消されると、原告に対してされ

た消費税各更正処分に対する不服申立てがされていなくても、消費税各更正処分について

は、当然に国税通則法２６条に基づき減額の再更正処分がされることを前提としているよ
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うである。しかし、消費税の課税の対象は資産の譲渡等であり（消費税法２条８号、４条）、

その課税標準は資産の譲渡等の対価の額である（同法２８条１項）ところ、所得税の課税

対象となる資産の譲渡等が同時に消費税の課税対象となっていた場合において、所得税に

係る更正処分が取り消され、その理由によれば、当該資産の譲渡の対価の額が消費税の課

税対象とはならないと解されるようなときにおいて、課税庁が消費税に係る更正処分にお

ける課税標準等又は税額等が過大であることを事実上知り、そのような事情に基づき、消

費税の更正処分について減額の再更正処分をすることがあったとしても、消費税法その他

の関係法令にそれを義務付けるような規定は見当たらないのであって、所得税に係る更正

処分が取り消された場合に、当然に消費税に係る再更正処分がされるという関係にはない

というべきである。したがって、上記の原告の主張は採用できない。 

 なお、消費税に係る再更正の期間は、法定申告期限から５年（国税通則法７０条２項１

号）又は７年（同条５項１号）であるところ、原告に係る消費税各更正処分は、平成９年

分に相当する課税期間以前の各課税期間につきそれぞれされたものである（弁論の全趣

旨）から、いずれの法定申告期限についても既に７年以上の期間を経過しているのであっ

て、もはやこれらについて減額の再更正処分をすることはできない（仮に本件訴えにおい

て本件各更正処分が取り消されたとしても、それにより同法２３条２項１号に規定する

「その申告、更正又は決定についての判決（中略）により、その事実が当該計算の基礎と

したところと異なることが確定したとき」に該当することにはならないから、更正の期間

が判決確定の日から３年となるものではない（同法７１条１項２号、国税通則法施行令３

０条参照）。）。 

 したがって、消費税の納税義務に係る利益を理由として本件本案前対象各処分の取消し

の訴えの利益がある旨の原告の主張は採用できない。 

(ウ) 個人住民税に係る原告の主張についても同様であり、所得税の更正処分に関連して個

人住民税の増額の変更賦課決定処分がされていたとしても、個人住民税の納税義務の内容

は当該個人住民税の変更賦課決定処分の効果として確定するものであり、所得税の更正処

分の効果として確定するものではないから、所得税の更正処分が取り消されることにより、

併せて個人住民税の変更賦課決定処分によって確定された納税義務の内容である税額等

が減額されることがあるとしても、それによって回復される利益は、所得税の更正処分に

よって侵害された利益ではなく、個人住民税の変更賦課決定処分によって侵害された利益

というべきであるから、当該利益を理由として所得税の更正処分の取消しを求めるにつき

法律上の利益があるということはできない。したがって、原告が主張するような個人住民

税の納税義務の額が減額されるという利益は、本件本案前対象各処分の取消しによって同

処分により侵害された利益を回復するという関係にあるものということはできない。この

ことは、個人住民税の変更賦課決定処分に不服のある者は、地方税法１９条１号及び行政

不服審査法４条１項等の規定に基づき不服申立てをすることができることからも明らか

である。 

 この点について、原告は、本件本案前対象各処分が取り消されると、原告に対してされ

た個人住民税の増額の変更賦課決定処分（以下「個人住民税各変更決定処分」という。）

に対する不服申立てがされていなくても、個人住民税各変更処分についても当然に減額さ

れることを前提としているようである。確かに、個人住民税の所得割の課税標準は、前年
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の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額であり（地方税法３

２条１項、３１３条１項）、市町村は、政府が上記総所得金額等を更正した場合において、

所得割の課税標準である上記総所得金額等は、原則として当該更正した金額を基準として

算定することとされている（同法３１５条、４１条）ことから、個人住民税の課税標準は、

所得税の上記総所得金額等に連動して算定されるものである。しかし、市町村長は、個人

住民税を賦課した後に上記のように所得税の更正がされた場合には、同更正に関する書類

を閲覧し、その賦課した個人住民税を変更する必要があると認めたときは、その減額の賦

課決定をすることになる（同法３２１条の２第１項、同法４１条）のであり、所得税の更

正処分が判決で取り消され、それに連動するようにして個人住民税の納税義務が減額され

ることがあったとしても、それは、地方税法の各規定に基づき、市町村長が減額の変更賦

課決定をして初めて実現するものである。そうすると、上記のとおり、地方税の賦課決定

について、独自に不服の申立てをすることができることも併せ考慮すると、個人住民税の

納税義務が減額されることは、所得税の更正処分が取り消されることにより当然に生じる

法的効果ではなく、事実上のものにすぎないというべきであるから、このことを理由に、

更正処分の取消しを求めるにつき法律上の利益があると解することはできない。 

 なお、所得税の更正又は所得税に係る訴えについての判決があった場合には、当該更正

の通知が発せられた日又は当該判決のあった日の翌日から起算して２年間においても、市

町村長は個人住民税の所得割に係る変更決定をすることができるとして、更正又は決定等

の期間制限の特例が設けられている（地方税法１７条の６第３項１号又は３号）が、個人

住民税の減額が上記のとおり市町村長による変更決定という独自の処分によって初めて

実現することからすると、上記の決定の期間制限の特例があるとしても、その適用を受け

られることが、所得税の更正処分の法的効果であると解することはできないというべきで

ある。 

 したがって、個人住民税の納税義務に係る利益を理由として本件本案前対象各処分の取

消しの訴えの利益がある旨の原告の主張は採用できない。 

ウ その他の原告が訴えの利益があるとする主張も、次のとおり採用できない。 

(ア) 原告が、平成６年分更正処分、平成７年分更正処分及び平成８年分更正処分について、

取消しを求めている項目がすべて認められると還付金額が増加するなどとする主張につ

いては、前記１のとおり、申告額を超えない部分の取消しを求める訴えが不適法であるこ

とから、採用できない。 

(イ) 原告が、平成９年分更正処分について、１つの取引の一部についてのみ訴えの利益が

ないとすることになり不合理であると主張する点については、訴えの利益が認められる部

分について処分の適法性を判断した結果、訴えの利益が認められない部分についても処分

の適法性を判断することになったとしても、それが許されないと解すべき理由はなく、採

用できない。 

(ウ) 平成４年分更正処分及び平成５年分更正処分については、国税通則法７０条５項が適

用される場合、すなわち重加算税の対象となる項目がある場合でないと、同項の期間制限

に反することになるから、平成６年分更正処分から平成９年分更正処分までのうち重加算

税の対象とされた項目について判断する必要がある旨の主張については、平成４年分更正

処分及び平成５年分更正処分がその更正の期間制限に反しないか否かを判断するために



40 

は、平成４年分更正処分及び平成５年分更正処分がそれぞれ「偽りその他不正の行為」が

あったことを理由とするものであるか否かを判断すれば足りるのであるから、平成６年分

更正処分から平成９年更正処分までの適否の判断が必要となる関係にはないというべき

であって、採用できない。 

(エ) 訴訟係属中の被告の行為によって訴えの利益がなくなったとして訴えが却下されて

訴訟費用が原告の負担となることが不合理であることを理由として訴えの利益があると

する主張については、そもそも、前提事実(7)及び(8)のとおり、本件執行停止は、本件訴

えの提起前にされており、本件納税義務消滅の効果が本件訴え提起後に生じているにすぎ

ないのであるから、その前提において誤りがあるといえるが、その点を措くとしても、訴

訟費用は、裁判所の裁判によってその負担が決定される（民訴法６７条）のであるし、仮

に訴訟費用が原告の負担とされたとしても、そのような負担を負わないことが、本件各処

分を取り消すことにより回復すべき法律上の利益であるであるということはできず、採用

できない。 

(オ) 納税証明書（その４）の交付を受けられない不利益があるから訴えの利益があるとす

る主張についても、納税証明書（その４）の交付を受けられるという利益が本件本案前対

象各処分を取り消すことによって回復される法律上の利益ということはできず、採用でき

ない。このことを措くとしても、原告に対しては、平成４年分更正処分及び平成５年分更

正処分並びにこれらの更正に係る加算税の各賦課決定処分についての滞納処分がされて

いるのであるから（弁論の全趣旨）、原告は、これらの滞納処分が取り消されない限り納

税証明書（その４）の交付を受けることはできないのであるから、その点においても、原

告の上記主張は採用できない。 

３ 本案の争点 （本件各更正処分の適法性）について 

(1) 前記２に判示したところによれば、本案の争点については、本件各更正処分のうち、平成

４年分更正処分、平成５年分更正処分及び平成９年分更正処分の一部の適法性のみが問題とな

るところ、本案の争点のうち、上記３年分の更正処分の適法性に関係する争点は、①、②、④、

⑩、⑪、⑫、⑬及び⑭であるから、以下、これらについて判断する（なお、原告は、平成９年

分更正処分の違法事由として争点④に係る項目の違法性を明示的には主張していないが、平成

６年分更正処分、平成７年分更正処分及び平成８年分更正処分についてはその主張をしている

ころから、平成９年分更正処分についても同様の主張をするものと解して判断する。）。 

(2) 所得税法における収入の帰属 

 本案の争点の①、②、④、⑩及び⑪においては、いずれも、ある収入が原告に帰属するか否

かが争われているところ、所得税法１２条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属す

るとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を

享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を

適用する」と規定し、実質所得者課税の原則を明らかにしている。 

 そして、所得税法１２条が法律上収益が帰属するとみられる者が「単なる」名義人である場

合にその者以外の者に収益が帰属する余地を認めていることからすると、問題となる収益が私

法上は名義人に帰属していて、名義人以外の者がその収益を消費しているにすぎない場合には、

当該収益は名義人に帰属する趣旨と解するのが相当であり、結局、「収益を享受する」とは、

収益が経済的に帰属することを意味するのではなく、それが私法上帰属することを意味するも
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のと解するべきである。 

 しかし、収益の私法上の帰属を判断するに当たっては、実質所得者課税の原則が担税力に応

じた公平な課税を実現するための要請であることからすると、本件のように事業による収益の

帰属が問題となる場合には、当該事業による収益を実質的に支配している者が誰かということ

によって判断すべきであり、例えば、ある事業がＡの名義において行われる場合であっても、

Ｂが専ら自己のために当該事業活動を行い、その成果を直接Ｂに帰属させているときは、当該

事業による収益を実質的に支配している者はＢであり、その収益はＢに帰属するというべきで

ある。そして、上記の判断に当たっては、具体的には、当該事業に関する名義人であるＡと名

義人以外の者であるＢの能力、関与の程度、収益の管理状況等を総合勘案して、ＡとＢのいず

れが当該事業の内容や収益等につき支配的影響力を有しているかによって決するのが相当で

ある。 

 そこで、争点①、②、④、⑩及び⑪については、上記のような観点から検討する。 

(3) Ｄの設立の経緯等 

 原告は、争点①から⑪までの収入はいずれもＤに帰属すべきものであると主位的に主張する

ところ、証拠（甲２、乙１４、１５、４４）及び弁論の全趣旨によれば、Ｄに関し次の各事実

が認められ、この認定を左右するに足りる証拠はない。 

ア 有限会社Ｄは、丁が、昭和５９年に死亡した夫から相続した株式会社ⓑ（以下「ⓑ」とい

う。）の株式を保有する目的で、同６３年４月に設立した会社であったところ、丁は、平成

３年頃、同社名義で所有していたⓑの株式を売却しようと考え、その節税対策を知人から紹

介を受けた原告に相談した。 

 原告は、知人がオーナーであり赤字会社となって平成３年１月にいったん解散していたｂ

社を上記節税対策に利用しようと考え、上記オーナーと交渉し、同年８月２６日に会社継続

の手続を取った上で、同年１０月２１日付けで丁にｂ社の購入に必要な費用として１億円を

原告が指定したＹ銀行名古屋駅前支店のｂ社名義の普通預金口座に振込送金させた。そして、

丁は、同月２２日にｂ社の代表取締役に就任した。なお、丁は、その後Ｄの代表取締役にも

なり、同５年１月７日に退任したが、それまでの間、丁がＤの代表者としての活動を行った

ことはなかった。 

イ その後、原告は、平成３年１１月に有限会社Ｄを株式会社に組織変更するとともに（組織

変更後吸収合併前のＤを以下「旧Ｄ」という。）、丁が所有する旧Ｄの株式を㋘社に売却させ、

その代金は未払金とした上で、ｂ社に吸収合併させ、同４年２月１４日、その旨の登記をし、

さらに、商号を「株式会社Ｄ」と変更した。さらに、原告は、丁から取得していた旧Ｄの株

式について自己株式償却損を計上するとともに、ⓑの株式の評価額を当該償却損と同額に評

価替えした後、同株式を売却する方法により株式売却益を圧縮した上で、上記株式売却代金

の未払金の返済等の名目で、同代金相当額を丁に取得させた。 

 原告は、平成３年８月２６日にｂ社の取締役に、同４年７月２３日にＤの代表取締役にそ

れぞれ就任しているが、その後、Ｄを原告が自由に処分することについて丁の了解を得たた

め、同年１０月頃、Ｄの株式を顧問先の会社に取得させ、同社の税務の処理に利用するなど

し、同９年１０月には、原告がオーナーである会社がＤの株式を取得した。 

ウ Ｄには原告以外に３人の取締役がいたが、これらの者はいずれも名義だけの役員であって、

事業に従事している役員や従業員はなく、同社には給料支払の事実がなく、事務経費の支払
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もほとんどなかった。Ｄの経理処理はＢの事務員が原告の指示を受けて行っていたが、その

事務の内容は、預金の振込み、振替伝票の作成等にすぎなかった。また、Ｄの預金口座は原

告が管理していた。 

(4) 争点①（ＥからのＬＰＳ紹介手数料の帰属）について 

ア 証拠（該当箇所に掲記したもの）によれば、次の各事実が認められ、この認定を左右する

に足りる証拠はない。 

(ア) Ｅは、東京都渋谷区に事務所を構え、広告、宣伝、販売促進に関する企画立案及びそ

の政策業務等を目的とする会社であるところ、平成２年頃から、アメリカ合衆国テネシー

州ナッシュビル市にあるａの日本代理店として、アメリカ合衆国内のナーシングホームの

経営を目的とするパートナーシップに対する出資窓口となっていた。（乙４、５） 

(イ) ナーシングホームとは、主に初老で病気やその他の経済的理由などから自己管理でき

ない人のための長期養護療養施設のことをいい、これは、連邦政府及び州政府から支給さ

れる医療費により運営されていて、医療費が支給されると、高齢者が２４時間体制の医療

サービスを受けるとともに、ナーシングホームでの生活ができる仕組みになっている。し

かし、高齢化に伴いナーシングホームに対する需要が増加しているにもかかわらず、アメ

リカ合衆国の国家予算上の制約により、新規のナーシングホームが急速に増加することは

考えられないことから、ナーシングホームは非常に有利な投資物件であると考えられてい

た。 

 ナーシングホームに対する投資は、アメリカ合衆国パートナーシップ法に基づくパート

ナーシップへの出資という形で行われている。パートナーシップは、出資者であるリミテ

ッドパートナー（以下「ＬＰ」という。）と、パートナーシップの経営を執行するＧＰ（ジ

ェネラルパートナー）とで構成され、ＧＰが、出資金及び借入金によるナーシングホーム

の購入、登録申請、政府からのライセンス取得及びナーシングホームの経営（運営会社へ

経営委託をすることもある。）を行う一方で、出資をしたＬＰは、収益分配請求権、パー

トナーシップの解散時の資産分配請求権、解散請求権、帳簿等の閲覧請求権及び出資金比

率分の所有権を取得するが、パートナーシップ法により、ＬＰの責任は、出資を限度とし

た有限責任であるとされ、この仕組み全体がリミテッドパートナーシップ（ＬＰＳ）と呼

ばれている。なお、パートナーシップには法人格がないが、対外的な行為については、ⓓ

（ⓓ有限責任組合、ⓔ（ⓔ有限責任組合）という名称で行動することが認められている。 

（以上につき、乙４、５） 

(ウ) Ｚは、平成２年５月頃、ナーシングホームのパートナーシップへの投資家を日本で募

るための代理店になってほしいと持ちかけられ、パートナーシップに対する投資は、多大

なレバレッジ効果が生ずる節税商品で、商品価値があり、Ｅの事業として出資者を募集す

ることにはメリットがあると考えたが、国内の税務処理が分からなかったことから、それ

を相談できる公認会計士か税理士を紹介してほしいと当時取引のあったＹ銀行の関係者

に相談したところ、公認会計士として原告を紹介された。 

 Ｚが原告に対してナーシングホームに対する出資について説明したところ、原告は、現

状ではパートナーシップがナーシングホームを所有し経営している会社の株式を購入す

るという形態を採っていたが、ナーシングホームを所有する形態を採れば、減価償却費を

計上するメリットがあり、また、レバレッジドリースより汎用性や融通性があるとして、
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興味を示し、自己の顧客を積極的に勧誘してもよいなどと言った。そして、原告は、顧客

に勧めるためには、日本での調達金利よりアメリカ合衆国からのキャッシュフローの率が

高いことが必要で、年間１０パーセントのキャッシュフローの保証が必要であるなどと言

った。 

 そこで、Ｚがａ側と相談したところ、ａ側が、①パートナーシップがナーシングホーム

自体を保有する形態で構成すること、及び②原告が紹介した顧客については、年間１２パ

ーセント以上のキャッシュフローを生み出すことができるよう 大限努力することを約

束したため、Ｅは、原告との間で、原告がＬＰＳに対する出資者を紹介してくれた場合は、

Ｅがａから受け取る紹介手数料３パーセント前後の紹介手数料のうち半分を支給する旨

の契約をし、原告から顧客の紹介を受けるようになった。 

 取引当初は、３パーセントの紹介手数料がⓓからＥの口座に振り込まれ、それをＥと原

告とで日本円で折半していたが、しばらくして、Ｅと原告の口座にそれぞれ１．５パーセ

ントずつ振り込まれるようになった。原告の振込口座は、原則としてＺを通じてＧＰに連

絡しており、その口座には、原告個人名義のほか、Ｂやその他の名義のものもあったが、

Ｚは、原告から指定された口座を連絡したにすぎなかった。 

（以上につき、乙４、５） 

(エ) 原告は、Ｅに対し、ⓓ第５物件、同第９物件、同第１１物件、ⓔ第１６物件、同第１

７物件、ⓓ第１８物件、同第２０物件、同第２２物件、同第２７物件、同第２９物件及び

同第３２物件について出資者を紹介した。（乙４、５、弁論の全趣旨） 

(オ) 平成４年５月２７日、Ｙ銀行名古屋支店のｂ社名義の普通預金口座に、ⓔから紹介手

数料として、１８５１万６４７１円が振り込まれた。（乙６） 

(カ) その後、平成５年には、ⓓ第１８物件及び同第２０物件の紹介手数料として、同年２

月２４日に１３７８万４２２５円が、同年９月１４日に１１５６万３６２７円が、それぞ

れＹ銀行名古屋駅前支店のＤ名義の普通預金口座に振り込まれた。（甲２、乙７、弁論の

全趣旨） 

 そして、平成６年には、ⓓ第２７物件の紹介手数料として、同年６月３０日に１１８５

万６０００円が、また、ⓓ第２９物件の紹介手数料として、同年１１月１５日に５２５万

１６０８円が、それぞれＹ銀行名古屋駅前支店の原告名義の外貨預金口座に振り込まれた。

（甲２、乙９） 

 さらに、平成７年には、ⓓ第３２物件の紹介手数料として、同年４月２６日に６１１万

９３６２円が上記外貨預金口座に振り込まれた。（甲２、乙９） 

イ 以上の事実を総合勘案し、これに前記(3)のとおりのＤの設立の経緯及び証拠（乙４、５）

により認められる顧客紹介後の原告のＬＰＳ物件に係る関与の程度を併せ考慮すると、Ｅに

対してＬＰＳ物件に対する出資者を紹介し、その報酬を得る旨の契約は、原告個人とＺとの

間で締結され、実際の出資者の紹介という事業も原告個人が事業として行い、その報酬も原

告個人が得ていたと認めるのが相当である。なお、報酬の振込先口座の名義は、平成４年分

はｂ社、平成５年分はＤであったが、前記(3)のとおり、両社はいずれも原告が丁の節税対

策として丁に買収させた会社が組織変更をしたものであって、会社としての事業を行ってい

たとは認められない一方、原告がその預金口座を管理していたと認められるのであるから、

これらの名義の口座に報酬が振り込まれたことをもってしても、それが、これらの会社に対
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する報酬の支払であると認めることはできない。 

 したがって、Ｅに対してＬＰＳ物件の出資者を紹介するという事業は、原告個人が原告個

人のために行い、その成果である報酬を直接自己に帰属させていたというべきであり、当該

事業による収益を実質的に支配していたのは原告であると認められるのであるから、Ｅを通

じてⓓ側から支払われた平成４年から同７年までのＬＰＳ物件の紹介手数料は、いずれも原

告個人に法律上帰属していたものと認められる。 

ウ これに対し、原告は、Ｅに対する出資者の紹介事業は、Ｂが行っていたもので、収益のみ

をＤに帰属させることとしていたとし、また、実際の業務はＢ所属の税理士らが行っていて

その経費もＢが支出していたとして、上記紹介事業に係る収益はＤ又はＢに帰属する旨主張

する。 

 しかし、Ｄ又はＢが自己のために上記紹介事業を行っていたことを認めるに足りる客観的

な証拠はなく、また、経理処理上収益をＤに帰属させる旨の処理を行っていたからといって、

それが法律上の収益の帰属を基礎付けるものということはできない。 

 したがって、原告の上記主張は採用できない。 

(5) 争点②（Ｆの出資持分の売買に伴うコンサルティング報酬の帰属）について 

ア 証拠（該当箇所に掲記したもの）によれば、次の各事実が認められ、この認定を左右する

に足りる証拠はない。 

(ア) Ｆの代表者であったＶは、平成３年夏頃、自分の死後にその遺産分割においてＦの出

資持分（以下「本件出資持分」という。）の分割をめぐって子供達の間でトラブルが発生

しないように、本件出資持分を子供達に生前贈与してしまおうと考え、その贈与税の申告

手続等を担当してくれる税理士の紹介を取引銀行であったＹ銀行に依頼したところ、原告

を紹介された。 

 Ｖは、原告に対し、本件出資持分の生前贈与に係る税額計算及び申告手続を依頼し、原

告によって、これらの手続は、平成４年２月に一応終了した。 

（以上につき、乙１０） 

(イ) ところが、平成４年３月頃、Ｙ銀行矢口支店長からＶに対し、本件出資持分全部を有

償譲渡して現金に換えてはどうかとの提案がされた。そこで、Ｖは、本件出資持分が高額

で売れるうちに売却し、その資金で、バブル崩壊の影響で負っていた７０億円ほどの借入

金債務の整理をしたいと考え、子供達の協力を得て、本件出資持分全部を有償譲渡しよう

と考えた。（乙１０） 

(ウ) その後、Ｙ銀行東京本部の法人部が本件出資持分譲渡の件を担当することとなった。

Ｖは、本件出資持分の売却価格を明確にする目的で、Ｆの資産及び負債の状況を調査する

ことを、Ｙ銀行から派遣されてきた原告に依頼したところ、原告は、Ｃの従業員であった

ｅ税理士の協力を得て、本件出資持分の評価計算書を作成した。同計算書によると、１口

当たりの出資持分の評価額は１５万９２６０円とされていた。（乙１０、１１） 

(エ) そこで、前記(ウ)の評価に基づき、平成４年７月１７日、Ｙ銀行東京本部において、

Ｆの社員と株式会社ⓕとの間で、本件出資持分全部を総額１６６億２６２６万６２２０円

で売買する旨の契約が締結された。 

 上記契約に関する手数料について、Ｖは、Ｙ銀行の法人部業務推進役から、手数料は取

引価格の３パーセントでお願いしたい旨及びこの手数料の中から上記契約に関与した弁
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護士に対する報酬や原告に対する報酬もすべて支払われると聞かされていたが、上記契約

に際しては、Ｙ銀行に対し、売手側が取引価格の１．５パーセントである２億４９３９万

３０００円、買手側が取引価格の１パーセントである１億６６２６万２０００円をそれぞ

れ支払うこととされた。 

（以上につき、乙１０） 

(オ) 平成４年７月１７日、Ｙ銀行名古屋支店のＤ名義の普通預金口座に、「Ｖホカ」名義

で２億５１７２万５８１３円が振り込まれたが、これは、前記(エ)の契約に関する売買代

金の配分等を記載した書面（乙１０の資料④。以下「Ｆ代金配分表」という。）に記載さ

れている原告に対する報酬額の合計と同額である。なお、Ｆ代金配分表は、ｅ税理士が原

告の指示の下に算出した金額を基に、Ｙ銀行の担当者が作成したもので、その記載のとお

りの決済が行われた。 

 また、同日付けで、Ｄの代表取締役としての原告名で、Ｖ宛てに、本件出資持分売買に

関するコンサルティング手数料として、消費税込みで１億９７５９万３５６６円を上記Ｄ

名義の普通預金口座に振り込むことを求める内容の請求書が作成されているが、これは、

原告の指示によりｅ税理士が作成したものである。上記請求書に記載されている合計額は、

Ｆ代金配分表に原告手数料のＶ負担分として記載されている金額と同額である。 

（以上につき、乙１０、１１） 

(カ) ｅ税理士は、Ｃの従業員として、Ｆ案件に携わり、Ｃからの給与及び賞与のほか、臨

時賞与として５０万円を受け取ったが、それ以外に手数料を受け取ってはいない。 

 なお、Ｃには、Ｆ案件に係る売上げとして、平成４年７月２４日付けでＤから１１００

万円の入金がされているが、 ＶとＣとの間でコンサルティング契約などを締結したこと

はない。 

（以上につき、乙１１） 

イ 以上の事実を総合勘案し、これに前記(3)のとおりのＤの実情を併せ考慮すると、Ｆ案件

については、Ｙ銀行の紹介により、Ｖと原告個人との間で業務委託契約がされ、原告が、ｅ

税理士の協力を得て業務を行い、報酬を得ていたと認めるのが相当である。 

 したがって、Ｆ案件のコンサルティング業務という事業は、原告個人が原告個人のために

行い、その成果である報酬を直接自己に帰属させていたというべきであって、原告が当該事

業による収益を実質的に支配していたと認められるのであるから、Ｖらから支払われたコン

サルティング報酬は、原告個人に法律上帰属していたものと認められる。 

ウ これに対し、原告は、Ｆ案件は、Ｃが業務を行い、その報酬はＤに帰属させる旨の合意の

下に行われたものであり、原告はＣの代表者として関与したものであるとして、その報酬は

Ｄに帰属するものであり、そうでないとしてもＣに帰属すると主張する。 

 確かに、前記アのとおり、Ｆ案件に係る報酬の振込先口座の名義はＤであったと認められ

るが、前記(3)のとおりＤには事業実体がなく、Ｆ案件にＤが法人として関わったと認める

に足りる証拠はない一方、原告がＤの口座を管理していたというのであって、前記イのとお

り、当該事業は原告個人が実質的に支配していたといえる以上、Ｄ名義の口座に報酬が振り

込まれたからといって、当該報酬がＤに帰属するということはできない。 

 また、Ｆ案件については、Ｃの従業員であるｅ税理士が業務に関与し、原告からＣに対し

て手数料が支払われていることが認められるものの、ＣがＶと何らかの契約を締結したこと
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や、Ｃが会社としてＦ案件に関わったと認めるに足りる証拠はないことに加え、前記アのと

おり、Ｃに支払われた手数料額が、原告が受領した総手数料額２億５０００万円余りに比べ、

１０００万円余りとごく少額であることを総合考慮すると、Ｃは、原告からＦ案件の業務の

一部の委託を受けてその業務を行ったにすぎないと認められるのであり、ＣがＦ案件の業務

全体を行ったものとしてその報酬の全部がＣに帰属するとは認められない。なお、被告は、

前記のとおり、Ｆ案件に関連してＣに支払った手数料として１１００万０４１２円を必要経

費として原告の事業所得から減算する旨主張しているところでる。 

 以上によれば、原告の上記主張は採用できない。 

(6) 争点④（Ｈからの報酬の帰属）について 

ア 証拠（該当箇所に掲記したもの）によれば、次の各事実が認められ、他にこの認定を左右

するに足りる証拠はない。 

(ア) Ｈは、６名の公認会計士を含む合計８名の経営コンサルタントが役員として集まった

共同事務所的色彩を持つ会社であり、Ｈが受注したプロジェクトは、外部に発注する案件

を除いて、いったんすべてＨの関連子会社である㋐に発注し、その後、㋐がＨの代表者で

あるｍや取締役副社長であるｋなどの役員のいずれかに発注する形を採っていた。 

 発注を受けた役員は、当該プロジェクトを責任者として遂行し、顧客からＨに支払われ

た報酬も、いったん㋐に手数料として支払い、その上で㋐が各役員に手数料として支払う

形を採っていた。すなわち、㋐は、Ｈが受注した業務を各役員に発注し、事業報酬を支払

うための媒介にすぎず、そのようにすることで、Ｈの利益を５０万円程度に抑えるととも

に、㋐の収支がゼロになるようにしていた。 

 そして、具体的な支払手数料の計上に当たっては、決算期がＨは９月、㋐は６月と異な

ることから、Ｈの９月期決算の処理を行う１１月の時点において、翌年６月の㋐の決算期

までのＨの売上予測を立て、この予測売上総額から㋐への支払手数料以外の経費を控除し

て算出した㋐への支払手数料総額から６月までの毎月の支払手数料を決定し、さらに翌年

７月から９月までの支払手数料は、同月のＨの決算期において、６月までの支払手数料額

と同額を計上してもなおＨに利益として残る額が出た場合に、これを㋐への支払手数料と

して付け替える方法で調整していた。なお、この経理処理は、ｋが行っていた。 

（以上につき、乙４５、４７） 

(イ) ところが、平成５年１０月からは、Ｈの売上げがこれまでになく伸び、ｋが前年に予

想した売上額をかなり上回っていたため、平成６年９月期決算においては、それまでに計

上した㋐への支払手数料を超える試算利益が６０００万円程度となる見通しとなった。そ

のため、そのすべてを㋐への７月から９月までの支払手数料に上乗せしてしまうとその他

の月と比べて極端にバランスを欠くことになることから、㋐への付け替え分を考慮しても

なおＨにおいて３０００万円から４０００万円の所得を計上せざるを得ない見通しとな

った。しかし、これは、法人税、法人住民税、法人事業税等の税額合計が１５００万円か

ら２０００万円になることを意味することから、Ｈの月々の支払のための資金繰りも苦し

いのに、多額の税金も支払わなければならないとして、ｍやｋは、今後の資金繰りに不安

を抱いていた。 

（以上につき、乙４５） 

(ウ) その後の平成６年１０月１１日、ｍ及びｋが原告に資金繰りについて相談すると、原
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告は、赤字会社を赤字額の１割で買って合併し、その会社の欠損金を利用してＨの所得を

減らす方法を提案した。しかし、ｍ及びｋは、１億円以上も支払って赤字会社を購入する

ことはできないとしてこれを断った。すると、原告は、「だったら僕の赤字会社を貸して

あげるよ。赤字会社に手数料を支払ったことにすればいい。僕への手数料は、ｍだから、

赤字会社に支払ったことにする手数料の１割でいいよ。」などと言って、原告が保有する

赤字会社に架空の支払手数料を計上して経費を水増しし、所得を減らす方法による脱税を

提案した。その提案は、赤字会社に対して手数料名目の資金を実際に送金するものの、そ

れが赤字会社から別会社を通じて原告に支払われ、原告がそこから１割を手数料として差

し引いた後、残りの９割についてｍに貸し付ける形でｍに戻し、ｍがこれをＨに貸し付け

ることで、Ｈには当初支払った現金の９割が戻ってくるというような内容であった。ｍ及

びｋは、原告から詳しい方法を聞いた結果、原告の提案を受け入れることとした。（乙４

５） 

(エ) 平成６年１１月１０日頃、ｍ及びｋは、Ｈの平成６年９月期の予想利益が６３００万

円から６４００万円であることを前提に、㋐への支払手数料の計上額を考慮した上で、原

告が経営する赤字会社であるＤに対して計上する支払手数料の金額を３６００万円とす

ることを決定し、その後、原告にその旨を伝えると、原告はこれを承諾した。（乙４７） 

(オ) ところが、その数日後、Ｈの平成６年９月期の税引前当期利益が６７６０万円となる

ことが分かったため、ｋが再度Ｄに対する架空の支払手数料や㋐に対する支払手数料の上

乗せ額を再度計算したところ、Ｄに対する架空の支払手数料を３６００万円としてＨの利

益を５０万円に抑えようとすると、㋐への支払手数料を増額する必要があるものの、それ

では不自然な形となってしまうため困難であると判断した。そこで、Ｄに対する架空の支

払手数料の金額を４２００万円に増額することとし、ｋがその旨ｍに説明すると、ｍもこ

れを承諾した。これを受け、平成６年１１月１５日頃、ｋが原告に対し、ＨからＤに対す

る架空の支払手数料を４２００万円に変更する旨を連絡したところ、原告はこれを承諾し

た。（乙４７） 

(カ) そこで、Ｈにおいては、ＨからＤに対して架空の案件を発注したこととして、平成６

年５月１５日付けで１８５４万円、同年６月３０日付けで１４４２万円、同年９月３０日

付けで１０３０万円の合計４３２６万円（うち消費税相当額１２６万円）をＤに対する支

払手数料として計上し、原告からの指示のとおり、上記の架空の支払手数料と同額をｍか

らの借入金に振り替え、これを従来からあるＨのｍに対する貸付金と相殺する処理をした。

その結果、Ｈの平成６年９月期の利益が５９万６１６０円に抑えられることになり、Ｈは、

上記処理に基づいて確定申告をした。 

 他方、Ｄに対する架空の支払手数料の決済については、原告からできるだけ早く４２０

０万円を振り込んでほしい旨の連絡を受けていたものの、Ｈには資金的余裕がなかったた

め、Ｈの役員６名に各２００万円のパーソナルチェックを振り出してもらい、ｋが平成６

年１２月５日にⓘ銀行高輪台支店にこれを持参して取立てに回し、同行あざみ野支店のｍ

名義の普通預金口座に入金し、同月７日に当該ｍ名義の口座から１２００万円をＹ銀行名

古屋駅前支店のＤ名義の普通預金口座に振り込んで、１回目の決済を行った。ｍは、翌日

である同月８日、名古屋で原告から上記１２００万円の９割に該当する１０８０円を受け

取り、同月９日にＨの事務所に持参した。その後、同７年５月末か６月初め頃、Ｈの資金
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繰りが苦しくて残金３０００万円を用意できない旨をｋが原告に相談したところ、原告が

原告に対する手数料を除いた２７００万円は立て替えることとなり、同年６月７日、ｋは、

㋓銀行品川駅前支店のＨ名義の普通預金口座から３００万円を引き出し、原告から現金２

７００万円を受け取って、ⓘ銀行高輪台支店から、ｍ名義で合計３０００万円をＹ銀行名

古屋駅前支店のＤ名義の普通預金口座に入金して、２回目の決済をした。 

（以上につき、乙４７） 

(キ) 続いて、Ｈの平成７年９月期においては、ｍ及びｋは、Ｄに対する架空の支払手数料

の計上額を１６００万円とすることを決め、原告の了承を得た。そして、ｋは、Ｈの総勘

定元帳に、平成６年１２月１６日付けで５０４万円、同７年３月３１日付けで９８万円、

同年４月２８日付けで１９６万円、同年７月１５日付けで２９４万円、同年８月３１日付

けで５０８万円を、いずれもＤに対する未払金として計上し、これに基づいて確定申告を

した。 

 上記１６００万円の決済については、原告から早く支払うよう催促されていたものの、

Ｈの資金繰りが苦しくて支払えずにいたところ、ｋは、平成８年５月２７日、Ｈの事務所

において、原告から、原告が１７７４万円をＨ名義でＤ名義の口座に振り込んでおいたか

ら原告に３３４万円を支払うようにと要求された。原告は、ｋに対し、上記１７７４万円

は、未払金１６００万円に、これに対する消費税４８万円と平成６年９月期に計上した未

払金４２００万円に対する消費税１２６万円を合計したものであり、３３４万円の内訳は、

平成７年９月期に計上した未払金１６００万円の１割である１６０万円に、上記消費税を

合計した金額であると説明した。ｋは、Ｄに対する支払手数料として計上した金額は消費

税込みの金額であると認識していたものの、原告からの要求を拒絶することができず、結

局３４４万円を支払うこととし、同日、Ｙ銀行高輪支店のＨ名義の普通預金口座から１９

０万円、㋓銀行品川駅前支店のＨ名義の普通預金口座から２４５万円をそれぞれ引き出し、

そのうち３３４万円を原告に手渡した。 

（以上につき、乙４８） 

(ク) Ｈの平成８年９月期においては、ｋは、原告から、期中にもＤに対する支払手数料を

決済しておいた方がよいとして、３０００万円くらい決済してはどうかと提案されたこと

から、ｍに相談した結果、決算期前にＤに対する架空の支払手数料として３０００万円を

支払うこととした。 

 そして、ｋは、平成８年９月１９日、ⓗ信用金庫新橋支店のＨ名義の普通預金口座から、

架空の支払手数料３０００万円と消費税９０万円の合計３０９０万円をＹ銀行名古屋駅

前支店のＤ名義の普通預金口座に振り込んだ。そして、ｋが原告に電話で上記のとおり振

り込んだ旨を連絡したところ、原告から、現金を渡したい旨の連絡があったが、その翌日

頃、原告から都合が悪くなったので原告の弟であるⓖから渡す旨の連絡があった。そこで、

ｋが指定された銀座の事務所に赴くと、ⓖから２７００万円を現金で手渡された。 

（以上につき、乙４９） 

(ケ) さらに、Ｈの平成８年９月期においては、決算処理の過程でも、Ｈの利益を低額に抑

えるため、Ｄに対する支払手数料を更に上乗せすることとし、平成８年１０月頃、ｍとｋ

は、２０００万円を計上することとして、原告の承諾を得た。しかし、その後、決算報告

書に計上漏れの収入等があることが判明したことから、ｋが計算し直した結果、Ｄに対す
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る架空の支払手数料を２４７２万円（消費税込み）とすることとなり、原告の承諾も得た

ことから、ｋは、Ｈの総勘定元帳にその旨の記載をするとともに、Ｈの所得額を約５４０

万円に抑えた内容の確定申告をした。 

 そして、ｋは、上記架空の支払手数料として計上した２４７２万円の決済については、

まず、平成９年８月１９日頃、上記２４７２万円のＨへのバック金の一部として２０００

万円を原告から受け取ったｋが、同月２１日、ⓘ銀行高輪台支店のＨ名義の普通預金口座

からＹ銀行名古屋駅前支店のＤ名義の普通預金口座に２１６０万円を振り込んで１回目

の決済をした。この２１６０万円は、上記架空の支払手数料２４７２万円から消費税と原

告への報酬２４０万円の合計３１２万円を差し引いた金額であった。そして、上記３１２

万円については、ｋが、同年９月１６日に上記Ｄ名義の普通預金口座に振り込んで２回目

の決済をした。 

（以上につき、乙４９） 

イ 以上の事実を総合勘案すると、ｍ及びｋと原告は、Ｈの平成６年９月期から平成８年９月

期までの事業年度において、ＨがＤに対する架空の支払手数料を計上することによってＨの

所得金額を低額に抑え、これによって法人税等の脱税をすることとし、原告は、これに協力

することの報酬として、当該架空の支払手数料の額の１割程度を受領することを合意し、実

際にそれを受領していたものと認められる。 

 そして、平成９年９月１６日にＨからＤ名義の預金口座に振り込まれた３１２万円は、前

記ア(ケ)のとおり、Ｈの平成８年９月期に計上したＤに対する支払手数料２４７２万円（消

費税込み）の税抜き金額２４００万円の１割である２４０万円及び消費税相当額７２万円の

合計額であるところ、これは、原告がＨの脱税行為に協力したことに伴い、原告自身が得た

収入と認められるから、原告の平成９年分の雑所得に該当するものと認められる。 

ウ(ア) これに対し、原告は、Ｈに関連する報酬は、Ｄに帰属し、そうでないとしてもＢ又は

Ｃに帰属すると主張する。 

 確かに、前記アのとおり、Ｈからの原告に対する報酬相当額を含む金員の振込先口座の

名義はＤであったが、前記アのとおり、原告は、Ｈに対し、事業実体のないＤに対する架

空の支払手数料を計上することによる脱税行為を提案してこれを実行したと認められる

のであり、架空の支払手数料額をＤ名義の口座に振り込むことによってこそ、脱税行為の

実行がされたということになるのであるから、そのことをもって、脱税への協力行為の報

酬相当額がＤに帰属することにならないことは明らかというべきである。また、Ｂ又はＣ

に帰属することを認めるに足りる証拠もない。 

 したがって、原告の上記主張は採用できない。 

(イ) また、原告は、Ｈにおいては、原告に対する報酬相当額とされた額を含む脱税行為に

関連する金額について、実質的に損金算入しており、これを課税庁も認めているのである

から、原告に対する報酬相当額とされる金額を原告の雑所得とすることは矛盾する旨主張

するが、前記アのとおり、原告が現実に得た所得があると認められる以上、その認定がＨ

の経理上の処理によって左右されるものでないことはいうまでもない。 

(7) 争点⑩（Ｏの売却による収入の帰属及びその計上時期）について 

ア 証拠（該当箇所に掲記したもの）によれば、次の各事実が認められ、この認定に反する証

拠又は証拠の部分は信用できず、他にこの認定を左右するに足りる証拠はない。 
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(ア) ガス器具等の製造等を営むＮ及びガス器具等の販売を営むⒸほか関連する各会社か

らなるⒸグループ並びにそのオーナー一族であるⒹ一族は、昭和６２年頃から、Ｙ銀行名

古屋支店から紹介された原告を顧問として、Ⓒグループの会計及び税務処理のアドバイス

を受けるほか、Ⓓ一族の資産管理や相続税対策等に関する相談をするようになった。（乙

１６、１７） 

(イ) Ⓒグループの創業者の長男であるⓙ（以下「ⓙ」という。）は、ⒸやＮを設立したほ

か、その他のガス器具等の製造会社や販売会社を設立するなどしてⒸグループを拡大させ

ていったが、昭和５６年３月にⓙが代表取締役会長の職に退いてからは、Ⓔ社長がⒸグル

ープ各社の代表取締役となって経営を引き継ぎ、ⓙ及び役員をしている叔父ら（Ⓗ、Ⓕ及

びＬ）の意見を聞きながら、その経営を行っていた。 

 その後、昭和６３年１０月にはⒽが、平成４年８月にはⓙがそれぞれ死去し、このころ、

Ⓕ及びＬもⒸグループの経営から退いたため、平成４年頃からは、Ⓔ社長がⒸグループの

経営を取り仕切るようになった。 

（以上につき、乙１６、１７） 

(ウ) Ⓒグループの各会社の株式については、会社設立の段階で、ⓙだけでなく、Ⓔ社長の

叔父らが相当程度保有しており、ⓙが死去した後は、Ⓔ社長のほか、ⓙの他の相続人、Ⓗ

の相続人、Ⓕ、Ｌ等のⒹ一族が保有しており、平成５年１２月１０日の時点でも、Ⓔ社長

は、自らの資産管理会社及びⒺ社長の実子名義のものを合わせても、Ⓒ及びＮの各会社の

株式のうちそれぞれ約２０パーセントを保有するにすぎなかった。 

 そこで、平成４年頃からは、Ⓔ社長以外のⒹ一族の多くがⒸグループの経営に関与して

おらず、その保有している株式の買取りをⒺ社長に要請してくるようになったのに加え、

Ⓔ社長も、将来相続等が発生することによってⒸグループ各社の株式が分散することを回

避し、グループ各社の株式を安定株主に保有させて経営の安定を図りたいと考えた。こう

して、Ⓔ社長は、同５年頃から、自己の家族以外のⒹ一族等から株式の買取りを順次行い、

同７年１０月には、Ⓒにおいて、Ⓓ一族が保有するＮの株式２万４０００株余りを、類似

会社比準方式（非上場会社の株価の評価方法で、同業同程度の類似上場会社の株価を参考

にして非上場会社の株式買取価格を決定する方式）で評価した株価に基づき、合計８６億

円余りで買い取った。 

 しかし、この時点で、なお６万７２０４株のⒸの株式をⒺ社長及びその家族以外のⒹ一

族が保有していたことから、Ⓒグループとしては、経営を安定させるためには、これらの

株式を更に買い取る必要があった。 

（以上につき、乙１６、１７） 

(エ) Ⓔ社長及びⓂ部長は、前記(ウ)の平成７年１０月のＮの株式買取りに先立ち、同年夏

頃、買取りに伴う会計及び税務上の問題について原告に相談したところ、原告は、Ｎの株

式を買い取る際には、類似会社比準方式を採っても構わないが、ⒸグループがⒸの株式を

買い取るときには、Ⓒが株式保有特定会社に該当することになるから、類似会社比準方式

は採用できず、純資産価格方式による額、すなわちⒸの純資産額を総発行株式数で割った

額で株式を買い取らなくてはならない旨を説明した。そして、原告は、Ⓒの株式の１株当

たりの価額は、類似会社比準方式で算出すると１０数万円程度にとどまるものの、これを

純資産価格方式で算出すると３０万円から４０万円くらいとなり、Ⓓ一族から６万７００
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０株余りの株式を買い取るためには、２００億円から３００億円の資金が必要になると指

摘した。 

 しかし、Ⓔ社長には、２００億円から３００億円もの資金を調達する能力はなく、Ⓒグ

ループとしてその資金を借り入れることも、グループ各社の財務状況を悪化させることは

明らかであった。そこで、Ⓔ社長とⓂ部長は、将来Ⓒの株式を買い取ることに備えて、原

告に、Ⓒの株価を引き下げる方法はないかと尋ねたところ、原告は、Ⓒの純資産価格方式

による株価を下げるためには、額面による第三者割当増資を行い、Ⓒの総株式数を増加さ

せればよいと説明するとともに、額面で第三者割当増資を行うことによって株式引受人に

受贈益が生じ、それに対する課税が生じることについては、「赤字が大きい会社を買って

利用すればよいでしょう。赤字会社は、私が探してきます。」などと提案した。 

 そして、原告は、そのころ「Ⓒ御提案書」と題する書面を作成してⒺ社長及びⓂ部長に

交付し、赤字会社を利用して純資産価格方式による株価を下げるスキームの具体的内容を

提案し、赤字会社の購入を勧めた。しかし、Ⓔ社長及びⓂ部長は、将来的にⒸの株式を買

い取る必要があることは認識しつつも、原告には、平成９年から同１０年頃になるだろう

と伝えており、原告が提案する赤字会社を利用するスキームを利用するかどうかについて

も、 終的にⒸグループの資本関係を整理するまでのスキームを作成し、その全体の合法

性や妥当性を検討する必要があると考えていた。そして、同８年９月頃、原告から赤字会

社を利用した純資産価格方式による株価を引き下げるスキームにより、株価を６０万円余

りから約４０万円又は３２万円余りに引き下げられる旨の提案を受けたときにも、Ⓔ社長

は、早期にⒸの株式を買い取ることは困難であると考え、これを受け入れる返事はしなか

った。 

（以上につき、乙１６、１７、２０、２７） 

(オ) 他方、原告は、公認会計士及び税理士として、ⓄのオーナーであったⓅが相続税対策

のために設立した関係会社４社の整理を依頼されていたが、Ⓟが平成６年５月に死亡した

ことから、Ⓟの遺産分割を優先させ、それが終了した同７年１月頃から、上記関係会社の

整理を再開した。 

 上記関係会社には、Ｏ、Ｐ、有限会社ⓚ（以下「ⓚ」という。）及び有限会社ⓜ（以下

「ⓜ」という。）があったところ、故Ⓟの遺産分割においては、Ⓞの株式２５９万２７０

０株、ⓚの出資持分１３万口余り及びⓜの出資持分３万口余りを財団法人ⓝ（以下「ⓝ」

という。）に寄付することとして、ⓝをⓄの安定株主とするとともに、Ⓟの長女であり、

上記関係会社４社の役員となっていたⓆがⓚ、ⓜ及びＰの出資持分や関係会社４社の債務

などを相続することとして、これらの整理を行うこととなった。 

 そして、Ⓠは、原告の助言の下、平成７年４月、Ｐにⓜを、Ｏにⓚを吸収合併させるな

どして、ＰとＯの２社にし、両社が保有していたⓄの株式を、借入金の代物弁済に充てた

り、市場で売却したりして債務の整理を進めた。ところが、Ｐ及びＯの代表者であったⓆ

がⓄ及びⓝの理事でもあったことから、証券会社から、上記株式の売却等がインサイダー

取引になるおそれがあるとの指摘を受けたため、同年１１月、原告がＰ及びＯの取締役と

なり、代表者となった。 

 その後、平成８年１月頃、Ⓠが所有するＰ及びＯの各出資持分を両社に対する未払金と

相殺する形で両社に売却した上で、原告は、ＰとＯの減資を行い、ⓝが所有する両社の出
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資持分全部をⓄの株式で減資払戻しすることによって、ⓝの所有する両社の出資持分をⓄ

の株式に置き換えた。 

 このようにして、ＰとＯは、ⓄやＱ一族との関係がなくなったが、両社は、Ⓞの株価が

高い時にその株式を現物出資で受け入れたため、その簿価が高額だったものの、上記の減

資払戻しでは低い株価で評価したため、Ｏは１７７億円余り、Ｐは６６億８０００万円余

りの売却損を計上し、平成８年３月３１日現在で、Ｏは４２２億７０００万円余り、Ｐは

２７３億円余りの欠損金を抱えていた。 

 そのような中、原告は、平成７年頃から、Ⓞの監査役であったⓇに対し、ＯとＰを譲っ

てもらいたいと要請していたところ、平成８年１月頃、Ⓡは、Ⓠらの了解を得て、これを

承諾した。 

（以上につき、乙１８、１９） 

(カ) 原告は、平成９年春頃、Ⓔ社長及びⓂ部長に対し、Ｏ及びＰという赤字会社２社を特

定した上で、Ｏに約４２０億円、Ｐに約２７０億円の欠損金が出ることになった、２社の

オーナーは、欠損金の３パーセントの２０億円くらいで売ると言っているが、急いで資金

を必要としているので、すぐに売りたいと言っている、などと言って、上記２社を早期に

購入することを勧めた。 

 そして、原告は、Ⓒグループが、ＯとＰを購入し、両社がそれぞれ５０パーセントを出

資して別の有限会社㋔を設立し、これら３社がそれぞれ５０パーセントずつの出資金を持

ち合う関係を作った上、額面５００円で発行済株式数の２倍、すなわち１９万２０００株

のⒸの株式をＯとＰに割り当てる旨のスキームが記載された提案書をⒺ社長及びⓂ部長

に交付した。この提案によると、Ⓒの株価は、純資産価格方式によっても２１万円程度に

下げることができ、Ⓓ一族が保有する株式を買い取るために必要な資金は、１３０億円程

度にとどまるとされており、買取価格を約２７０億円圧縮できるというものであった。 

 Ⓔ社長は、Ⓒグループ全体の資本構成などを考えた 終段階までのスキームを完成させ

てから赤字会社の購入を決めたいとは考えていたものの、原告からの上記提案を受け、Ⓓ

一族からもⒸの株式を買い取ってほしい旨の要望を受けていたことから、Ⓜ部長と相談し

た結果、Ⓒからの資金流出をできるだけ抑えた形でⒸの株式を買い取るためには、原告の

スキームに従うのがよいと考えるようになり、平成９年５月頃、原告の提案どおり、赤字

会社２社を買い取ることを決意し、その旨を原告に伝えた。これに対し、原告は、赤字会

社２社を購入した後も、Ⓒの株式の買取りまでのすべてのスキームが終了するまで、上記

２社の帳簿等を管理し、その経理処理もする旨述べた。 

（以上につき、乙１６、１７） 

(キ) Ⓔ社長は、Ｏ及びＰの売買価格については、前記のとおりそのオーナーから欠損金額

の３パーセントとの条件であると聞いていたことから、両社の確定申告書から算出した合

計２０億８３４５万１２００円で了承する旨をⓂ部長に伝えた。また、その購入代金の支

払については、Ⓔ社長は、当初はスキーム全体の進展に伴って段階的に支払うような方法

にしたいと考えていたが、原告から、早急に全額を支払うよう求められたことから、これ

を了承した。 

 そして、赤字会社の購入代金の経理処理については、Ⓜ部長において、将来第三者割当

増資後に赤字会社からⒸの株式を引き取る際に、Ⓒが自社株を取得する結果とならないよ
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う、Ⓔ社長の了解を得て、これを一時的に両社に対するＮからの貸付金又は仮払金として

出金することとした。 

 その後、Ｎは、平成９年７月１日、Ｙ銀行名古屋支店のＮ名義の口座から、原告が指定

したⓘ銀行赤坂支店のＯ名義の口座に２０億８３４５万１２００円を送金した。なお、Ⓔ

社長は、原告から、ＮからＯ名義の口座に振り込まれた金員については、原告が赤字会社

２社の元オーナーの会社に送金すると聞かされていた。 

 他方、原告は、Ⓔ社長の意向を受けて、平成９年７月１日付けで、Ｏの商号を「有限会

社ⓟ」に、Ｐの商号を「有限会社ⓠ」に変更し、その取締役にいずれも原告に替わってⒺ

社長が就任する旨の登記をした。また、有限会社ⓟ（以下「ⓟ」という。）については、

その出資持分全７０５口のうち５０５口を２０億８３４５万１２００円でⓟが買い取っ

て出資者に払い戻し、出資持分を２００口にする方法で減資の手続を行い、Ⓔ社長がⓟの

出資持分全２００口を取得した旨の平成９年８月２８日付けのⓟの臨時社員総会議事録

を作成し、同年１１月６日付けで減資の登記をした。 

（以上、乙１６、１７、１９、２０、弁論の全趣旨） 

(ク) 原告は、前記(キ)のとおりＯ名義の口座に振り込まれた２０億８３４５万１２００円

について、平成９年７月２日頃、Ⓦ（後記(8)ア(イ)のとおり、Ｑ一族の相続税対策のた

めに同年２月３日に設立した会社）名義の預金口座に振り替え、同年７月３日頃、これを

原告が代表者となっているⓡ株式会社（以下「ⓡ」という。）名義の口座に振り替えた。

他方、原告は、アメリカ合衆国ハワイ州にあるⓃホテルを購入しようと考え、同年４月４

日頃、申込金として２０万ドルを送金し、同年６月にはホテルを保有させるためのハワイ

州法人㋙（その後ⓣに商号変更）を設立し、その頃、中間金３０万ドルを送金するなどし

ていたところ、同年７月３日頃、ⓡ名義の口座に振り替えた上記２０億８３４５万１２０

０円のうち１９億９７１５万２６１０円を出金し、ⓡの名義でＹ銀行名古屋駅前支店から

借り入れた約５億３０００万円と合わせた２１７０万ドルをハワイに送金し、Ⓝホテルを

購入した。 

（以上につき、甲２、乙２０、３３、弁論の全趣旨） 

(ケ) その後、原告が提案したようなⓟ、有限会社ⓠ及び新設会社の３社が出資持分を持ち

合う関係の形成や第三者割当増資の実施等によるⒸの株価引下げ等のスキームが現実に

実行されることはなかったところ、平成１０年１月、Ⓔ社長のもとに国税局の調査が入っ

たことから、Ⓔ社長は、同年２月頃、㋕監査法人に原告の提案内容について相談し、スキ

ーム全体としてみると租税回避行為であるとみなされるおそれが高いとの回答を得たた

め、原告の提案したスキームの実施を中止した。 

（乙１６） 

イ 以上の事実を総合勘案し、また、原告が赤字会社となっていたＯ及びＰをＱ一族から譲り

受ける際、それに対する対価を支払う旨の合意がされたことを認めるに足りる証拠はなく、

上記２社は、原告が無償で譲り受けたものであると認められることを併せ考慮すると、Ｎか

らＯ名義の口座に振り込まれた２０億８３４５万１２００円は、原告がⒸグループに対して

提案した赤字会社２社を用いたⒸの株価の引下げ等のスキームの実現という事業の一環と

して、ⒸグループがＯ及びＰの出資持分を含む支配権の移転を受けたことに伴い、その役務

の対価として原告に対して支払われたものと認めるのが相当である。 
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 そして、前記アの事実に照らすと、上記の事業は、原告個人が原告個人のために行い、そ

の成果である報酬を直接自己に帰属させていたというべきであるから、ＮからＯ名義の口座

に振り込まれた金員は、原告個人に法律上帰属していたものと認められる。このことは、原

告が、上記振込みの直後に、その大半を自己のハワイのホテル購入の残金として費消してい

ることからも明らかというべきである。 

ウ そして、所得税法上の所得の確定の時期については、所得税法３６条１項は、その年分の

各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額について「その年において収入すべき金額」

とするとしていることから考えると、同法は、現実の収入があったか否かによるのではなく、

その収入の原因となる権利が確定した場合には、その確定の時点で所得の実現があったもの

としてこの権利確定の時期の属する年分の課税所得を計算するという建前（いわゆる権利確

定主義）を採用しているものと解される。すなわち、課税に当たって常に現実収入の時まで

課税することができないとしたのでは、納税者の恣意を許し、課税の公平を期し難いので、

徴税政策上の技術的見地から、収入の原因となる権利の確定した時期をとらえて課税するこ

とにしたものと解される。 

 そして、上記の収入の原因となる権利が確定する時期については、それぞれの権利の特質

を考慮し決定されるべきものであり、所得税法基本通達３６－８(5)が、事業所得のうち、

人的役務の提供による収入金額について収入すべき時期は、「その人的役務の提供を完了し

た日。ただし、人的役務の提供による報酬を期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて収

入する特約又は慣習がある場合におけるその期間の経過又は役務の提供の程度等に対応す

る報酬については、その特約又は慣習によりその収入すべき事由が生じた日」としているの

も、そのような観点に立つものと解される。 

 これを本件についてみると、確かに、前記アに認定したところによれば、原告は、Ⓒグル

ープに対し、Ⓒの株価を引き下げるという 終的な目標をもったスキームを提案し、その第

１段階として、赤字会社であるＯ及びＰを購入するという事業を行ったのではあるが、原告

が上記スキームを提案した時点において、その全体について具体的方法が定まっていたとは

認められず、また、その実現可能性の見通しが立っているといえるかも明らかではなかった

といえるし、スキーム全体に対する報酬の支払方法について原告とⒸグループとの間で合意

がされていたと認めるに足りる証拠がないことからすると、原告において、ＮにＯ及びＰを

取得させること自体が、完結した１つの事業であったとみることができ、Ｏ名義の口座に振

り込まれた金員も、当該事業に対する対価であったとみるのが相当である。 

 そうすると、前記アのとおり、Ｏ及びＰは、平成９年７月１日頃にはＮ側に譲渡されてい

たのであるから、これに伴う収入は、原告において同９年に収入すべき金額であるというの

が相当である。 

エ これに対し、原告は、Ⓒグループの株式買取対策の実行に係る業務は、Ｂが行ったもので

あるとして、その報酬であるＯ名義の口座への振込金は、Ｄ又はＢに帰属する旨主張するが、

Ｄ又はＢにおいて上記業務を行ったことを認めるに足りる証拠はないから、上記主張は採用

できない。 

 なお、原告は、Ｂの平成９年６月期及び平成１０年６月期の総勘定元帳において、Ｏの売

却に係る事務に係る交通費の支出があり、また、Ｄ又はＡからの業務委託費が計上されてい

るから、当該事務はＢにおける業務として行った旨の主張をする（甲９参照。）が、当該総
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勘定元帳の記載と具体的業務との関連は明らかでない上、前記(5)のとおり、原告が行った

業務の一部をＢと同様の原告の関連法人であるＣに委託していることもあることからする

と、これらの記載をもって、Ｏの売却に係る手数料収入がＢに帰属するものと認めることは

できない。 

(8) 争点⑪（平成９年分のＱ一族から得た相続税の物納に係る手数料収入の帰属及びその計上

時期）について 

ア 証拠（該当箇所に掲記したもの）によれば、次の各事実が認められ、この認定に反する証

拠又は証拠の部分は信用できず、他にこの認定を左右するに足りる証拠はない。 

(ア) 原告は、Ⓞのオーナーであり、平成６年に死亡したⓅの遺産相続（同人が死亡して間

もなく同人の妻ⓨも死亡したことによるその相続を含む。）に関連し、公認会計士及び税

理士として、Ⓟの相続人であるＱ一族の税務に関する事務を行い、遺産分割の調整等にも

関与していた。 

 Ｑ一族の遺産分割については、相続人間で、平成７年１月には故Ⓟの遺産について、同

年３月には故ⓨの遺産について、それぞれ遺産分割協議ができていた。その結果、故Ⓟの

相続財産である東京都品川区内にある不動産（ⓈとⓉの建物及び敷地）につき、Ⓢについ

ては、Ⓤ（養子）、Ⓠ（長女）、Ⓥ（長男）、Ⓧ（二男）及びⓎ（三女）が共有で取得し、

Ⓣについては、故ⓨが取得した上で、更にⓍ及びⓎが共有で取得することとなったが、こ

れは、相続税の納付方法として、故Ⓟの遺産に関する相続税をⓈの物納により、故ⓨの遺

産に関する相続税をⓉの物納によりそれぞれ納付することを予定してのものであり、これ

は、原告の提案に基づくものであった。 

 そして、原告は、Ｑ一族の相続税の申告手続を行うとともに、平成７年１月１９日には

Ⓢについて、同年３月１６日にはⓉについて、それぞれの相続人名義で作成した相続税物

納申請書を雪谷税務署に提出した。 

 しかし、平成８年１１月頃、相続税の軽減措置が採られたことに伴い、職権で相続税の

更正が行われ、その結果、同年１２月１８日付けでⓈについての物納は認められたものの、

Ⓣについては、物納の必要がなくなったとして同月下旬に取り下げることとなり、Ⓣの取

扱いについては、再度相続人間で協議する必要が生じた。（以上につき、乙２８から３３

まで） 

(イ) Ｑ一族は、協議の結果、Ⓣをⓝに寄付することとし、それに関する税務処理や相続人

間の手取額の調整を原告に依頼した。 

 原告は、平成９年１月頃、Ｑ一族に対し、Ⓤが１億７５１０万円、Ⓠが７億１３４５万

円、Ⓥが２億１１４５万円をそれぞれ出資してⓌという新会社を設立し、ⓌがⓍに６億１

２４８万５０００円、Ⓨに４億４４９９万５０００円を支払ってⓉを購入した上で、Ⓦが

これをⓝに寄付し、これによってⓌは資産も負債もゼロとなって役割を終えることから、

直ちに消滅させるというスキームを提案したところ、Ｑ一族はこれを受け入れることとし

た。 

（以上につき、乙２８から３３まで） 

(ウ) そこで、原告は、平成９年１月頃、Ｑ一族に対し、「Ｑ家物納手数料計算書」と題す

る書面を送付し、Ｑ一族各人の分割割合を明示して、手数料として１億１０００万円を請

求した。上記書面には、「なお、当方の便宜上（有）Ⓦから手数料として受け取りたく、
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上記金額を（有）Ⓦの設立時の出資金に加えて処理していただきたく、お願い申し上げま

す。」と記載されていた。 

 そして、Ⓠは、同年１月３１日頃、上記Ⓦの出資金１１億円と原告への報酬１億１３３

０万円（消費税込み）の合計１２億１３３０万円を、Ｙ銀行荏原支店のⓌ名義の別段預金

に入金した。 

 また、原告は、同年２月３日、Ⓦを設立し、自ら同会社の取締役に就任して代表者とな

った。 

（以上につき、乙２８から３３まで） 

(エ) そして、原告は、平成９年２月４日、Ｑ一族をＹ銀行荏原支店に集め、相続人間の金

員の授受等を行わせたり、Ⓣの売買契約書を作成したりしたが、その際、同支店に開設し

たⓌ名義の普通預金口座に別段預金から１２億１１００万円を入金し、そのうち１０億５

７４８万円をⓉの売買代金として、Ⓧ及びⓎの口座に振り込んだ。また、この席上、Ｑ一

族の遺産分割が 終的に完了したことを確認するため、Ｑ一族が署名押印した「合意書」

及び「手続承認書」並びにⓌの代表取締役である原告が署名押印したＱ一族宛ての「報告

書」などを作成した。 

 上記「合意書」は、Ｑ一族が、故Ⓟの相続財産に係る平成７年１月１２日付け遺産分割

協議及び故ⓨの相続財産に係る同年３月１１日付け遺産分割協議並びに「これに付帯する

手続」を経て、それぞれ 終的に金員を受領したことを相互に確認することなどを内容と

するものであった。また、上記「報告書」は、「当社こと有限会社Ⓦは、Ⓤ氏から金１億

７５１０円、Ⓠ氏から金７億１３４５万円およびⓋ氏から金２億１１４５万円の出資を受

けたうえ、不動産を購入し、この不動産の売主であるⓍ氏に金６億１２４８万５０００円

を、また同Ⓨ氏に金４億４４９９万５０００円を、それぞれ支払い、その後右不動産を寄

附し、さらに右不動産の各移転に伴う諸経費を支払うなど残務の処理を行うことにより、

無資産の状態となるものであることを御報告するとともに、当社と貴殿らとの間には、何

らの債権債務が存しないことを確認いたします。」というものであり、上記「手続承認書」

は、「私たちは、いずれも有限会社Ⓦの平成９年２月４日付報告書記載のとおりの内容を

承認し、かつ右内容実行のために同社の株主としての権利が行使されることを承認すると

ともに、右内容の手続の実行をもって同日付合意書第１項の「付帯する手続」が実行され

たものであって、今後私たちにおいて、同社に対し、出資金もしくは不動産の返還を求め、

あるいは同社の株主としての権利行使を求めたりすることはなく、私たちと同社との間に

は、何らの債権債務が存しないものであることを、確認いたします。」というものであっ

た。 

 そして、原告は、平成９年２月１９日付けで、Ⓣの土地建物について、Ⓧ及びⓎが直接

それぞれの持分をⓝに寄付した旨の所有権移転登記手続をした。 

（以上につき、乙２８から３３まで） 

(オ) 原告は、Ⓦ名義の普通預金口座から口座開設日である平成９年２月４日にⓍ及びⓎに

対するⓉの売買代金１０億５７４８万円を振込みにより支払った残額の１億５３５２万

円について、同月２５日に３６００万円余り、同月２８日に３０００万円余り、同年３月

２６日に４５００万円余り、同年４月３日に３８００万円余りをそれぞれ出金していると

ころ、同年２月２８日、３月２６日及び４月３日に出金した合計１億１３００万円余りに
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ついては、いずれも原告の知人が経営する会社に対する貸付金等に充てられた。なお、Ⓦ

の清算手続は行われなかった。（乙３３、３４） 

イ 以上の事実を総合勘案すると、Ｑ一族からⓌ名義の普通預金口座に振り込まれた１億１０

００万円は、原告がＱ一族から物納申請手続の依頼を受け、その際、Ⓦを利用した相続人間

の手取額を調整するスキームを提案して実行した上で、その事業に対する対価として原告に

対して支払われたものと認めるのが相当である。 

 そして、前記アの事実に照らすと、上記の事業は、原告個人が原告個人のために行い、そ

の成果である報酬を直接自己に帰属させていたというべきであり、原告がその収益を実質的

に支配していたものと認められるから、Ｑ一族からⓌ名義の口座に振り込まれた金員は、原

告個人に法律上帰属していたものと認められる。このことは、原告が上記振込みの直後にそ

の金額のほぼ全額を知人の経営する会社に対する貸付金として費消していることからも明

らかというべきである。 

ウ これに対し、原告は、Ⓦ名義の口座に振り込まれた金員は、Ｄ又はＢに帰属すべきもので

あると主張するが、Ｑ一族の遺産相続に関する業務をＤ又はＢにおいて行ったと認めるに足

りる証拠はなく、上記主張は採用できない。 

 また、原告は、Ⓦの清算手続が終了していないから、人的役務の提供が終了しておらず、

上記金員は収入として計上できない旨の主張をする。確かに、前記アに認定したところによ

れば、Ｑ一族は、原告から、Ⓦを清算して消滅させることを予定している旨の説明を受けて

いたが、Ⓦの清算手続は行われていないのであるが、前記ア(エ)のとおり、Ｑ一族と原告と

の間では、平成９年２月４日をもって業務がすべて完了した旨の確認がされているのであっ

て、原告がＱ一族に対して提案したスキームは、同日の関係書類への署名押印及び１億１０

００万円の支払によって実質的に終了したと認められるから、これをもって役務の提供は完

了したものと認めるのが相当であり、上記金員は、平成９年に原告が収入すべき金額と認め

られる。なお、証拠（乙３３）によれば、原告は、その後、Ⓦを前記(7)ア(ク)のとおりⓃ

ホテルを所有するための現地法人として設立したⓣの株主としていることが認められるの

であって、このように自己のために利用していたⓌが清算されていないことをもって役務が

完了していない旨の主張をすることは、失当といわざるを得ない。 

 さらに、原告は、上記金員には、清算費用等も含まれており、その金額が確定していない

旨の主張をするが、上記のとおり、Ⓦの清算は業務の内容であったとは認められないのであ

るから、上記主張はその前提において失当である。 

 なお、Ｂの総勘定元帳の記載をもって、Ｑ一族に対する業務に係る収入がＢに帰属すると

認めることができないことは、前記のとおりである。 

(9) 争点⑫（ＬＰＳ第５物件の建物の減価償却費の認定の適法性）について 

ア 証拠（乙４、乙５２の３、５３の３、５４の４、５５の３、５６の３）によれば、原告は、

平成２年１１月頃、Ⓩ及びⓐの２か所の施設から構成されるＬＰＳ第５物件の持分を取得し、

同８年１０月に売却するまでの間である平成４年分から同８年分までの確定申告において、

同物件に係る収支を事業損失として申告していたことが認められるところ、被告は、原告に

よる上記各申告におけるＬＰＳ第５物件に係る必要経費の計上には、減価償却費の計算にお

いて誤りがある旨主張する。すなわち、原告は、ＬＰＳ第５物件の建物に係る減価償却費の

計算において、その耐用年数及び定額法に基づく償却率を、Ⓩについては耐用年数３年、償
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却率０．３３３と、ⓐについては耐用年数８年、償却率０．１２５としていたのに対し、被

告は、耐用年数をⓏについては２４年、ⓐについては３１年とすべきであると主張する。こ

れは、ＬＰＳ第５物件建物の構造について、原告が「木造」であるとして申告したのに対し、

被告は「れんが造」であると主張することによるものである。 

 そこで、ＬＰＳ第５物件の構成物件であるⓏ及びⓐの建物（以下併せて「ＬＰＳ第５物件

建物」という。）の構造について検討する。 

イ 乙５８は、名古屋国税局収税官吏が、アメリカ合衆国ミシガン州に所在する上記両建物の

不動産登記簿の写し等を調査した結果の報告を受け、これを報告書にまとめたものであると

ころ、その報告によると、ＬＰＳ第５物件建物は、いずれもその構造はれんが造りであると

されている。 

 ところで、耐用年数通達１－２－１は、建物を構造により区分する場合において、どの構

造に属するかは、その主要柱、耐力壁、又ははり等その建物の主要部分により判定するとし

ているところ、乙５８によっても、ＬＰＳ第５物件建物の柱がいかなる材質のものかは判断

することができない。もっとも、乙５８の別添資料であるＬＰＳ第５物件建物の不動産登記

簿の写しを調査した結果を記載した書面によれば、外壁はいずれも「表面煉瓦造り」とされ、

特にⓏについては、「コンクリートブロックの上に煉瓦を貼り付けたものと思われる」と記

載されている。また、建物の基礎はいずれも「コンクリート」と記載されている。 

 これらの事情に照らすと、ＬＰＳ第５物件建物の主要部分の構造は、れんが造り又はコン

クリート造りと認められるというべきであり、ＬＰＳ第５物件建物は、いずれも耐用年数省

令別表第１の「れんが造、石造又はブロック造のもの」に該当するものと認めるのが相当で

ある。 

 これに対し、原告は、平成３年頃現地に赴き、ＬＰＳ第５物件建物の柱は木造であり、壁

の中には類焼を防ぐためにれんがを入れてある旨の説明を受けたとして、ＬＰＳ第５物件建

物の構造は木造であると主張し、それに沿う内容の原告の陳述書（甲４）がある。しかし、

原告が実際にそのような説明を受けたことを裏付ける証拠はなく、仮にそのようなことがあ

ったとしても、その説明内容を客観的に裏付ける証拠もないから、上記陳述書の内容を信用

することはできず、原告の上記主張は採用できない。 

ウ 以上に認定したところにより、ＬＰＳ第５物件建物の耐用年数について検討する。 

 ＬＰＳ第５物件建物は、いずれも療養施設であるから、耐用年数省令別表第１（ただし、

平成４年分については平成５年大蔵省令第４８号による改正前のもの、平成５年分について

は平成６年大蔵省令第４２号による改正前のもの）の構造が「れんが造、石造又はブロック

造のもの」のうち、「旅館用、ホテル用又は病院用のもの」に該当し、その耐用年数は４２

年となるのが原則である。 

 ところが、乙５８によれば、ＬＰＳ第５物件建物の建築年月は、Ⓩが１９６９年８月、ⓐ

が１９７７年５月頃であると認められるところ、前記アのとおり、原告がこれらの持分を取

得したのは、平成２年（１９９０年）１１月であるから、原告は、中古物件を取得したこと

になる。 

 そして、耐用年数省令３条１項は、個人が、別の個人において使用、又は法人において事

業の用に供された減価償却資産を取得してこれを個人の業務の用に供した場合における当

該資産の耐用年数は、その用に供した時以後の使用可能期間の年数によることができるとし、
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耐用年数通達１－５－２「中古資産の耐用年数の見積りの簡便法」（平成６年課法２－１に

よる改正前のもの）は、残存耐用年数を見積もることが困難であるときは、法定耐用年数の

一部を経過した資産については、当該資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に経

過年数の１００分の２０に相当する年数を加算した年数とすることができる旨を規定して

いるところ、ＬＰＳ第５物件建物については、残存耐用年数を見積もることが困難であると

認められるから、上記「中古資産の耐用年数の見積りの簡便法」にしたがってＬＰＳ第５物

件建物の耐用年数を計算すると、次のとおりとなる。 

Ａ Ⓩ 

 （４２年－２１年３月（経過年数）） 

   ＋（２１年３月（経過年数）×２０／１００）＝２４年 

Ｂ ⓐ 

 （４２年－１３年６月（経過年数）） 

   ＋（１３年６月（経過年数）×２０／１００）＝３１年 

エ そして、この耐用年数に基づき計算したＬＰＳ第５物件に係る必要経費に算入すべき減価

償却費（平成４年分及び同５年分に係るもの）は、別表７－１及び同７－２の各「本年分の

必要経費算入額」欄記載のとおり、平成４年分が１０９６万９１３３円、同５年分が１１９

４万４０３４円であると認められる。他方、乙５２の３及び５３の３によれば、原告が平成

４年分及び同５年分の確定申告の際に減価償却費として必要経費に算入した金額は、平成４

年分が３６６１万８５４９円、同５年分が３７５９万３４５３円と認められるから、これら

と上記認定額との差額である同４年分２５６４万９４１６円、同５年分２５６４万９４１９

円が、原告において過大に計上した額であると認めるのが相当である。 

(10) 争点⑬（更正処分の理由付記の不備の有無）について 

 原告は、本件各更正処分については、所得税法１５５条２項に基づき、その更正の理由を付

記しなければならないところ、信ぴょう性のある資料の摘示や処分の具体的根拠の明示を欠い

ているから、いずれも違法である旨主張する。 

 しかし、原告については、平成１１年８月４日付けで本件青色取消処分がされており、これ

は後記４のとおり適法なものと認められるところ、その結果、原告の申告書は、所得税法１５

０条１項本文により本件各係争年分においては青色申告書以外の申告書（いわゆる白色申告

書）とみなされるから、同法１５５条２項の適用はなく、その更正処分には理由の付記は不要

となる。 

 したがって、原告の上記主張は、その前提を欠くものというべきである。なお、原告は、課

税庁が更正処分を行うと同時に青色申告の承認の取消処分をする場合には、更正が適法に行わ

れたことが前提になるところ、ここにいう「適法」には理由付記がされていることも含まれる

と解するべきであるとし、その理由は、このような場合に理由付記を不要とすると、課税庁の

恣意性を排除するという法の趣旨を没却するからである旨の主張をする。しかし、所得税法そ

の他の関係法令をみても、そのように解すべきとする規定は見当たらず、原告の上記主張は採

用できない。 

(11) 争点⑭（更正期間徒過の違法の有無）について 

 原告は、平成４年分更正処分及び平成５年分更正処分は、期間制限７年が適用される場合で

ないから違法である旨主張するが、後記６のとおり平成４年分重加算税賦課決定処分及び平成
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５年分重加算税賦課決定処分はいずれも適法であるから、上記主張は理由がない。 

４ 本件青色取消処分の適法性について 

 前記３(5)ア(オ)のとおり、原告は、Ｆの出資持分の売却についてのコンサルティング業務に

係る報酬として、Ｖから平成４年７月１７日に２億５１７２万５８１３円を受領しており、これ

は、平成４年分の原告の事業所得とされるべきものであるのに、原告は、これを自己の事業収入

の総勘定元帳に記載せず、Ｙ銀行名古屋支店のＤ名義の普通預金口座に入金したことが認められ

るところ、前記３(5)に認定したところによれば、上記事実は、平成１１年法律第１６０号によ

る改正前の所得税法１５０条１項３号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又

は仮装して記載し又は記録し」たことに該当するものと認められる。 

 したがって、本件青色取消処分は適法である。 

５ 平成４年分更正処分、平成５年分更正処分及び平成９年分更正処分の適法性について 

(1) 前記１から４までに判断したところによれば、 

① 原告の平成４年分の所得税の算出に当たって、ＥからのＬＰＳ取引の紹介手数料１８５１

万６４７１円及びＶからのＦに係るコンサルティング業務報酬２億５１７２万５８１３円

は原告の事業所得とされるべきものであり、原告による確定申告においてＬＰＳ第５物件に

係る減価償却費として計上されたもののうち２５６４万９４１６円は過大に計上されたも

のとして原告の事業所得の金額に加算されるべきものであり、 

② 原告の平成５年分の所得税の算出に当たって、ＥからのＬＰＳ取引の紹介手数料２５３４

万７８５２円は原告の事業所得とされるべきものであり、原告による確定申告においてＬＰ

Ｓ第５物件に係る減価償却費として計上されたもののうち２５６４万９４１９円は過大に

計上されたものとして原告の事業所得の金額に加算されるべきものであり、 

③ 原告の平成９年分の所得税の算出に当たって、Ｎに対するＯ及びＰの売却に係る収入２０

億８３４５万１２００円及びＱ一族から受領した相続税の物納等に係る収入１億１１００

万円は原告の事業所得とされるべきものであり、 

これらの事情に、前記３(10)及び(11)のとおり、本件各更正処分には、理由付記の不備又は更

正期間徒過の違法が認められないこと、前記４のとおり本件青色取消処分が適法であること、

原告の確定申告の内容及び弁論の全趣旨を総合考慮すると、前記３の各争点以外のところを含

め、前記第２の２記載のとおりの被告が平成４年分更正処分、平成５年分更正処分及び平成９

年分更正処分の根拠として主張するところは、いずれも適法であると認められる。 

(2) そして、前記(1)の点を踏まえ、所得税法８９条１項（平成４年分及び同５年分につき、平

成６年法律第１０９号による改正前のもの、平成９年分につき、平成１８年法律第１０号によ

る改正前のもの）その他関係法令に従って計算すれば、前記第２の２記載の被告の主張に係る

本件各更正処分の根拠のとおり、平成４年分の原告の総所得金額は２億７９４９万２３８０円、

納付すべき所得税額は１億０９７９万３０００円、同５年分の原告の総所得金額は６１６１万

１０５８円、納付すべき所得税額は７４４万７１００円、平成９年分の原告の総所得金額は２

１億１１１１万８２５３円、納付すべき所得税額は１０億３７６５万３０００円であるとそれ

ぞれ認められる。 

 そして、平成４年分更正処分、平成５年分更正処分及び平成９年分更正処分における納付す

べき所得税額は、いずれも上記各金額を下回るから、上記各更正処分は、いずれも適法である

と認められる。 
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６ 平成４年分賦課決定処分及び平成５年分賦課決定処分の適法性について 

(1) 平成４年分賦課決定処分の適法性について 

ア 平成４年分重加算税賦課決定処分の適法性について 

 平成４年分更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった所得税額１億３２１９

万７３００円のうち、ＥからのＬＰＳ取引の紹介手数料及びＶからのＦに係るコンサルティ

ング業務報酬に対応する金額は１億０７１２万円であると認められるところ、前記３(4)及

び(5)に認定したところによれば、これらの部分は、原告が国税通則法６８条１項に規定す

る「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、

又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」

に該当すると認められるから、上記金額について、同項の規定に基づき重加算税の額を算出

すると３７４９万２０００円となる。これは、平成４年分重加算税賦課決定処分における重

加算税額と同額であるから、同処分は適法であると認められる。 

イ 平成４年分過少申告加算税賦課決定処分の適法性について 

 平成４年分更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった所得税額１億３２１９

万７３００円のうち、前記アの重加算税の賦課決定の対象となった所得及び国税通則法６５

条４項に規定する正当な理由があると認められる青色申告特別控除額（別紙の第２の１(1)

ア(ア)ｂ(e)）に対応する税額を除く部分の税額２５０３万円について、同法６５条１項及

び２項の規定に基づき過少申告加算税の額を算出すると３６２万４５００円となる。これは、

平成４年分過少申告加算税賦課決定処分における過少申告加算税額と同額であるから、同処

分は適法であると認められる。 

(2) 平成５年分賦課決定処分の適法性について 

ア 平成５年分重加算税賦課決定処分の適法性について 

 平成５年分更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった所得税額２４０８万１

４００円のうち、ＥからのＬＰＳ取引の紹介手数料に対応する金額は１２６７万円であると

認められるところ、前記３(4)に認定したところによれば、この部分は、原告が国税通則法

６８条１項に規定する「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又

は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を

提出していたとき」に該当すると認められるから、上記金額について、同項の規定に基づき

重加算税の額を算出すると４４３万４５００円となる。これは、平成５年分重加算税賦課決

定処分における重加算税額と同額であるから、同処分は適法であると認められる。 

イ 平成５年分過少申告加算税賦課決定処分の適法性について 

 平成５年分更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった所得税額２４０８万１

４００円のうち、前記アの重加算税の賦課決定の対象となった所得及び国税通則法６５条４

項に規定する正当な理由があると認められる青色申告特別控除額（別紙の第２の１(2)ア

(ア)ｂ(c)）に対応する税額を除く部分の税額１１３０万円について、同法６５条１項及び

２項の規定に基づき過少申告加算税の額を算出すると１６０万８５００円となる。これは、

平成５年分過少申告加算税賦課決定処分における過少申告加算税額と同額であるから、同処

分は適法であると認められる。 

第４ 結論 

 よって、その余の点につき判断するまでもなく、本件訴えのうち、平成６年分更正処分、平成６
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年分各賦課決定処分、平成７年分更正処分、平成８年分更正処分、平成８年分賦課決定処分、平成

９年更正処分のうち純損失の額１９４８万８９２０円から純損失の額１４５１万０８７０円まで

の部分、及び平成９年分賦課決定処分の取消しを求める部分は不適法であるから、これらをいずれ

も却下し、その余の訴えに係る請求は理由がないから、これらをいずれも棄却することとして、訴

訟費用の負担につき、行訴法７条、民訴法６１条を適用して、主文のとおり判決する。 

 

東京地方裁判所民事第３８部 

裁判長裁判官 杉原 則彦 

   裁判官 角谷 昌毅 

   裁判官 澤村 智子 
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（別紙） 

本件各処分の根拠及び適法性 

 

第１ 本件青色取消処分の根拠及び適法性 

 原告は、Ｖ（以下「Ｖ」という。）による有限会社Ｆ（以下「Ｆ」という。）の出資持分の売却に係

る案件（以下「Ｆ案件」という。）についてのコンサルティング業務を行い、これに係る報酬として

平成４年７月１７日に受領した２億５１７２万５８１３円を自己の事業収入の総勘定元帳に記載せ

ず、Ｙ銀行名古屋支店Ｄ名義の普通預金口座に入金したところ、このような事実は、所得税法１５０

条１項３号（平成１１年法律第１６０号による改正前のもの）に規定する「帳簿書類に取引の全部又

は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し」たことに該当する。 

 したがって、本件青色取消処分は適法である。 

第２ 本件各更正処分の根拠及び適法性 

１ 本件各更正処分の根拠 

(1) 平成４年分 

ア 総所得金額 ２億７９４９万２３８０円 

 上記金額は、次の(ア)から(ウ)までの各金額の合計額である。 

(ア) 事業所得の金額 ２億３０８５万３１４１円 

 上記金額は、次のａ及びｂの各金額の合計額からｃの金額を控除した金額である。 

ａ 確定申告額 △３５４６万０４８７円 

 上記金額は、原告が確定申告書に記載した事業所得の金額である。 

ｂ 事業所得に加算される金額 ４億２８１５万２８３２円 

 上記金額は、次の(a)から(e)までの各金額の合計額である。 

(a) リミテッドパートナーシップＬＰＳ取引の紹介手数料 １８５１万６４７１円 

 【①⑬】 

 上記金額は、原告が、Ｚ（以下「Ｚ」という。）が代表取締役を務める株式会社Ｅ（以

下「Ｅ」という。）からアメリカ合衆国テネシー州にあるａ（ａ株式会社。以下「ａ」

という。）が募集するリミテッドパートナーシップ（以下「ＬＰＳ」という。）の出資権

売買のあっせんを依頼され、このあっせんの対価として受領した紹介手数料の金額であ

る。 

(b) コンサルティング業務報酬 ２億５１７２万５８１３円 

 【②⑬】 

 上記金額は、Ｆ案件に関するコンサルティング業務の報酬である。 

(c) 為替差益 ８万６２５５円 

 【⑬⑭】 

 上記金額は、Ｙ銀行名古屋駅前支店の原告名義の外貨預金口座（以下「本件外貨預金

口座」という。）に係る為替差益である。 

(d) ＬＰＳ取引に係る経費 １億５７７２万４２９３円 

 上記金額は、次のⅰ及びⅱの各金額の合計額である。 

ⅰ ＬＰＳ第１１物件に係る経費 １億３２０７万４８７７円 

 【⑬⑭】 
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 上記金額は、原告が出資を行っていないＬＰＳ取引である第１１物件ナーシングホ

ーム（以下「ＬＰＳ第１１物件」といい、以下ＬＰＳ取引に係るナーシングホームに

ついては同様に表記する。）に係る必要経費の合計額であり（詳細については、別表

２参照。）、原告の必要経費とはならない金額である。 

ⅱ ＬＰＳ第５物件に係る減価償却費 ２５６４万９４１６円 

 【⑫⑬⑭】 

 上記金額は、原告が確定申告時に必要経費に算入したＬＰＳ第５物件に係る減価償

却費のうち、耐用年数の誤りにより過大に計上された金額である。 

(e) 青色申告特別控除額 １０万円 

 【青色取消】 

 上記金額は、原告が確定申告時に記載した青色申告特別控除の金額であるが、原告の

青色申告の承認は本件青色取消処分により平成４年分以降は取り消されているため、原

告には当該控除は適用されない。 

ｃ 事業所得から減算される金額 １億６１８３万９２０４円 

 上記金額は、次の(a)から(c)までの各金額の合計額である。 

(a) ＬＰＳ取引に係る収入金額 １億０５８３万３２７８円 

 【⑬⑭】 

 上記金額は、前記ｂ(d)ⅰの原告が出資を行っていないＬＰＳ取引であるＬＰＳ第１

１物件に係る収入であり、原告の収入金額とはならないものである。 

(b) コンサルティング業務報酬に係る必要経費 ５６００万０８２４円 

 【②⑬】 

 上記金額は、次のⅰ及びⅱの各金額の合計額であり、前記ｂ(b)のＦ案件に係る必要

経費の金額である。 

ⅰ 情報提供料 ４５００万０４１２円 

 上記金額は、株式会社ｆに対して支払ったＦ案件の情報提供料である。 

ⅱ 手数料 １１００万０４１２円 

 上記金額は、Ｆ案件に関連してＣに支払った手数料である。 

(c) 雑費 ５１０２円 

 【①⑬】 

 上記金額は、ＬＰＳの出資のあっせんに関する外国為替チャージ料である。 

(イ) 給与所得の金額 ４７９０万円 

 上記金額は、原告が平成４年分確定申告書に給与所得として記載した金額と同額である。 

(ウ) 雑所得の金額 ７３万９２３９円 

 上記金額は、原告が平成４年分確定申告書に雑所得として記載した金額と同額である。 

イ 所得控除の額の合計額 １９２万８９７０円 

 上記金額は、原告が平成４年分確定申告書に記載した社会保険料控除の額８１万３９７０円、

生命保険料控除の額５万円、損害保険料控除の額１万５０００円、扶養控除の額７０万円及び

基礎控除の額３５万円の合計額である。 

ウ 課税される総所得金額 ２億７７５６万３０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額２億７９４９万２３８０円から前記イの所得控除の額の合
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計額１９２万８９７０円を控除した金額（国税通則法１１８条１項の規定により１０００円未

満の端数を切り捨てた後のもの。以下同じ。）である。 

エ 納付すべき税額 １億０９７９万３０００円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)の金額を控除した金額（国税通則法１１９条１項の規

定により１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。以下同じ。）である。 

(ア) 課税される総所得金額に対する税額 １億３４８８万１５００円 

 上記金額は、前記ウの課税される総所得金額２億７７５６万３０００円に所得税法８９条

１項所定の税率（平成６年法律第１０９号による改正前のもの）を適用して算出した金額で

ある。 

(イ) 源泉徴収税額 ２５０８万８４２５円 

 上記金額は、原告が平成４年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 

(2) 平成５年分 

ア 総所得金額 ６１６１万１０５８円 

 上記金額は、次の(ア)から(ウ)までの各金額の合計額である。 

(ア) 事業所得の金額 ２４７４万１８１２円 

 上記金額は、次のａ及びｂの各金額の合計額からｃの金額を控除した金額である。 

ａ 確定申告額 △２６０９万１２８３円 

 上記金額は、原告が確定申告書に記載した事業所得の金額である。 

ｂ 事業所得に加算される金額 ５１３４万７２７１円 

 上記金額は、次の(a)から(c)までの各金額の合計額である。 

(a) ＬＰＳ取引の紹介手数料 ２５３４万７８５２円 

 【①⑬】 

 上記金額は、原告が、ａ募集のＬＰＳに対する出資者を紹介することにより、Ｅから

受領した手数料である。 

(b) ＬＰＳ取引に係る経費 ２５６４万９４１９円 

 【⑫⑬⑭】 

 上記金額は、確定申告時に必要経費に算入されたＬＰＳ第５物件に係る減価償却費の

うち、耐用年数の誤りにより過大に計上された金額である。 

(c) 青色申告特別控除額 ３５万円 

 【青色取消】 

 上記金額は、原告が確定申告時に記載した青色申告特別控除の金額であるが、原告の

青色申告の承認は本件青色取消処分により平成４年分以降は取り消されているため、原

告には当該控除は適用されない。 

ｃ 事業所得から減算される金額 ５１万４１７６円 

 上記金額は、次の(a)及び(b)の各金額の合計額である。 

(a) 為替差損 ５０万３９２５円 

 上記金額は、本件外貨預金口座に係る為替差損である。 

(b) 雑費 １万０２５１円 

 【①⑬】 

 上記金額は、ＬＰＳの出資のあっせんに関する外国為替チャージ料、印紙代及び手形
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用紙代の合計額である。 

(イ) 給与所得の金額 ３６５９万５０００円 

 上記金額は、原告が平成５年分確定申告書に給与所得として記載した金額と同額である。 

(ウ) 雑所得の金額 ２７万４２４６円 

 上記金額は、原告が平成５年分確定申告書に雑所得として記載した金額と同額である。 

イ 所得控除の額の合計額 ２０３万２１９０円 

 上記金額は、原告が平成５年分確定申告書に記載した社会保険料控除の額９３万２１９０円、

生命保険料控除の額５万円、扶養控除の額７０万円及び基礎控除の額３５万円の合計額である。 

ウ 課税される総所得金額 ５９５７万８０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額６１６１万１０５８円から前記イの所得控除の額の合計額

２０３万２１９０円を控除した金額である。 

エ 納付すべき税額 ７４４万７１００円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)の金額を控除した金額である。 

(ア) 課税される総所得金額に対する税額 ２５８８万９０００円 

 上記金額は、前記ウの課税される総所得金額５９５７万８０００円に所得税法８９条１項

所定の税率（平成６年法律第１０９号による改正前のもの）を適用して算出した金額である。 

(イ) 源泉徴収税額 １８４４万１８９８円 

 上記金額は、原告が平成５年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 

(3) 平成６年分 

ア 総所得金額 １億０８２６万５１９９円 

 上記金額は、次の(ア)から(ウ)までの各金額の合計額である。 

(ア) 事業所得の金額 ６３００万５２２０円 

 上記金額は、次のａ及びｂの各金額の合計額からｃの金額を控除した金額である。 

ａ 修正申告額 △２１９８万８２１２円 

 上記金額は、原告が修正申告書に記載した事業所得の金額である。 

ｂ 事業所得に加算される金額 １億５０２４万０８０９円 

 上記金額は、次の(a)から(e)までの各金額の合計額である。 

(a) 赤字会社の売却収入 ６０００万円 

 【⑦⑬】 

 上記金額は、原告が、丁（以下「丁」という。）に対して赤字会社である有限会社Ｊ

（以下「Ｊ」という。）を売却することにより得た金額である。 

(b) ＬＰＳ取引の紹介手数料 １７１０万７６０８円 

 【①⑬】 

 上記金額は、原告がａ募集のＬＰＳに対する出資者を紹介することにより、Ｅから受

領した手数料である。 

(c) ＬＰＳ取引に係る収入 ６２１５万５３５６円 

 上記金額は、ｊ（以下「ｊ」という。）から購入したＬＰＳ第９物件に関する収入で

ある。 

(d) ＬＰＳ取引に係る経費 １０６２万７８４５円 

 【⑫⑬】 
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 上記金額は、確定申告時に必要経費に算入されたＬＰＳ第５物件に係る①耐用年数の

誤り等によって過大に計上された減価償却費の額７０４万５１２５円、②借入金の支払

利息の過大計上額３５８万２７２０円の合計額である。 

(e) 青色申告特別控除額 ３５万円 

 【青色取消】 

 上記金額は、原告が確定申告時に記載した青色申告特別控除の金額であるが、原告の

青色申告の承認は本件青色取消処分により平成４年分以降は取り消されているため、原

告には当該控除は適用されない。 

ｃ 事業所得から減算される金額 ６５２４万７３７７円 

 上記金額は、次の(a)から(d)までの各金額の合計額である。 

(a) 赤字会社の売却収入に係る必要経費 ５５万７９００円 

 【⑦⑬】 

 上記金額は、前記ｂ(a)のＪの購入費用及び変更登記費用の合計額である。 

(b) ＬＰＳ取引に係る経費 ６３５０万７２３０円 

 上記金額は、前記ｂ(c)のＬＰＳ第９物件に係る必要経費の合計額である（詳細につ

いては、別表３参照。）。 

(c) 為替差損 １０８万６６９６円 

 上記金額は、本件外貨預金口座に係る為替差損である。 

(d) 雑費 ９万５５５１円 

 【①⑬】 

 上記金額は、ＬＰＳの出資のあっせんに関する外国為替チャージ料、印紙代及び手形

用紙代の合計額である。 

(イ) 給与所得の金額 ３８５９万円 

 上記金額は、原告が平成６年分修正申告書に給与所得として記載した金額と同額である。 

(ウ) 雑所得の金額 ６６６万９９７９円 

 上記金額は、次のａ及びｂの各金額の合計額である。 

ａ 修正申告額 １７万０２６７円 

 上記金額は、原告が平成６年分修正申告書に記載した雑所得の金額である。 

ｂ 雑所得に加算される金額 ６４９万９７１２円 

 上記金額は、次の(a)及び(b)の各金額の合計額である。 

(a) 受取利息収入 ５２９万９７１２円 

 【③⑬】 

 上記金額は、原告のＧ株式会社（以下「Ｇ」という。）に対する貸付金に係る受取利

息の金額である。 

(b) 脱税協力金収入 １２０万円 

 【④⑬】 

 上記金額は、原告が株式会社Ｈ（以下「Ｈ」という。）の脱税に加担することにより

受領した報酬の金額である。 

イ 所得控除の額の合計額 ２０５万６５１０円 

 上記金額は、原告が平成６年分修正申告書に記載した社会保険料控除の額９５万３５１０円、
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生命保険料控除の額５万円、損害保険料控除の額３０００円、扶養控除の額７０万円及び基礎

控除の額３５万円の合計額である。 

ウ 課税される総所得金額 １億０６２０万８０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額１億０８２６万５１９９円から前記イの所得控除の額の合

計額２０５万６５１０円を控除した金額である。 

エ 納付すべき税額 ２８６４万３１００円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額の合計額を控除した金額である。 

(ア) 課税される総所得金額に対する税額 ４９２０万４０００円 

 上記金額は、前記ウの課税される総所得金額１億０６２０万８０００円に所得税法８９条

１項所定の税率（平成６年法律第１０９号による改正前のもの）を適用して算出した金額で

ある。 

(イ) 特別減税額 ２００万円 

 上記金額は、平成６年分所得税の特別減税のための臨時措置法４条の規定に基づいて計算

した金額である。 

(ウ) 源泉徴収税額 １８５６万０８０３円 

 上記金額は、原告が平成６年分修正申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 

(4) 平成７年分 

ア 総所得金額 １９１万０８０３円 

 上記金額は、次の(ア)から(エ)までの各金額の合計額から、租税特別措置法（平成７年法律

第５５号による改正後のもの）３１条１項、同法３２条１項及び５項並びに所得税法６９条１

項の規定を適用することにより、後記(オ)の分離短期譲渡所得金額の損失額１億１２０６万５

５００円を控除した金額である。 

(ア) 事業所得の金額 ６１１３万７４７７円 

 上記金額は、次のａ及びｂの各金額の合計額からｃの金額を控除した金額である。 

ａ 確定申告額 ２０５０万９１２６円 

 上記金額は、原告が確定申告書に記載した事業所得の金額である。 

ｂ 事業所得に加算される金額 ２億８３９０万８６７４円 

 上記金額は、次の(a)から(g)までの各金額の合計額である。 

(a) ＬＰＳ取引の紹介手数料 ６１１万９３６２円 

 【①⑬】 

 上記金額は、原告が、ａ募集のＬＰＳに対する出資者を紹介することにより、Ｅから

受領した手数料である。 

(b) ＬＰＳ取引に係る管理料 ４９５万９０００円 

 【⑥⑬】 

 上記金額は、Ｉ株式会社（以下「Ｉ」という。）から受領したＬＰＳの出資契約に基

づくＬＰＳ第３２物件に係る管理料である。 

(c) コンサルティング業務報酬 １０３０万円 

 【⑤⑬】 

 上記金額は、原告が丙（以下「丙」という。）に対して税務処理等に関するコンサル

ティングを行うことにより受領した報酬である。 
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(d) 為替差益 １０４３万５２１３円 

 【⑬】 

 上記金額は、本件外貨預金口座に係る為替差益である。 

(e) ＬＰＳ取引に係る収入 ２億４０９２万５６４１円 

 上記金額は、ｊから購入したＬＰＳ第９物件に関する収入である。 

(f) ＬＰＳ取引に係る経費 １１０７万８５７２円 

 【⑫⑬】 

 上記金額は、確定申告時に必要経費に算入されたＬＰＳ第５物件に係る①耐用年数の

誤りによって過大計上された減価償却費の額７１７万７３１９円、②支払利息の過大計

上額３９０万１２５３円の合計額である。 

(g) 青色申告特別控除額 ９万０８８６円 

 【青色取消】 

 上記金額は、原告が確定申告時に記載した青色申告特別控除の金額であるが、原告の

青色申告の承認は本件青色取消処分により平成４年分以降は取り消されているため、原

告には当該控除は適用されない。 

ｃ 事業所得から減算される金額 ２億４３２８万０３２３円 

 上記金額は、次の(a)及び(b)の各金額の合計額である。 

(a) ＬＰＳ取引に係る経費 ２億４３１８万１５１８円 

 上記金額は、前記ｂ(e)に記載したＬＰＳ第９物件に係る必要経費の合計額である（詳

細については、別表４参照。）。 

(b) 雑費 ９万８８０５円 

 上記金額は、ＬＰＳの出資のあっせんに関する外国為替チャージ料、印紙代及び手形

用紙代の合計額である。 

(イ) 給与所得の金額 ４４２８万円 

 上記金額は、原告が平成７年分確定申告書に給与所得として記載した金額と同額である。 

(ウ) 不動産所得の金額 ２５万９１１４円 

 【青色取消】 

 上記金額は、原告が平成７年分青色申告決算書（不動産所得用）に記載した、青色申告特

別控除前の不動産所得の金額である。なお、原告は、青色申告特別控除額を２５万９１１４

円とし、不動産所得の金額を零円として計算しているが、原告は、本件青色取消処分を受け

ていることから、当該控除額の適用はない。 

(エ) 雑所得の金額 ８２９万９７１２円 

 上記金額は、次のａ及びｂの各金額の合計額である。 

ａ 受取利息収入 ５２９万９７１２円 

 【③⑬】 

 上記金額は、Ｇに対する貸付金に係る受取利息の金額である。 

ｂ 脱税協力金収入 ３００万円 

 【④⑬】 

 上記金額は、Ｈの脱税に加担することにより受領した報酬の金額である。 

(オ) 分離短期譲渡所得金額 △１億１２０６万５５００円 
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 上記金額は、原告が平成７年分確定申告書に記載した分離短期譲渡所得の損失額である。 

イ 所得控除の額の合計額 ２２５万６２６０円 

 上記金額は、次の(ア)から(ウ)までの各金額の合計額である。 

(ア) 確定申告額 １４４万６２６０円 

 上記金額は、原告が平成７年分確定申告書に記載した社会保険料控除の額１０６万６２６

０円及び基礎控除の額３８万円の合計額である。 

(イ) 生命保険料控除額 ５万円 

 上記金額は、更正処分時に新たに所得控除として認定した生命保険料控除の金額である。 

(ウ) 扶養控除額 ７６万円 

 上記金額は、更正処分時に新たに所得控除として認定した扶養控除の金額である。 

ウ 課税される総所得金額 ０円 

 上記金額は、前記アの総所得金額１９１万８０３円から前記イの所得控除の額の合計額２２

５万６２６０円を控除した金額である（なお、課税される総所得金額より控除される額が多い

ことから、課税される総所得金額は零円となる。）。 

エ 納付すべき税額 △１９５１万６０００円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)の金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税される総所得金額に対する税額 ０円 

 前記ウのとおり、課税される総所得金額が生じないため、これに係る所得税額も生じない。 

(イ) 源泉徴収税額 １９５１万６０００円 

 上記金額は、原告が平成７年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 

(5) 平成８年分 

ア 総所得金額 ９億７０７４万３８９０円 

 上記金額は、①租税特別措置法（平成７年法律第５５号による改正後のもの）３１条１項及

び４項、同法３２条１項及び４項並びに所得税法６９条１項の規定を適用することにより、後

記(カ)の分離短期譲渡所得金額２１２６万７３６９円から同(オ)の総合短期譲渡所得金額の

損失額１２４１万８３３９円及び同(キ)の分離長期譲渡所得金額の損失額２０６２万０９６

９円を控除し、②これにより控除未済となった損失額１１７７万１９３９円について、③次の

(ア)から(エ)までの各金額の合計額９億８２５１万５８２９円から控除した金額である。 

(ア) 事業所得の金額 ９億２９８４万４１６５円 

 上記金額は、次のａ及びｂの各金額の合計額からｃの金額を控除した金額である。 

ａ 確定申告額 △３１０万３１８４円 

 上記金額は、原告が確定申告書に記載した事業所得の金額である。 

ｂ 事業所得に加算される金額 １１億４５１６万１５３０円 

 上記金額は、次の(a)から(d)までの各金額の合計額である。 

(a) 赤字会社の売却収入 ９億３６００万円 

 上記金額は、次のⅰ及びⅱの各金額の合計額である。 

ⅰ Ｋの売却収入 ２億３０００万円 

 【⑧⑬】 

 上記金額は、原告が、戊に対して赤字会社であるＫ有限会社（以下「Ｋ」という。）

を売却することにより得た金額である。 
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ⅱ Ｍの売却収入 ７億０６００万円 

 【⑨⑬】 

 上記金額は、原告が、Ｌ、Ⓕ、Ⓖ及びⒾ（以下「Ｌら」という。）に対して赤字会

社である有眼会社Ｍ（以下「Ｍ」という。なお、同社は、当該売却後に有限会社Ⓚに

商号変更している。）を売却することにより得た金額である。 

(b) ＬＰＳ取引に係る収入 １億９７０６万３１９１円 

 【⑬】 

 上記金額は、ｊから購入したＬＰＳ第９物件に関する収入である。 

(c) ＬＰＳ取引に係る経費 １０３７万７７３０円 

 【⑫⑬】 

 上記金額は、確定申告時に必要経費に算入されたＬＰＳ第５物件に係る①耐用年数の

誤りによって過大計上された減価償却費の額５９８万１０９９円、②支払利息の過大計

上額４３９万６６３１円の合計額である。 

(d) 貸倒引当金繰入額 １７２万０６０９円 

 【青色取消】 

 上記金額は、原告が確定申告時に記載した貸倒引当金繰入額であるが、原告の青色申

告の承認は本件青色取消処分により平成４年分以降は取り消されているため、当該繰入

額は必要経費に算入されない。 

ｃ 事業所得から減算される金額 ２億１２２１万４１８１円 

 上記金額は、次の(a)から(e)までの各金額の合計額である。 

(a) 赤字会社の売却収入に係る必要経費 １０７４万０８２１円 

 上記金額は、次のⅰからⅳまでの各金額の合計額であり、前記ｂ(a)のＫ及びＭの売

却に係る必要経費の金額である。 

ⅰ Ｋの購入費用 １０００万円 

 【⑧⑬】 

ⅱ Ｍの購入費用 ３０万円 

 【⑨⑬】 

ⅲ Ｍの変更登記費用 ４４万０１００円 

 【⑨⑬】 

ⅳ 振込手数料 ７２１円 

 【⑧⑬】 

(b) ＬＰＳ取引に係る経費 １億９１１２万３４９４円 

 【⑬】 

 上記金額は、前記ｂ(b)のＬＰＳ第９物件に係る必要経費の合計額である（詳細につ

いては、別表５参照。）。 

(c) 支払利息 ８５８万９６２６円 

 上記金額は、外貨建ての借入金に係る支払利息である。 

(d) 雑費 ４９万４５０５円 

 上記金額は、ＬＰＳの出資のあっせんに関する外国為替チャージ料、印紙代及び手形

用紙代の合計額である。 
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(e) 為替差損 １２６万５７３５円 

 上記金額は、次のⅰの金額とⅱの金額との差額である為替差損の金額である。 

ⅰ 外貨預金から生じた為替差益 ３８３万７２２１円 

 【⑬】 

 上記金額は、本件外貨預金口座に係る為替差益である。 

ⅱ 外貨出資金に係る為替差損 ５１０万２９５６円 

 上記金額は、ＬＰＳへの出資金に係る為替差損である。 

(イ) 給与所得の金額 ４４２８万円 

 上記金額は、原告が平成８年分確定申告書に給与所得として記載した金額と同額である。 

(ウ) 不動産所得の金額 ８０万１２４２円 

 【青色取消】 

 上記金額は、原告が平成８年分青色申告決算書（不動産所得用）に記載した、青色申告特

別控除前の不動産所得の金額である。なお、原告は、青色申告特別控除額を３５万円として

いるが、本件青色取消処分を受けていることから、当該控除額の適用はない。 

(エ) 雑所得の金額 ７５９万０４２２円 

 上記金額は、次のａ及びｂの各金額の合計額である。 

ａ 確定申告額 ３５万０４２２円 

 上記金額は、原告が平成８年分確定申告書に雑所得として記載した金額と同額である。 

ｂ 脱税協力金収入 ７２４万円 

 【④⑬】 

 上記金額は、Ｈの脱税に加担することにより受領した報酬の金額である。 

(オ) 総合短期譲渡所得金額 △１２４１万８３３９円 

 上記金額は、ＬＰＳ第９物件をその運営責任者であるジェネラルパートナー（以下「ＧＰ」

という。）に売却したことに伴う営業権及び備品に係る損失の金額である。 

(カ) 分離短期譲渡所得金額 ２１２６万７３６９円 

 上記金額は、ＬＰＳ第９物件をその運営責任者であるＧＰに売却したことに伴う土地及び

建物に係る所得金額である。 

(キ) 分離長期譲渡所得金額 △２０６２万０９６９円 

 【⑫⑬】 

 上記金額は、ＬＰＳ第５物件の売却により生じた分離課税の長期譲渡所得の損失額である。 

イ 所得控除の額の合計額 ２４１万１２７４円 

 上記金額は、原告が平成８年分確定申告書に記載した社会保険料控除の額１０７万１２７４

円、生命保険料控除の額５万円、扶養控除の額９１万円及び基礎控除の額３８万円の合計額で

ある。 

ウ 課税される総所得金額 ９億６８３３万２０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額９億７０７４万３８９０円から前記イの所得控除の額の合

計額２４１万１２７４円を控除した金額である。 

エ 納付すべき税額 ４億５７２９万３８００円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額の合計額を控除した金額である。 

(ア) 課税される総所得金額に対する税額 ４億７８１３万６０００円 
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 上記金額は、前記ウの課税される総所得金額９億６８３３万２０００円に所得税法８９条

１項所定の税率（平成１８年法律第１０号による改正前のもの）を適用して算出した金額で

ある。 

(イ) 特別減税額 ５万円 

 上記金額は、平成８年分所得税の特別減税のための臨時措置法４条の規定に基づいて計算

した金額である。 

(ウ) 源泉徴収税額 ２０７９万２１２２円 

 上記金額は、原告が平成８年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 

(6) 平成９年分 

ア 総所得金額 ２１億１１１１万８２５３円 

 上記金額は、次の(ア)から(エ)までの各金額の合計額から、租税特別措置法（平成８年法律

第１７号による改正後のもの）３１条４項、同法３２条１項及び４項並びに所得税法６９条１

項の規定を適用することにより、後記(オ)の分離短期譲渡所得金額の損失額２８５５万５４１

２円を控除した金額である。 

(ア) 事業所得の金額 ２１億０７９８万１５４３円 

 上記金額は、次のａ及びｂの各金額の合計額からｃの金額を控除した金額である。 

ａ 確定申告額 △１６３５万５６３０円 

 上記金額は、原告が確定申告書に記載した事業所得の金額である。 

ｂ 事業所得に加算される金額 ２７億８５３８万５０４５円 

 上記金額は、次の(a)から(d)までの各金額の合計額である。 

(a) 赤字会社の売却収入 ２０億８３４５万１２００円 

 【⑩⑬】 

 上記金額は、原告が、Ｎ株式会社（以下「Ｎ」という。）に対し赤字会社である有限

会社Ｏ（以下「Ｏ」という。）及び有限会社Ｍ（以下「Ｐ」という。なお、同会社は当

該売却後に有限会社ⓠに商号変更している。）を売却することにより得た金額である。 

(b) 物納手数料収入 １億１１００万円 

 【⑪⑬】 

 上記金額は、原告が被相続人Ⓟの相続人であるⓆら（以下「Ｑ一族」という。）から

受領した物納手数料である。 

(c) 為替差益 １万４４０４円 

 【⑬】 

 上記金額は、次のⅰの金額からⅱの金額を控除した金額である。 

ⅰ 外貨建て借入れに係る為替差益 ２１万９０００円 

 上記金額は、ＬＰＳへの出資における外貨建て借入れの為替差益である。 

ⅱ 外貨預金から生じた為替差損 ２０万４５９６円 

 上記金額は、本件外貨預金口座に係る為替差損である。 

(d) ＬＰＳ取引に係る収入 ５億９０９１万９４４１円 

 上記金額は、㋖から購入したＬＰＳ第２９物件に関する収入である。 

ｃ 事業所得から減算される金額 ６億６１０４万７８７２円 

 上記金額は、次の(a)から(e)までの各金額の合計額である。 
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(a) 受取手数料 １３６５万円 

 上記金額は、原告が株式会社㋐（以下「㋐」という。）の脱税に加担して計上した架

空の受取手数料の金額である。 

(b) 登記費用 ３７万７５００円 

 【⑩⑬】 

 上記金額は、前記ｂ(a)のＯ及びＰの変更登記費用である。 

(c) ＬＰＳ取引に係る損失額 ３４０５万８７６０円 

 上記金額は、ＬＰＳ第３２物件に関し、出資者であるＩが中途解約したことにより生

じた損失額について、原告が補填した金額である。 

(d) ＬＰＳ取引に係る経費 ６億１１２４万１００３円 

 上記金額は、前記ｂ(d)のＬＰＳ第２９物件に係る必要経費の金額である（詳細につ

いては、別表６参照。）。 

(e) 貸倒引当金戻入額 １７２万０６０９円 

 【青色取消】 

 上記金額は、原告が確定申告時に記載した貸倒引当金戻入額であるが、原告の青色申

告の承認は本件青色取消処分により平成４年分以降は取り消されているため、当該戻入

額は原告の収益とはならない。 

(イ) 配当所得の金額 ８万４２００円 

 上記金額は、原告が平成９年分確定申告書に配当所得として記載した金額と同額である。 

(ウ) 給与所得の金額 ２５０９万円 

 上記金額は、原告が平成９年分確定申告書に給与所得として記載した金額と同額である。 

(エ) 雑所得の金額 ６５１万７９２２円 

 上記金額は、次のａ及びｂの各金額の合計額である。 

ａ 確定申告額 ２４万７９２２円 

 上記金額は、原告が平成９年分確定申告書に雑所得として記載した金額と同額である。 

ｂ 脱税協力金収入 ６２７万円 

 【④⑬】 

 上記金額は、Ｈの脱税に加担したことにより受領した３１２万円及び㋐の脱税に加担し

たことにより受領した３１５万円の合計額である。 

(オ) 分離短期譲渡所得金額 △２８５５万５４１２円 

 上記金額は、原告が平成９年分確定申告書に記載した分離短期譲渡所得の損失額である。 

イ 所得控除の額の合計額 ４６５万１５８３円 

 上記金額は、次の(ア)から(ウ)までの各金額の合計額である。 

(ア) 確定申告額 ４５９万８５８３円 

 上記金額は、原告が平成９年分確定申告書に記載した、社会保険料控除の額９３万８５８

３円、寄付金控除の額１９９万円、配偶者控除の額３８万円、扶養控除の額９１万円及び基

礎控除の額３８万円を合計した金額である。 

(イ) 生命保険料控除額 ５万円 

 上記金額は、更正処分時に新たに所得控除として認定した生命保険料控除の金額である。 

(ウ) 損害保険料控除額 ３０００円 
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 上記金額は、更正処分時に新たに所得控除として認定した扶養控除の金額である。 

ウ 課税される総所得金額 ２１億０６４６万６０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額２１億１１１１万８２５３円から前記イの所得控除の額の

合計額４６５万１５８３円を控除した金額である。 

エ 納付すべき税額 １０億３７６５万３０００円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額の合計額を控除した金額である。 

(ア) 課税される総所得金額に対する税額 １０億４７２０万３０００円 

 上記金額は、前記ウの課税される総所得金額２１億０６４６万６０００円に所得税法８９

条１項所定の税率（平成１８年法律第１０号による改正前のもの）を適用して算出した金額

である。 

(イ) 配当控除額 ４２１０円 

 上記金額は、前記ア(イ)の配当所得の金額８万４２００円に所得税法９２条１項の規定を

適用して算出した金額である。 

(ウ) 源泉徴収税額 ９５４万５７６２円 

 上記金額は、原告が平成９年分確定申告書に記載した源泉徴収税額１２１４万５７６２円

から、前記ア(ア)ｃ(a)の㋐に対する架空の受取手数料に係る源泉所得税２６０万円を控除

した金額である。 

２ 本件各更正処分の適法性 

(1) 被告が本件訴訟において主張する原告の本件各係争年分の納付すべき所得税額は、前記１(1)

エ、同(2)エ、同(3)エ、同(4)エ、同(5)エ及び同(6)エのとおり、次の各金額である。 

ア 平成４年分  １億０９７９万３０００円 

イ 平成５年分     ７４４万７１００円 

ウ 平成６年分    ２８６４万３１００円 

エ 平成７年分   △１９５１万６０００円 

オ 平成８年分  ４億５７２９万３８００円 

カ 平成９年分 １０億３７６５万３０００円 

(2) 被告が本件訴訟において主張する原告の平成４年分から同６年分まで及び同９年分の納付す

べき各所得税額は、上記各年分の各更正処分におけるそれをいずれも上回っており、また、原告

の同７年分の納付すべき所得税額は、同年分の更正処分におけるそれと同額であるから、同４年

分から同７年分まで及び同９年分の各更正処分は、いずれも適法である。 

(3) 被告が本件訴訟において主張する原告の平成８年分の納付すべき所得税額は、前記(1)オのと

おり４億５７２９万３８００円であるから、同年分の更正処分は、上記金額の範囲内において適

法である。 

第３ 本件各賦課決定処分の根拠及び適法性 

１ 本件各賦課決定処分の根拠 

(1) 平成４年分 

ア 過少申告加算税の額 ３６２万４５００円 

 上記過少申告加算税の額は、麻布税務署長が平成１１年８月４日付けでした平成４年分更正

処分により、原告が新たに納付すべきこととなった１億３２１９万７３００円のうち、国税通

則法６５条４項所定の正当事由が存せず、かつ、隠ぺい又は仮装の事実がないことに対応する
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部分に対する税額２５０３万円（ただし、同法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を

切り捨てた後の金額。以下同じ。）に同法６５条１項の規定に基づき１００分の１０の割合を

乗じて算出した金額２５０万３０００円と、同条２項の規定に基づき上記２５０３万円のうち

期限内申告税額に相当する金額を超える部分に相当する税額２２４３万円に１００分の５の

割合を乗じて計算した金額１１２万１５００円との合計額である。 

イ 重加算税額 ３７４９万２０００円 

 上記重加算税額は、平成４年分更正処分により、原告が新たに納付すべきこととなった１億

３２１９万７３００円のうち、正当な事由があると認められる部分及び過少申告加算税額の額

の計算の基礎となる部分を控除した金額１億０７１２万円に、国税通則法６８条１項の規定に

基づき、１００分の３５の割合を乗じて算出した金額である。 

(2) 平成５年分 

ア 過少申告加算税の額 １６０万８５００円 

 上記過少申告加算税の額は、平成５年分更正処分により、原告が新たに納付すべきこととな

った２４０８万１４００円のうち、国税通則法６５条４項所定の正当事由が存せず、かつ、隠

ぺい又は仮装の事実がないことに対応する部分に対する税額１１３０万円に同法６５条１項

の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算出した金額１１３万円と、同条２項の規定に

基づき上記１１３０万円のうち期限内申告税額に相当する金額を超える部分に相当する税額

９５７万円に１００分の５の割合を乗じて計算した金額４７万８５００円との合計額である。 

イ 重加算税額 ４４３万４５００円 

 上記重加算税額は、平成５年分更正処分により、原告が新たに納付すべきこととなった２４

０８万１４００円のうち、正当な事由があると認められる部分及び過少申告加算税額の額の計

算の基礎となる部分を控除した金額１２６７万円に、国税通則法６８条１項の規定に基づき、

１００分の３５の割合を乗じて算出した金額である。 

(3) 平成６年分 

ア 過少申告加算税の額 ２７万７０００円 

 上記過少申告加算税の額は、平成６年分更正処分により、原告が新たに納付すべきこととな

った４３９３万１１００円のうち、国税通則法６５条４項所定の正当事由が存せず、かつ、隠

ぺい又は仮装の事実がないことに対応する部分に対する税額２７７万円に、同法６５条１項の

規定に基づき、１００分の１０の割合を乗じて算出した金額である。 

イ 重加算税額 １４３６万４０００円 

 上記重加算税額は、平成６年分更正処分により、原告が新たに納付すべきこととなった４３

９３万１１００円のうち、正当な事由があると認められる部分及び過少申告加算税額の額の計

算の基礎となる部分を控除した金額４１０４万円に、国税通則法６８条１項の規定に基づき、

１００分の３５の割合を乗じて算出した金額である。 

(4) 平成８年分 

 重加算税額 １億６０２４万０５００円 

 上記重加算税額は、平成８年分更正処分に伴い原告が新たに納付することとなる４億５７８３

万８４００円（納付すべき税額４億５７２９万３８００円及び原告の平成８年分確定申告書にお

ける還付金の額に相当する税額５４万４６２２円の合計額（国税通則法１１９条１項の規定によ

り１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの））について、その全額が隠ぺい又は仮装に基
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づく部分に該当することから、加算税の基礎となる４億５７８３万円（同法１１８条３項の規定

により１万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）に、同法６８条１項の規定に基づき１００

分の３５の割合を乗じて算出した金額である。 

(5) 平成９年分 

 重加算税額 ３億６６５５万１５００円 

 上記重加算税額は、平成９年分更正処分により、原告が新たに納付すべきこととなった１０億

４７２９万８７００円について、その全額が隠ぺい又は仮装に基づく部分に該当することから、

加算税の基礎となる１０億４７２９万円に、国税通則法６８条１項の規定に基づき、１００分の

３５の割合を乗じて算出した金額である。 

２ 本件各賦課決定処分の適法性 

(1) 被告が本件訴訟において主張する平成４年分から同６年分まで及び同９年分の所得税に係る

過少申告加算税及び重加算税の額は、前記１(1)から(3)まで及び(5)のとおりであり、これらは

上記各年分の各賦課決定処分における過少申告加算税及び重加算税の額と同額であるから、同４

年分から同６年分まで及び同９年分の各賦課決定処分はいずれも適法である。 

(2) 被告が本件訴訟において主張する平成８年分の所得税に係る重加算税の額は、前記１(4)のと

おり１億６０２４万０５００円であるから、同年分賦課決定処分は、上記金額の範囲内において

適法である。 

以上 
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別表 省略 


